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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
　これまで整備が遅れていた本県の高速道路ネットワークについ
ては、平成２５年度に３区間（『山陰道』（鳥取ＩＣ～鳥取西Ｉ
Ｃ）（赤碕中山ＩＣ～名和ＩＣ）、『山陰近畿自動車道』（福部
ＩＣ～岩美ＩＣ）が一気に開通するなど、全国の高速道路ネット
ワークへの接続が順次拡大しているが、県民の悲願である１日も
早い県内全線の完成に向けて、残る区間の早期整備とともに、
ミッシングリンクの解消に向けた調査・検討を促進すること。
○「鳥取西道路」全線の平成２９年度一体的供用
　「鳥取西道路（鳥取西ＩＣ～青谷ＩＣ）」については、平成２
９年度供用予定が公表された「吉岡温泉ＩＣ～青谷ＩＣ」ととも
に、「鳥取西ＩＣ～吉岡温泉ＩＣ」についても一体的な供用が図
られるよう、埋蔵文化財調査の集中的・計画的な実施に加え、調
査が完了した区間においては速やかに工事着手し、整備を促進す
ること。
○「北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び早期事業再開
に向けた計画段階評価の促進
　「北条道路」については、近年重大な交通事故が頻発している
ことから、交通安全対策事業（湯梨浜・北栄地区の交差点立体
化）の早期整備を図るとともに、全線の早期事業再開に向けて、
○「山陰道～鳥取市福部町」の計画段階評価に向けた調査の促進
　未指定区間となっている『山陰近畿自動車道「山陰道～鳥取市
福部町」』については、官民連携による「高速道路を活かしたま
ちづくり勉強会」において、『山陰道』・『鳥取自動車道』・
『山陰近畿自動車道』の３本の路線を連結させ、市内区間のミッ
シングリンクの早期解消に向けた整備の必要性等が示されたとこ
ろであり、早期事業化のための計画段階評価に向けた調査を進め
ること。
○「米子市～境港」の検討の促進
　「米子市～境港」については、引き続き、必要な検討を進める
こと。
○『鳥取自動車道』における付加追越車線の早期供用
　『鳥取自動車道』については、高速道路本来の定時性・安全性
を十分に発揮させるため、現在整備中の４区間の付加追越車線を
早期に供用すること。
○『米子自動車道』・「米子道路」の４車線化及び｢米子道路｣に
おける付加追越車線の早期供用
　高速道路本来の定時性・安全性の確保を図るため、『米子自動
車道(蒜山ＩＣ～米子ＩＣ）』・「米子道路」について４車線化を
行うこと。
また、「米子道路」については、現在整備中の日野川東ＩＣ～米
子南ＩＣ間の付加追越車線を早期に供用すること。
○地域高規格道路の整備促進
　高速道路ネットワークを補完する地域高規格道路については、
１日も早い供用を図るため、トンネル等の大規模構造物の進捗状
況に応じた重点的な予算配分を行うこと。
「岩美道路」－－－－－－－－－－－－－－－『山陰近畿自動車
道』
「倉吉道路」、「倉吉関金道路」－－－－－－『北条湯原道路』

2 北東アジアゲー
トウェイ「境
港」の重点整備
について
【県土整備部】

国土交通省 我が国の経済再生や国土強靭化を推進し、日本海国土軸を形成す
るため、北東アジアゲートウェイ「境港」の重点整備を実施する
こと
○竹内南地区 複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業
〔直轄事業〕を早期に事業化すること
○中野地区 国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施
により早期完成すること

○港湾整備事業（国費・全国）は、
2,314億円（H26当初2,312億円）の予
算措置がされた（対前年伸率1.00）。
○箇所付は予算成立後に判明。新規箇
所（竹内南地区）は予算成立前の事業
評価時に判明するため、引き続き注視
する。

3 外航クルーズ船
寄港および国際
航空路線の拡充
等に伴うＣＩＱ
体制の充実につ
いて
【県土整備部】

財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省

○地方における外航クルーズ船や国際チャーター便の就航につい
て、円滑な受入れを行うため、ＣＩＱ体制の充実を図ること。

○地方入国管理局の増員（＋166人）
等が図られたことを受け、本県に重点
配置されるよう引き続き要望する。
○米子空港については、平成26年度補
正予算案において、外国人旅行者の受
入れ体制を充実するため、米子鬼太郎
空港の入国審査ブース増設（4ブース
→6ブース）が盛り込まれた。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

高速ネットワー
クの早期整備に
ついて
【県土整備部】

国土交通省1 【道路整備事業予算の決定額】
○道路整備事業予算の決定額は、
16,602億円（H26当初16,579億円）
で、前年度より微増である（対前年伸
率1.00）。
【山陰道などの全国ミッシングリンク
の整備】
○平成27年度予算においては「全国
ミッシングリンクの整備」としての整
理が行われていないため、正確な要求
額や対前年度伸率は把握できないが、
「全国ミッシングリンクの整備」に相
当すると想定される「道路ネットワー
クによる地域・拠点の連携とインフラ
を賢く使う取組の推進」及び「効率的
な物流ネットワークの強化」について
は、総額として対前年度伸率1.01倍と
なる7,142億円が計上されていること
から、「全国ミッシングリンクの整
備」の予算は今年度並みの水準を確保
されることが期待される。
【岩美道路などの地域高規格道路の整
備】
○地域高規格道路（補助事業）につい
ては対前年1.00倍となる485億円が計
上されている。岩美道路等の整備を推
進するため、予算の重点配分を引き続
き国に働きかけていく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

【地方交付税】
◯所得税(32%⇒33.1%)、法人税(34%⇒
33.1%)等、地方交付税の法定率が見直
された。
◯「歳出特別枠(1.2兆円)」は縮小
(0.85兆円)されたが、地方創生や公共
施設の老朽化対策のための経費への振
替(0.35兆円)を含めると実質的に前年
度と同水準が確保された。また、「別
枠加算(0.61兆円)」 は地方税収の増
により縮小された(0.23兆円)。
◯地方の一般財源総額については、水
準超除きで＋0,7兆円(59.4兆円⇒60.2
兆円)と前年度を上回る額が確保され
た。また、臨時財政対策債を含めた実
質的な交付税総額は▲1.2兆円(22.5兆
円⇒21.3兆円)であった。
【税制】
○地方法人課税の偏在是正
・H26与党税制改正大綱等における消
費税率10％段階の地方法人課税の偏在
是正については、H28年度以後の税制
改正において具体的な結論を得る。
○法人実効税率引下げに伴う代替財源
の確保
・大企業に係る外形標準課税の拡大
（2年間で現行の１／４から１／２に
段階的に拡大）
・欠損金繰越控除の見直し、受取配当
等益金不算入の見直し、租特の見直し
等による課税ベースの拡大

○国と地方の役割分担の抜本的見直しによる構造改革を進め、中
央府省を解体し、国の事務・権限の地方への移譲を一層のスピー
ド感をもって実行するなど、「国のかたち」を変える地方分権改
革を推進すること。
○東京一極集中の中央集権構造、地域間・地域内格差を是正する
ため、日本海国土軸等の多重型国土軸による地域発展型国土づく
りを推進すること。
【第４次一括法に伴う対応】
○第４次一括法を早期に成立させるとともに、事務・権限の移譲
が円滑に行われるよう、確実な財源措置、移譲等のスケジュール
の調整、研修の実施、マニュアルの整備等を早期に実施するこ
と。
また、移譲される事務・権限によっては、人材の確保等が必要と
なることから、必要となる専門知識や事務量を早期に示し、行政
運営に支障が生じないようにすること。

【地方分権改革の推進】
○地方から募集した提案の最大限の実
現を図ることにより、地方に対する権
限移譲及、義務付け・枠付けの見直し
等を推進。改革の成果を国民に還元す
るため、地方における改革の担い手の
強化・支援を図るとともに、各種情報
発信等の取組を充実。
◆地方分権改革の推進（内閣府41百万
円）
・地方における改革の担い手の強化・
支援事業（旗手会議、セミナー開催
等）
【第4次一括法に伴う対応】
○第4次一括法が平成26年5月28日に成
立。平成27年4月1日からの施行（一部
を除く）に向け、各府省において研修
の実施、マニュアルの整備等の移譲に
向けた手続きが進められている。

【地方分権改革の推進】
○農地転用やハローワークなど地方からの要望の強い分野を中心
に引き続き移譲に向けた検討を進め、地方分権改革をさらに推進
していくこと。
○義務付け・枠付けについては、地域の実情に応じた施設の設
置・運営に支障をきたしている「従うべき基準」を廃止又は「参
酌すべき基準」へ移行するなどして、地方の自由度を実質的に高
めるための見直しを行うこと。
○「提案募集方式」の導入にあたっては、地方からの提案を真摯
に受け止め、その実現に向けた後押しを行うこと。また、具体の
事務・権限の移譲にあたっては、全国一律ではなく選択的な移譲
を可能とする「手挙げ方式」を導入し、地方分権のさらなる推進
を図ること。

【地方分権改革の推進】
○地方から熱意ある多様な提案が数多
く提出され、そのうちの６割について
国が何らかの対応を行うとする対応方
針を閣議決定された。法律改正が必要
な事項については第５次一括法案が通
常国会に提出される予定。
○地方分権改革の最大の懸案事項で
あった農地制度について転用許可権限
が都道府県等に移譲されることとな
り、これまでの分権改革の取組の中で
も特筆すべき改革が実現した。
○一定の前進を見たものの、国の対応
の中には平成２７年中に検討を行うと
するものなども含まれており、適切に
フォローアップすることが必要。ま
た、ハローワークの移管は依然実現さ
れておらず、特区等の成果検証を速や
かに行いつつ、引き続き移管を求めて
いく。

5 「国のかたち」
を変える地方分
権改革の推進に
ついて
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（道州制）
内閣府（地
方分権改
革）
総務省

4 ○少子高齢化社会が進む中で、今後、地方の役割が増大していく
一方で、地方の財源不足が解消される見込みは立てられていな

い。恒常的な財源不足を解消するため、地方交付税の法定率引上
げを行うこと。

○地域の実情に応じて行う地方単独事業についても的確に財政需
要に反映させるとともに、安定的な財政運営が可能となるよう、
歳出特別枠を堅持するなど、地方一般財源総額を確保すること。
○今回の法人住民税の一部国税化・交付税原資化は、都市と地方
の財政力格差の是正を図るものであり、これによって別枠加算の
廃止にはつなげないこと。また、引き続き地方法人課税の在り方

を検討し地方税源の偏在是正措置を講じること。
○法人住民税の一部を原資化して平成２７年度より措置される交
付税の配分にあたっては、制度創設の趣旨に則り、財政力の弱い

自治体に、より一層配慮した仕組みとすること。
○法人実効税率の引下げの検討等を行う場合には、地方の歳入に
影響を与えることのないよう、政策減税の抜本的な見直しによる
課税ベースの拡大などの代替措置により、必要な地方税財源を確

保することを併せて検討すること。

総務省地方税財政の充
実・強化につい
て
【総務部】
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国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

【道州制の検討】
○道州制は、地方分権を推進するためのものでなければならず、
中央府省の解体再編を含めた統治機構の抜本的な改革を行うべき
である。
道州制の検討に当たっては、重要事項の検討をすべて国民会議に
委ねるのではなく、国と地方の協議の場に分科会を設置するなど
して十分協議し、県、市町村など当事者たる地方の意見を十分に
反映すべきであること。
○また、道州制が国のあり方や国民生活にどのような変化をもた
らすのかなど、国民が適正に判断できる情報を積極的に発信し、
拙速に進めることなく、国民的な議論を十分に尽くすこと。

【道州制】
○自民党が法案提出を目指していた道
州制推進基本法案は、道州制の理念や
姿が不明確とする全国知事会の批判や
全国町村会の強い反対を受け、通常国
会提出は見送られた。その後、自民党
道州制推進本部長が交代し、国の出先
機関を維持したまま広域連合との連携
を進めるとする大幅な修正案を提起し
たが、党内の反発を受け撤回し、従来
案をベースに議論を継続することと
なった。
○引き続き国等の動向を注視し、地方
の意見を十分に反映するよう求めてい
く。

6 環太平洋経済連
携協定（ＴＰ
Ｐ）交渉につい
て
【未来づくり推
進局、農林水産
部】

内閣官房
（経済再
生）
農林水産省

○ＴＰＰ協定の締結については、農林水産分野のみならず、国民
皆保険制度、食の安全・安心、政府調達など国民生活のあらゆる
分野への影響が想定されるため、国民に対する情報開示を適切に
行い、協定締結に向けた判断について国民的議論を行いながら慎
重に検討、判断を行うこと。
○今後とも交渉にあたっては、守るべきものは守り、攻めるべき
は攻め、国益にかなう最善の道を追求するという姿勢で交渉に臨
んでいただくとともに、国内農林水産業の再生及び競争力強化を
はじめ必要な分野には適切な支援策を講ずること。
【国内農林水産業の競争力強化に向け、求められる対策】
①ＴＰＰの交渉にあたっては、米、畜産物など重要品目につい
て、関税措置を継続すること。
②高品質な農林水産物生産のための生産基盤、施設修繕・整備及
び大型機械の導入等に対する支援（主に農業水利施設・米の乾燥
調製施設・畜舎の整備、森林整備加速化･林業再生事業の拡充・継
続、高度衛生管理型の水産市場整備など）を強化すること。
③漁船の建造、漁業者の収入安定など水産業に対する補助金が、
ＴＰＰ協定において原則禁止とされる懸念がある。水産業を守る
対策を講ずること。

○交渉参加12カ国の聞で、3月の大筋
台意に向けた機運が高まっており、日
米協議も大詰めの交渉中。
○国に対してはこれまで、「協定締結
に向けた判断についての国民的議論」
と「国内農林水産業への影響に鑑みた
抜本的対策の構築」について、度々求
めているが、報道情報だけが先行する
中、固からの情報開示や説明は不十分
と思われる。
○国産農畜産物の安定供給や輸出促進
等のための施設整備するため、経済対
策で176億円が措置され、当初予算で
も昨年並みの予算が概算決定された。
＜強い農業づくり交付金＞
・H27当初　231億円
・H26補正　176億円
○日本型直接支払制度は昨年並みの予
算が概算決定された。
＜多面的機能支払交付金＞
・H27当初予算：483億円（対前年比
100.0%）
＜中山間地域等直接支払交付金＞
・H27当初予算：290億円（対前年比
101.8%）
＜環境保全型農業直接支払交付金＞
・H27当初予算：26億円（対前年比
98.6%）

7 日豪ＥＰＡ交渉
について
【未来づくり推
進局、農林水産
部】

農林水産省 ○このたび、日豪間でＥＰＡ締結交渉の結果、豪州産牛肉の関税
（現行３８．５％）を段階的に削減し、冷凍牛肉は最終的に１
９．５％まで引き下げられるなど基本合意がなされたところ。
　このたびの基本合意の結果は、県内の肥育農家、酪農家への影
響が大いに懸念され、今後の経営継続に向けた不安の声が多数寄
せられている。
　今後、日豪ＥＰＡの締結にあたっては、国内農家への影響を慎
重に検証するとともに、影響が無いよう肉用牛肥育経営安定対策
事業の支援内容を拡充するなど、国において万全な対策を講じる
こと。

○国は国内畜産業への影響は抑えられ
た合意内容であるとの考えから、肉用
牛肥育経営安定対策事業についての支
援内容の拡充は行われていない。

8 鳥取県の国家戦
略特区提案の区
域指定について
【商工労働部】

内閣府（国
家戦略特別
区域）

○大胆な規制・制度改革によって、地方から我が国経済の活性化
を図ろうとする鳥取県の先進的な提案について国家戦略特区とし
て指定すること。
１　未来社会創造ディスプレイ・イノベーションプロジェクト
を、国際的ビジネス拠点の形成分野として区域指定すること。
２　とっとり「医療機器発明」産業化特区を、医療等の国際的イ
ノベーション拠点の形成分野として革新的事業連携型（バーチャ
ル特区）に指定すること。

○３月を目処に、地方創生特区とし
て、区域の追加指定（二次）が実施さ
れる見込み。

9 原子力発電所の
汚染水対策につ
いて
【危機管理局】

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

○島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させるこ
と。また、その内容を確認し、具体的かつわかりやすく説明する
こと。
○福島第一原子力発電所において、地下水が流れ込み、放射能汚
染水として海等に流出していることを踏まえ、原子力発電所敷地
外への放射性物質の拡散を抑制するため、汚染水対策に万全を期
すること。
○また、他の原子力事業者に対しても、事故時の地下水への対
応、放射能汚染水の回収、処理、貯蔵及び流出防止策等を確保さ
せるとともに、原子炉等規制法に基づく新規制基準、原子力災害
対策特別措置法に基づく原子力事業者防災業務計画など法的にも
担保するよう措置すること。

○汚染水対策については特に動きな
し。引き続き要望していく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）

【原子力発電所の安全対策について】
○福島第一原子力発電所事故の原因究明調査結果をも踏まえた国
際的にも通用する新規制基準に基づき、原子力発電所の安全性を
客観的に確認し、厳格な審査を行うとともに、周辺地域に十分な
説明を行い国民的理解を得ること。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）

【島根原子力発電所２号機に係る新規制基準適合性審査につい
て】
○地震・津波に関する継続的な調査・評価と最新の知見を反映し
た厳格な審査を行うこと。また、原子力発電所の耐震設計上考慮
すべき活断層評価については、安全サイドに立った評価基準を策
定するとともに、宍道断層をはじめ発電所の安全に影響を及ぼす
周辺の断層を含め原子力規制委員会として改めて確認を行うこ
と。
○フィルタベントなどシビアアクシデント対策について、周辺地
域への影響防止の観点からも厳格に審査すること。また、その内
容を具体的かつわかりやすく説明すること。
○島根原子力発電所２号機に係る新規制基準の適合性審査結果に
ついて、鳥取県、米子市及び境港市並びに地域住民へのわかりや
すい説明を行うこと。
【高経年化した島根原子力発電所１号機の安全対策について】
○福島第一原子力発電所の原子炉とほぼ同時期に設置された同型
式の原子炉を有する島根原子力発電所について、高経年化を考慮
した安全対策が確保されるよう厳正な審査、運用等を行うこと。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【中国電力の周辺地域における対応について】
○中国電力株式会社に対し、万が一、原子力災害が発生した場合
には周辺地域にも被害が及ぶという実情及び国の原子力防災対策
の見直し状況などを踏まえ、安全協定の立地自治体と同等の内容
への必要な見直しを迅速に行うよう指導すること。
○中国電力株式会社に対し、再稼働に向けての一連の手続きに際
し、鳥取県、米子市及び境港市に協議を行うことをはじめ、立地
自治体と同等に対応するよう指導すること。
○中国電力株式会社に対し、島根原子力発電所の安全対策や原子
力規制委員会の審査状況等について、住民説明会を開催するとと
もに、鳥取県、米子市及び境港市に対してわかりやすく丁寧な説
明を行うよう指導すること。
○中国電力株式会社に対し、県民の安全第一を旨とし、関係自治
体など地元への正確な情報提供、組織体制、訓練をはじめ原子力
安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防
災対策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもって行う
よう指導すること。

○中国電力株式会社への指導等につい
ては、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【原子力発電所の再稼働に当たって】
○原子力発電所の再稼働の判断に当たっては、地域の安全を第一
義とし、立地県のみならず周辺地域の意見を聞くこと。また、安
全対策の進ちょく状況等も踏まえ、国が責任を持って判断し、国
民に説明すること。

○再稼働に向けての国の対応について
は、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

○原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声
が反映される法的な仕組みを検討し、整備すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

○現在島根原子力発電所２号機に係る
新規制基準の適合性確認審査が行われ
ており、今後もその動向を注視しなが
ら、引き続き要望していく。

10 周辺地域の意見
に基づいた原子
力発電所の運用
について
【危機管理局】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）

【国の費用負担について】
○緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制の整備
（初期投資）を緊急に実施することが必要であることから、当県
において放射線監視等の中心となる原子力環境センター（ＥＭ
Ｃ）等の整備を進めており、平成27年度までの３カ年で確実に整
備できるよう、国において必要な財源を措置すること。また、当
該年度の交付金執行にあたっては、原子力関係施設等が特殊なも
のであり、整備に時間を要することを考慮し、早期の交付決定を
行うなどの対応を行うこと。
○原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費について
も、国が負担すること。
○平成２６年度当初予算の執行に当たっては、当県における二次
被ばく医療の中心となるホールボディカウンター等の緊急整備が
できるよう配慮すること。

○原子力発電施設等の立地県又は隣接
県を対象に以下のとおりの予算となっ
ており、原子力環境センター（県モニ
タリング本部）の整備等の原子力防災
体制の整備（初期投資）が必要な本県
への予算の確保がなされるよう引き続
き要望していく。
＜原子力発電施設等緊急時安全対策交
付金〔内閣府〕＞
・H27年予算案 121. 7億円
＜放射線監視等交付金〔原子力規制委
員会〕＞
・H27年予算案 71. 7億円
○人件費等の国交付金対象外につい
て、国等が相応の負担を行う仕組みを
構築することについては、具体的な動
きなし。引き続き要望していく。

環境省（原
子力規制
庁）
国土交通省

○避難先への輸送手段の確保については、避難者数が多く、避難
に必要な輸送手段等の全てを県で確保することは困難なため、国
において、避難者の輸送手段（バス、鉄道、福祉用車両、ヘリコ
プター等）や運転者の確保など人的支援を速やかに確保する仕組
みを構築すること。

○車両、運転士の確保等について、明
確な方針が示されていないため、引き
続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省
内閣府（防
災）

【災害時要援護者の広域的な避難体制の整備】
○特別な配慮が必要となる病院や福祉施設の入所者など要援護者
の避難先は広範囲となり、避難のための特別な移動手段及び搬送
に付き添う医療従事者等を確保する必要があることから、国が関
与してその具体的な方針を示すとともに、体制整備をすること。
○最終的な避難先に入所するまでの間、広域福祉避難所を設置す
ることを想定するが、この運営に必要な人材（医療・介護従事
者、手話通訳者等）、機材（ベッド・車いす等）、物資（食糧・
介護用品等）が不足することが見込まれるので、国において速や
かな派遣、調達の仕組みを構築すること。
○広域福祉避難所から最終の避難先となる社会福祉施設等への避
難を確実に行えるよう、国において、速やかな受入れ先確保の仕
組みを構築すること。

○要配慮者搬送用車両の整備について
は、H27国当初予算案に11億円が計上
されたことを受け、本県に配分される
よう引き続き国に要望していく。
○災害時要援護者の広域的な避難体制
の整備については、明確な方針が示さ
れていないため、引き続き要望してい
く。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
内閣府（防
災）

○原子力災害時の屋内退避施設放射線防護対策として、国交付金
により医療・社会福祉施設の施設整備を行っているが、数年毎の
フィルターの交換など設備の維持管理に多大な経費を要すること
が予想され、事業者が自己負担できる範囲を超えている現状にあ
ることから、その経費についても国が予算措置を講ずること。ま
た、今後の要援護者の避難方法検討に伴って必要となった追加設
備についても、引き続き予算措置を行うこと。
（参考：平成25年度経済対策による整備予定）
　　社会福祉施設2ケ所、予算額400百万（200百万×2ケ所）

○屋内退避施設放射線防護対策を実施
した医療・社会福祉施設の設備の維持
管理費等については、平成27年度当初
予算案に計上された。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省
内閣府（防
災）

【被ばく医療体制の整備】
○国が責任をもって事故発生時の屋内退避等の防護措置との併用
時の安定ヨウ素剤投与の手順や基準を具体的に示すこと。
○安定ヨウ素剤を事故発生時に乳幼児に速やかに投与できるよ
う、乳幼児シロップ剤の早期製品化及び現在のヨウ化カリウム末
の製品の調剤が容易な包装単位への変更を製薬メーカーに働きか
けること。

○明確な方針が示されていないため、
引き続き要望していく。
○発災時に、薬剤師の調剤なしで乳幼
児等に服用させられるよう、安定ヨウ
素剤の乳幼児用シロップ剤等を開発し
て施設等に備蓄しておくことは、是非
とも必要であり、引き続き強く要望し
ていく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
内閣府（防
災）

【スクリーニングの実施要領の作成等】
　県独自でマニュアル（実施方法、手順等）を作成し、一定程度
の資機材の整備、人的配置等を行ったところであるが、福島での
実績や先進事例等を踏まえた科学的根拠に基づく、かつ実効性の
ある、スクリーニング、簡易除染の実施要領を早期に明示するこ
と。

○明確な方針が示されていないため、
引き続き要望していく。

11 原子力発電所に
おける防災対策
の強化について
【危機管理局、
地域振興部、福
祉保健部、生活
環境部】

※次項に続く
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

環境省（原
子力規制
庁）
原子力規制
委員会

【広域の放射性物質拡散に備えた体制整備等】
○原子力災害対策指針において今後の検討課題とされているプ
ルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域
（ＰＰＡ）について、その具体的な範囲や防護措置の内容を示す
とともに、必要な財政措置を講じること。
○拡散シミュレーションについては、地域防災計画上の被害想定
への活用にとどまらず、地形や被ばく線量等を考慮した円滑な住
民避難を確保する防災ツールとして有効に活用できる手法を開発
し、これに基づく予測結果を提供すること。
○避難の判断を放射性物質放出後のモニタリングの実測のみに頼
りすぎることは、無秩序な自主避難を招き、迅速な避難の妨げに
なるおそれがあるとともに、避難の方向についても、実測のみで
は的確な判断を損ねるおそれがある。島根原子力発電所に係るＳ
ＰＥＥＤＩやＥＲＳＳ等による予測情報は適時適切に住民防護を
行う上で不可欠なことから、その信頼性向上を図り、具体的な活
用方法を明示するとともに、ＵＰＺ内においてもＰＡＺ内と同様
に、事態の規模、時間的な推移等に応じて、予防的防護措置を講
ずるための指標を明示すること。
○ＵＰＺ外のモニタリング（航空機モニタリング、海上モニタリ
ング含む。）の実施方針を明示するとともに、災害時の具体的な
連絡調整の方法や実施体制を明示すること。
○県域を越える広域避難が必要になった場合に備え、輸送手段や
避難先の確保等に係る調整の具体的な仕組みを構築すること。

○UPZ外の防護対策等について、明確
な方針が示されていないため、引き続
き要望していく。

【原子力災害時の住民広報】
　原子力災害時における住民への伝達手段として防災行政無線の
個別受信機や防災ラジオ等の普及が必要であり、国交付金の柔軟
な運用を図ること。また、原子力発電所のプラント情報、事態の
緊急性、周辺への影響に関する見通し、住民への指示事項等につ
いてわかりやすく説明することができるよう、住民向け広報のマ
ニュアルを明示すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

【専門性の高い防災関係職員の教育研修体制の確立】
　原子力発電所に係る安全対策及び原子力防災対策については、
特殊性及び専門性が高く、また災害の発生時には、広範な対応が
必要となるため、これらに従事する地方公共団体職員の教育研修
体制を確立し、受講の機会を提供すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

12 大規模災害等へ
の対応能力向上
のための大型輸
送ヘリコプター
の早期配備につ
いて
【危機管理局、
地域振興部】

防衛省 ○大規模災害や国民保護措置の必要な事態等への対応能力を高
め、県民の安全を確保するため、本県の航空自衛隊美保基地に、
陸上自衛隊の大型輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）及び部隊
を早期に配備すること。
○配備に当たっては、設計や工事の予算要求、事業実施などの節
目節目に、ていねいな地元への説明を実施すること。

○H27予算案に、格納庫の調査・設
計、誘導路工事の経費約６億円が盛り
込まれた。配備時期については、平成
29年度又は30年度と変更なく、引き続
き早期配備を要望していく。
○国は関連予算を概算要求する際に関
係自治体に対し説明を行った。また配
備に当たっての事前協議を鳥取、島根
両県に対し行い、住民説明会などを実
施した。今後も引き続き要望してい
く。

13 拉致問題の完全
解決について
【総務部】

内閣官房
（拉致問
題）
外務省

〇日朝政府間協議が再開され、拉致問題についての協議が継続さ
れることとなり、拉致問題の解決に向け重大な局面を迎えてい
る。この機を逃さず、「対話と圧力」による解決という方針のも
と、あらゆる手段を講じて北朝鮮との交渉をすすめ、松本京子さ
んをはじめとする拉致被害者全員の帰国を一刻も早く実現するこ
と。

○北朝鮮による拉致問題再調査の初回
報告が遅れていることに対して、政府
は北朝鮮に、速やかに報告することを
強く求めている。なお、家族会は報告
期限の設定を求めているが、政府は
「期限を切るよりも、調査を迅速に行
い、その結果を速やかに報告すること
を強く求めている」として報告期限の
設定に慎重な考えを示している。
○拉致被害者等支援法が改正（Ｈ
27.1.1施行）され、新たな拉致被害者
等の帰国に備えた支援策の拡充が図ら
れた。
（H27年度予算に計上されたもの）
・拉致被害者等給付金及び滞在援助金
・老齢給付金
・拉致被害者の子供の国民年金の追納
支援
・帰国前国民年金相当額の特別給付金
　　等
○拉致問題の解決に向けて、より一層
積極的な要望活動等を行う。

原子力発電所に
おける防災対策
の強化について
【危機管理局、
地域振興部、福
祉保健部、生活
環境部】

※前項から続く

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）

11
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

14 日韓地方政府が
連携した観光客
誘致を支援する
取組について
【文化観光ス
ポーツ局】

国土交通省
（観光庁）

○日韓地方政府が連携して行う、相互の地域間だけでなく東南ア
ジアなど第３国からの観光客を誘致する取組に対し、訪日旅行促
進事業（地方連携事業）を適用できるよう支援制度を拡充するこ
と。

○支援制度の拡充について、具体的な
動きなし。

15 パラリンピック
ナショナルト
レーニングセン
ター競技別強化
拠点の指定につ
いて
【福祉保健部】

内閣官房
（東京オリ
ンピック・
パラリン
ピック）

○ 鳥取県では、２０２０年東京パラリンピックに向け、一体的な
推進体制の下で、競技力・指導力の向上、トレーニング拠点等の
誘致に取り組んでいる。ついては、本県のスポーツ施設をパラリ
ンピックナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点に位置
づけること。

○ナショナルトレーニングセンター競
技別強化拠点施設活用事業として、
8.8億円が確保された。
○ナショナルトレーニングセンター
（中核拠点）では対応困難な競技につ
いて、既存の施設を利用した選手強化
事業を拡充することとされており（オ
リンピック競技２６拠点→２８拠点、
パラリンピック競技２拠点→１３拠
点）、今後、国から示される具体的方
針を踏まえ、必要な対応を取ってい
く。

16 手話言語法（仮
称）及び情報コ
ミュニケーショ
ン法（仮称）の
制定について
【福祉保健部】

内閣府（少
子化対策）
厚生労働省

○手話言語法（仮称）を制定し、手話を使いやすい社会の実現に
向けて取り組むこと。
○情報コミュニケーション法（仮称）を制定し、誰もが必要な情
報を得て、コミュニケーションを図れる地域社会の実現に向けて
取り組むこと。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

17 持続可能な介護
保険制度の構築
について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○介護保険制度は国の制度設計による社会保障制度であるため、
持続可能な制度の再設計、国と地方の役割分担及び地方の財政負
担のあり方について、十分な対応を講ずること。
１　低所得者対策として地方に新たな公費負担を求める改正が今
国会で審議されているが、制度設計者である国の責任において、
適切な財政負担を行うこと。
２　要支援者への介護サービスの市町村事業への移行や地域密着
型通所介護の創設等の方針が示されているが、介護保険費用総額
の縮減に向けた抜本的な見直しを検討すること。
３　お泊まりデイサービス問題など、現に発生している制度運営
上の課題に対し、国において適切な対応を講ずること。

【低所得者対策について】
○低所得者対策として別枠で公費を投
入し実施される介護保険1号保険料料
軽減強化について、H27.4～H29.3は第
一段階保険料基準額の50%減額からさ
らに5%追加減額（結果45%減額）する
負担軽減が実施される。
　国（1/2負担）は必要なH27予算を確
保（全国で200億円）
【介護保険費用総額の縮減に向けた抜
本的な見直しについて】
○介護報酬▲2.27％，地域区分係数▲
0.7％の閣議決定がなされた。（H27.4
実施）
【介護保険制度運営上の課題につい
て】
○介護保険法施行規則改正により、来
年度より届け出制が導入される。

18 肝硬変及び肝が
んの患者の支援
等について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○　ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成について、ウイルス
性肝炎が原因であるすべての肝硬変・肝がん患者などの治療に拡
充するなど、支援策のさらなる検討を進めること。
１  肝炎医療費助成制度の拡充
２　自己負担額の見直し

【肝炎医療費助成制度の拡充につい
て】
○平成26年9月に保険適用されたイン
ターフェロンフリー治療（経口抗ウイ
ルス薬）の医療費が助成対象とされ
た。（Ｈ26補正　35億円）
【自己負担額の見直しについて】
○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

19 表層型メタンハ
イドレートの調
査研究について
【生活環境部】

経済産業省 ○日本海の海底に賦存している表層型メタンハイドレートについ
て、明治大学の松本教授らによる学術調査により鳥取県沖で板状
あるいは塊状のメタンハイドレートが初めて採取されたことが発
表され、平成２６年度は資源量把握のための音波を使った地質調
査が予定されているが、引き続き、地質サンプルの取得等も実施
し、早期に埋蔵量を詳細に把握すること。
○また、資源量探査の実施と同時に、表層型についての採掘方法
の研究と技術開発を進めることで、実用化試験を経て出来る限り
早期に探鉱の事業化を実現すること。

○次のとおり予算措置された。
＜メタンハイドレート開発促進事業＞
・H27：140.3億円（H26：127.3億円、
H26補正：20.0億円）〕
（事業内容）資源量把握に向けた広域
調査や地質サンプルの調査海域が拡大
されるほか、資源回収技術の調査等が
開始される。また、平成27年度調査で
は、鳥取県沖で地質サンプルの取得が
実施される見込み。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

環境省
外務省

○大陸からの微小粒子状物質（PM2.5）や黄砂等の大気汚染の影響
を軽減するため、TEMM（日中韓三カ国環境大臣会合）プロジェク
ト及び黄砂対策プロジェクトの推進や公害防止技術の提供等、中
国等関係国への大気汚染の発生抑制に対して支援を行うととも
に、抜本的な対策を取るよう要請すること。

環境省
国土交通省

○近年、広域汚染や越境汚染が問題となっているPM2.5や光化学オ
キシダントなど、黄砂問題を含め大気汚染物質に関する実態解明
調査・研究を推進すること。併せて、PM2.5等の健康影響に関する
知見を収集し、防護措置とともに分かりやすく情報提供するこ

と。

文部科学省 ○ユネスコの正式プログラム化を積極的に推進すること。 ○H27.11月に開催予定のユネスコの次
期総会において、正式プログラム化が
決定されるよう検討作業が進められて
おり、国もその方針を支持、支援して
いる。

文部科学省
環境省

○国内におけるジオパーク活動を推進するため、国において所管
する官庁を設けるなど、一体的な推進体制を整えること。
○ジオパーク自体の普及啓発と国内加盟地域の国内外へのＰＲを
行うこと。
○ジオパークに親しむ観光の充実や学校教育での活用などの取組
を支援すること。

○H27.11月にジオパーク国会議員連盟
が発足し、その窓口が内閣府に設置さ
れるなど、横断的な取組が始まってい
る。
○H26.9月に、環境省が国立公園とジ
オパークの連携に関する啓発パンフを
作成し、関係機関への配布を行ってい
る。

22 職業訓練の環境
整備について
【商工労働部】

厚生労働省 ○公共職業訓練の受講者のために、支援制度の柔軟な対応を可能
にすること。
○一定の要件を満たす職業訓練受講者に対し支給されている訓練
手当は、近年支給対象者が拡充されているが、国の予算額は年々
減少している状況にあるため、適正な予算額を確保すること。

○H27年度から、短期課程の施設内訓
練において託児サービス付き訓練の実
施が予定されている。
○訓練手当に係るH27年度予算につい
ては、本県が要望した金額が交付され
た。

23 青年就農給付金
の制度拡充につ
いて
【農林水産部】

農林水産省 ○新規就農者の育成・確保、定着支援対策を強化するため、青年
就農給付金について、以下のとおり制度の拡充、要件緩和を行う
こと。
【準備型】
・青年就農給付金（準備型）について、先進農家等で研修する際
に、受入農家の負担が非常に大きいことから、研修体制を強化す
るためにも受入農家への研修手当を支給するなど、制度の拡充を
図ること。
・また、今回、研修終了後に親元就農する者も支援対象となった
が、５年以内に経営継承しなければならないなど要件が厳しく、
支援対象が一部に限定されることから要件の見直しを図ること。
【経営開始型】
・今回、農地要件について親族からの貸借が主であっても対象と
されることとなったが、５年間の給付期間中に、その農地を所有
権移転しない場合は全額返還という要件が付されており、支援対
象が一部に限定されることから要件の見直しを図ること。

○特段の要件緩和等の動きなし。
○経営開始型の農地要件については農
地中間管理事業を活用することで、給
付期間中の所有権移転という要件は適
用外となるとの見解が示された。

21 ジオパーク活動
への取組への支
援について
【生活環境部】

20 微小粒子状物質
等、広域大気汚
染に対する取組
の推進について
【生活環境部】

○次のとおり予算措置された。
＜微小粒子状物質（PM2.5）及び光化
学オキシダントの総合的な対策の推進
【環境省】＞
・H27：599百万円（H26：598百万円）
（事業内容）
・発生源の把握・生成機構の解明
・シミュレーションモデルの高度化
・効果的な対策の検討・実施　等
＜アジア地域におけるコベネフィット
型環境汚染対策推進事業【環境省】＞
・H27：750百万円（H26：630百万円）
（事業内容）
・大気汚染に関する既存の地域的な取
組の活用
・中国をはじめとしたアジア地域にお
ける対策推進に向けた能力構築・体制
整備事業　等
◯国は、H26.11.28に注意喚起に係る
暫定的な指針に係る判断基準を改善
（第2次）
○環境省では、H26.4の日中韓三カ国
環境大臣会合において、改善に向けた
連携協力の強化が確認されるなど、一
定の進捗が見られるほか、外務省では
中国に対し日本政府の関心を伝え日中
協力を進めていく考えが見られてい
る。また、国土交通省においては、黄
砂等の越境飛来物質の研究を推進され
ているところ。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年4月14,17日実施分】

24 県民の安全安心
を守る治水事業
（直轄事業）の
推進について
【県土整備部】

国土交通省 ○県民の安全・安心を確保するため、浸水被害や土砂災害の危険
度の高い地域などにおける直轄事業を推進すること。
【河川事業】
　中海湖岸堤短期整備箇所の促進並びに短中期整備箇所の前倒し
着手、青木地区の整備促進等を行うこと。
【海岸事業】
　皆生工区の景観保全(施設改良)や,両三柳工区の侵食対策等の促
進を図ること。

○次のとおり予算措置された。
＜治水事業（国費：全国）＞
・26当初　：7,548億円
・27予算案：7,555億円
　　（対前年比：1.00）
＜海岸事業＞
・26当初　：218億円
・27予算案：　238億円
　　（対前年比：1.09）
*直轄・補助の分けは不明
*河川・砂防の分けは不明

25 太平洋クロマグ
ロ資源管理の取
組について
【農林水産部】

農林水産省 ○クロマグロ漁業が持続的なものとなるよう、大中型まき網漁業
だけでなく沿岸漁業を含め、国内全体でのより適正な資源管理措
置を検討すること。
○併せて、資源管理措置を実効あるものとするため、多くの未成
魚を漁獲するメキシコや韓国等に対し、未成魚の漁獲抑制をする
よう強く働きかけること。

○H26.12月に開催された中西部太平洋
まぐろ類委員会（日本、韓国等）で小
型魚漁獲量の半減措置に合意。また、
11月に開催された全米熱帯まぐろ類委
員会（メキシコ等）においてもクロマ
グロ漁獲の４割削減に合意。
○これにより、我が国においても、沿
岸漁業も含めた全漁業種類でクロマグ
ロ小型魚漁獲の半減措置に平成２７年
から取り組むこととなった。



- 10 -

番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 地産地消による

学校給食用牛乳
の供給について
【農林水産部】

農林水産省 ○鳥取県では、国の方針に基づき乳業合理化を進め、平成15年に
県内乳業者が一元化され、以降、県内産の高品質な牛乳生産に努
力している。
○しかしながら、県内での学校給食用牛乳の供給について、国の
要綱により入札を国が強制しているため‘県外業者を含めた牛乳
供給業者・の入札を余儀なくされており、県が県民と協働で進め
ている地産地消に皮する事態が生じ、社会問題化に至った。
○また、TPPやEPAの進展に伴って、県外の乳業メーカーの参入が
益々激化し、学校給食に地元の牛乳を供給することが極めて困難
になることが想定される。
○このため、県内乳業者が1者となっている鳥取県の特殊な事情を
ご理解いただき、県内産牛乳による学校給食が実現できるよう、
速やかに制度見直しすることを強く求める。

○学校給食用牛乳対策要領での運用に
おいて、鳥取県の特殊性を理解してい
ただき、適正価格を担保することを前
提に、入札によらない方法で供給事業
者を決定出来ることになった。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年5月16日実施分】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 拉致問題の完全

解決について
【総務部】

内閣官房
（拉致問
題）
外務省

○この度の日朝政府間協議では、再調査についての合意などの具
体の進展が見られず、非常に残念な結果となった。協議は継続さ
れることとなったが、拉致被害者に残された時間は刻一刻と少な
くなっている。
引き続き「対話と圧力」による解決という方針のもと、あらゆる
手段を講じて北朝鮮との交渉をすすめ、松本京子さんをはじめと
する拉致被害者全員の帰国を一刻も早く実現すること。

○北朝鮮による拉致問題再調査の初回
報告が遅れていることに対して、政府
は北朝鮮に、速やかに報告することを
強く求めている。なお、家族会は報告
期限の設定を求めているが、政府は
「期限を切るよりも、調査を迅速に行
い、その結果を速やかに報告すること
を強く求めている」として報告期限の
設定に慎重な考えを示している。
○拉致被害者等支援法が改正
（H27.1.1施行）され、新たな拉致被
害者等の帰国に備えた支援策の拡充が
図られた。
（H27年度予算に計上されたもの）
・拉致被害者等給付金及び滞在援助金
・老齢給付金
・拉致被害者の子供の国民年金の追納
支援
・帰国前国民年金相当額の特別給付金
　　等
○拉致問題の解決に向けて、より一層
積極的な要望活動等を行う。

2 ポルフィリン症
の難病指定につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○日光暴露等により症状が悪化し、日常生活が大きく制限される
ポルフィリン症患者の療養生活を支援するため、一刻も早く指定
難病とし、医療費助
成の対象とすること。
あわせて、治療方法の確立に向けたさらなる研究を推進させるこ
と。

○第1次実施分指定難病（平成26年10
月告示）とはならなかったが、第2次
実施（平成２７年夏）分の対象疾患と
するよう2月9日に再度要望を行ったと
ころ。
○引き続き動向を注視する。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年5月30日実施分】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 「人口急減・超

高齢化社会」へ
の流れを変える
対策の推進につ
いて
【未来づくり推
進局】

内閣府官房 ○「人口減少と超高齢化社会」の到来を見据え、人口減対策や大
都市への一極集中の是正など、国として積極的として対策を推進
すること。
○地域の実情に応じた少子化対策等の取組が確実に実施されるよ
う、必要な財政支援や、規制緩和を行うこと。

○平成26年度補正予算案において、地
方創生に向けた取組を支援するため、
地域住民生活等緊急支援のための交付
金が設けられた。また、国の平成27年
度予算案では、一般財源総額について
26年度の水準を上回る額が確保される
とともに、地方創生関連として１兆円
が地方財政計画の歳出に計上された。
○規制改革については、「地方創生特
区」の創設による規制改革を打ち出
し、3月に地方創生特区が指定される
見込み。

【地方分権改革の推進】
○地方から募集した提案の最大限の実
現を図ることにより、地方に対する権
限移譲及、義務付け・枠付けの見直し
等を推進。改革の成果を国民に還元す
るため、地方における改革の担い手の
強化・支援を図るとともに、各種情報
発信等の取組を充実。
◆地方分権改革の推進（内閣府41百万
円）
・地方における改革の担い手の強化・
支援事業（旗手会議、セミナー開催
等）
【道州制】
○自民党が法案提出を目指していた道
州制推進基本法案は、道州制の理念や
姿が不明確とする全国知事会の批判や
全国町村会の強い反対を受け、通常国
会提出は見送られた。その後、自民党
道州制推進本部長が交代し、国の出先
機関を維持したまま広域連合との連携
を進めるとする大幅な修正案を提起し
たが、党内の反発を受け撤回し、従来
案をベースに議論を継続することと
なった。
○引き続き国等の動向を注視し、地方
の意見を十分に反映するよう求めてい
く。

3 地方分権改革に
関する提案募集
に係る提案の実
現について
【未来づくり推
進局】

内閣府（地
方分権改
革）

○「地方分権改革に関する提案募集」にあたっては、地方の発意
や多様性を尊重し、地方からの制度改正に関する提案を真摯に受
け止めるとともに、事務・権限の移譲や規制緩和の実現を前向き
に検討すること。
○本県からの提案及び本県が参加する関西広域連合や中国地方知
事会からの提案を採択すること。

【地方分権改革の推進】
○地方から熱意ある多様な提案が数多
く提出され、そのうちの６割について
国は何らかの対応を行うとする対応方
針を閣議決定した。法律改正が必要な
事項については第５次一括法案が通常
国会に提出される。
○地方分権改革の最大の懸案事項で
あった農地制度について転用許可権限
が都道府県等に移譲されることとな
り、これまでの分権改革の取組の中で
も特筆すべき改革が実現した。
○一定の前進を見たものの、国の対応
の中には平成２７年中に検討を行うと
するものなども含まれており、適切に
フォローアップすることが必要。ま
た、ハローワークの移管は依然実現さ
れておらず、特区等の成果検証を速や
かに行いつつ、引き続き移管を求めて
いく。

○ 国と地方の役割分担の抜本的見直しや国から地方への事務・権
限の移譲など、「国のかたち」を変える地方分権改革を推進する
こと。
【第４次一括法に伴う対応】
○ 事務・権限の移譲が円滑に行われるよう、確実な財源措置、移
譲等のスケジュールの調整、研修の実施、マニュアルの整備等を
早期に実施すること。
【地方分権改革の推進】
○ ハローワークをはじめ地方からの要望の強い事務・権限につい
て、引き続き移譲に向けた検討を着実に進めること。
○ 義務付け・枠付けの見直しについて、「従うべき基準」の廃止
又は「参酌すべき基準」への移行など、地方の自由度を高めるこ
と。
【道州制の検討】
○ 道州制は、中央府省の解体再編を含めた統治機構の抜本的な改
革を伴うものでなければならず、その検討に当たっては、重要事
項の検討をすべて国民会議に委ねるのではなく、地方と十分協議
し、当事者たる地方の意見を十分に反映すべきであり、拙速に進
めることなく、国民的な議論を十分に尽くすことが前提であるこ
と。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

2 「国のかたち」
を変える地方分
権改革の推進に
ついて
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（道州制）
内閣府（地
方分権改
革）
総務省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

【地方交付税関係】
◯所得税(32%⇒33.1%)、法人税(34%⇒
33.1%)等、地方交付税の法定率が見直
された。
◯新たに地方創生に取り組むために必
要な経費(1兆円)が地方財政計画の歳
出に計上された。
◯「歳出特別枠(1.2兆円)」は縮小
(0.85兆円)されたが、地方創生や公共
施設の老朽化対策のための経費への振
替(0.35兆円)を含めると実質的に前年
度と同水準が確保された。また、「別
枠加算(0.61兆円)」 は地方税収の増
により縮小された(0.23兆円)。
◯地方の一般財源総額については、水
準超除きで＋0,7兆円(59.4兆円⇒60.2
兆円)と前年度を上回る額が確保され
た。また、臨時財政対策債を含めた実
質的な交付税総額は▲1.2兆円(22.5兆
円⇒21.3兆円)であった。
○市町村の姿の変化に対応した交付税
算定については、平成２６年度から５
年間で見直すこととされており、平成
２７年においては、消防費、清掃費、
離島への対応等により算定方法の見直
しが行われることとされた。（合併団
体への影響分1040億円程度）
【税制関係】
＜H27与党税制改正大綱＞
○法人実効税率引下げに伴う代替財源
の確保
・大企業に係る外形標準課税の拡大
（2年間で現行の１／４から１／２に
段階的に拡大）
・欠損金繰越控除の見直し、受取配当
等益金不算入の見直し、租特の見直し
等による課税ベースの拡大
○固定資産税の償却資産課税
・固定資産税が基礎的自治体である市
町村を支える安定した基幹税であるこ
とを踏まえ、政策目的とその効果、補
助金等他の政策手段との関係、新たな
投資による地域経済の活性化の効果、
市町村財政への配慮、実務上の問題点
など幅広い観点から、引き続き検討す
る。
○森林吸収源対策及び地方の地球温暖
化対策に関する財源の確保
・新たな仕組みの導入に関し、森林整
備等に係る受益と負担の関係に配意し
つつ、ＣＯＰ21 に向けた2020年以降
の温室効果ガス削減目標の設定までに
具体的な姿について結論を得る。

○常態化している地方の財源不足を解消するため、地方交付税の
法定率引上げを行うこと。
【地方交付税関係】
○人口減対策などの地方の取り組みを「地方創生枠」の新設など
により的確に財政需要に反映させるとともに、歳出特別枠、別枠
加算を堅持し、交付税総額を確保すること。
◯地域が自主努力により取り組む行革や産業育成等の施策を最大
限支援する仕組みにすること。
○法人住民税の一部を原資化して平成２７年度から措置される交
付税の配分にあたっては、財政力の弱い自治体に、より一層配慮
した仕組みとすること。
○法人実効税率の引下げの検討等を行う場合には、大企業につい
ての外形標準課税の拡大等の代替措置により必要な地方税財源を
確保すること。
【税制関係】
◯固定資産税の償却資産への課税に係る現行制度を堅持するこ
と。
○市町村合併に伴う行政需要や過疎化、人口減少等の市町村の実
情を踏まえた普通交付税の財政措置を講じること
○森林吸収源対策における地方の役割の重要性を踏まえた安定的
な地方税財源確保の仕組みを構築すること。

総務省
農林水産省
環境省

地方税財政の充
実・強化につい
て
【総務部、地域
振興部、農林水
産部、町村会】

4
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

5 高速道路ネット
ワークの早期整
備について
【県土整備部、
県市長会】

国土交通省 ○高速道路ネットワークの県内全線の早期完成に向けて、残る事
業中区間の整備促進とともに、ミッシングリンクの解消に向けた
調査・検討を進めること。
・「鳥取西道路」全線の平成２９年度一体的供用
・「北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び全線自動車専
用道路としての早期事業再開に向けた計画段階評価の促進
・『山陰近畿自動車道の「山陰道～鳥取市福部町」』の計画段階
評価に向けた調査促進
・「米子市～境港」の道路のあり方の検討促進
・『鳥取自動車道』における付加追越車線の早期供用
・『米子自動車道』・「米子道路」の４車線化及び「米子道路」
の付加追越車線の早期供用
・地域高規格道路の整備促進

【道路整備事業予算の決定額】
○道路整備事業予算の決定額は、
16,602億円（H26当初16,579億円）
で、前年度より微増である（対前年伸
率1.00）。
【山陰道などの全国ミッシングリンク
の整備】
○平成27年度予算においては「全国
ミッシングリンクの整備」としての整
理が行われていないため、正確な要求
額や対前年度伸率は把握できないが、
「全国ミッシングリンクの整備」に相
当すると想定される「道路ネットワー
クによる地域・拠点の連携とインフラ
を賢く使う取組の推進」及び「効率的
な物流ネットワークの強化」について
は、総額として対前年度伸率1.01倍と
なる7,142億円が計上されていること
から、「全国ミッシングリンクの整
備」の予算は今年度並みの水準を確保
されることが期待される。
【岩美道路などの地域高規格道路の整
備】
○地域高規格道路（補助事業）につい
ては対前年1.00倍となる485億円が計
上されている。岩美道路等の整備を推
進するため、予算の重点配分を引き続
き国に働きかけていく。

6 北東アジアゲー
トウェイ「境
港」の重点整備
について
【県土整備部】

国土交通省 ○竹内南地区複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業
〔直轄事業〕の事業化を実現すること。
○中野地区国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施
により早期完成すること。

○港湾整備事業（国費・全国）は、
2,314億円（H26当初2,312億円）の予
算措置がされた（対前年伸率1.00）。
○箇所付は予算成立後に判明。新規箇
所（竹内南地区）は予算成立前の事業
評価時に判明するため、引き続き注視
する。

7 外航クルーズ船
寄港および国際
航空路線の拡充
等に伴うＣＩＱ
体制の充実につ
いて
【地域振興部、
県土整備部】

財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省

○地方における外航クルーズ船や国際チャーター便の就航にあた
り、円滑な受入れを行うため、ＣＩＱ体制の充実を図ること。

○地方入国管理局の増員（＋166人）
等が図られたことを受け、本県に重点
配置されるよう引き続き要望する。
○米子空港については、平成26年度補
正予算案において、外国人旅行者の受
入れ体制を充実するため、米子鬼太郎
空港の入国審査ブース増設（4ブース
→6ブース）が盛り込まれた。

8 県民の安全安心
を守る治水事業
（直轄事業）の
推進について
【県土整備部】

国土交通省 ○浸水被害や土砂災害の危険度の高い地域などにおける直轄事業
を促進すること。

○次のとおり予算措置された。
＜治水事業（国費：全国）＞
・26当初　：7,548億円
・27予算案：7,555億円
　　（対前年比：1.00）
＜海岸事業＞
・26当初　：218億円
・27予算案：　238億円
　　（対前年比：1.09）
*直轄・補助の分けは不明
*河川・砂防の分けは不明

9 日本海国土軸を
形成する整備新
幹線など高速鉄
道網の整備につ
いて
【地域振興部、

国土交通省 ○日本海国土軸を形成する高速鉄道の整備に向け、山陰新幹線を
はじめとする高速鉄道網の整備方針を示すこと。

○平成25年度から継続して「幹線鉄道
の高速化・利便性向上に向けた全国調
査」の実施が予定されているが、調査
内容が公開されていないため詳細不
明。

10 米子鬼太郎空港
の機能強化につ
いて
【地域振興部】

国土交通省 ○ターミナルビルの利用者や空港エプロンのスポット運用が過密
状態にあることから、次のとおり空港の機能強化を図ること。
・エプロン機能の拡大
・空港施設を拡充する際の民間事業者への補助制度の創設

○反映されておらず、引き続き要望し
ていく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

国土交通省 ○大橋川改修事業にあたっては、米子・境港両市民の安全・安心
の確保の観点から、下流域の中海湖岸堤の整備の促進を図り、以
後の整備について順次前倒して着手すること。

○次のとおり予算措置された。
＜治水事業（国費：全国）＞
・26当初　：7,548億円
・27予算案：7,555億円
　　（対前年比：1.00）
○現時点では中海関係に配分される予
算の具体的情報は不明であるため、今
後も国の動向を注視する。

環境省 ○中海の水質改善に向けて、国レベルで実施された流動や堤防開
削に係る影響の調査等により、汚濁原因等の解明を図ること。

○平成26年12月に、「日本の汽水湖～
汽水湖の水環境の現状と保全～」を公
表した（環境省）。
・人為的な要素に伴う塩分変化とし
て、中海の森山堤防開削・西部承水路
堤防撤去後、本庄水域の塩分成層形成
と暖候期の底層貧酸素化について調査
結果を掲載

国土交通省
環境省

○浅場造成、植生帯の復元に加え、中海の海藻回収による湖底環
境の改善など、新たな対策の検討も含め、具体的な水質浄化対策
を積極的に推進すること。

○現時点で浅場造成、植生帯の復元以
外の新たな対策の検討に関する情報な
し（国交省）。
○その他、次のとおり予算措置された
（環境省）。
＜湖沼水環境新規基準対策検討事業＞
・H27：36,977千円（H26：38,923千
円）
（事業内容）
・湖沼底層溶存酸素・透明度改善モデ
ル事業（13,990千円）として、地方公
共団体にモデル事業を委託実施。
・水質予測計算
・水質・水環境保全対策、制度の検討

12 環太平洋経済連
携協定（ＴＰ
Ｐ）交渉及び日
豪ＥＰＡ交渉に
ついて
【未来づくり推
進局、農林水産
部】

内閣官房
（経済再
生）
農林水産省

○ＴＰＰ交渉にあたっては、国民への情報開示を行うとともに、
慎重に検討、判断すること。
○また、ＴＰＰ等の検討に際し、国内農林水産業への影響に鑑
み、競争力強化などに向けた抜本的支援を行うこと。

○ＴＰＰについては、交渉参加12カ国
の聞で、3月の大筋台意に向けた機運
が高まっており、日米協議も大詰めの
交渉中。
○国に対してはこれまで、「協定締結
に向けた判断についての国民的議論」
と「国内農林水産業への影響に鑑みた
抜本的対策の構築」について、度々求
めているが、報道情報だけが先行する
中、固からの情報開示や説明は不十分
と思われる。
○国産農畜産物の安定供給や輸出促進
等のための施設整備するため、経済対
策で176億円が措置され、当初予算で
も昨年並みの予算が概算決定された。
＜強い農業づくり交付金＞
・H27当初　231億円
・H26補正　176億円
○日本型直接支払制度は昨年並みの予
算が概算決定された。
＜多面的機能支払交付金＞
・H27当初予算：483億円（対前年比
100.0%）
＜中山間地域等直接支払交付金＞
・H27当初予算：290億円（対前年比
101.8%）
＜環境保全型農業直接支払交付金＞
・H27当初予算：26億円（対前年比
98.6%）

13 農林水産業の競
争力強化に向け
た農業改革につ
いて
【農林水産部】

農林水産省 ○農業改革については、農業者や農業団体、地域住民などの現場
の意見を踏まえ、慎重に検討すること。

○現在、法改正について協議が進めら
れているが、引き続き、国に対して地
域の農協の実状をよく見ながら最終的
な改革案の議論を進めるよう求めてい
く。

14 林業・木材産業
の成長産業化等
に向けた予算の
確保について
【農林水産部、
町村会】

農林水産省 ○森林整備加速化・林業再生基金が今年度限りとされているが、
林業・木材産業の成長産業化に向け、継続して予算措置を講ずる
こと。

○H26補正予算において、「森林整備
加速化・林業再生対策」（546億円）
が計上され、平成27年度まで実施可能
となった。

15 地産地消による
学校給食用牛乳
の供給について
【農林水産部】

農林水産省 ○県内産牛乳による学校給食が実現できるよう、制度を見直すこと。○学校給食用牛乳対策要領での運用に
おいて、鳥取県の特殊性を理解してい
ただき、適正価格を担保することを前
提に、入札によらない方法で供給事業
者を決定出来ることになった。

11 斐伊川水系中海
の護岸整備及び
水質保全対策の
推進について
【生活環境部、
県土整備部】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

【原子力防災対策の強化について】
○原子力発電所の安全確保は絶対的なものではなく、万が一の事
故に対する防災対策の強化が重要であり、国の責任で強化に取り
組むこと。

○原子力防災対策の強化について、明
確な方針が示されていないため、引き
続き要望していく。

○緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制初期投資
として、原子力環境センター（ＥＭＣ）等を平成２７年度までに
確実に整備できるよう、国において必要な財源を措置すること。

○平成２６年度当初予算の執行に当たっては、当県における二次
被ばく医療の中心となるホールボディカウンター等の緊急整備が
できるよう配慮すること。

○原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費について
も、国が負担すること。

○原子力災害時における屋内退避施設の確保のため、医療・社会
福祉施設の放射線防護対策事業について、引き続き国交付金によ
る予算措置を行うこと。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省
内閣府（防
災）

○要援護者の避難のための特別な移動手段の確保等について、国
が関与して方針を示すとともに、体制を整備すること。

○災害時要援護者の広域的な避難体制
の整備について、明確な方針が示され
ていないため、引き続き要望してい
く。

原子力規制
委員会
環境省(本
省)
環境省(原
子力規制

【原子力行政における情報の透明化等について】
○国の原子力行政の基本として情報の透明化を徹底し、地方自治
体との連携を深めること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

環境省(本
省)
環境省(原
子力規制
庁)
経済産業省

【再稼働に向けての国の対応について】
○ 再稼働の判断に当たっては、地域の安全を第一義とし、立地県
のみならず周辺地域の意見を聴き、意見を踏まえて行うこと。ま
た、新規制基準や新たな知見により厳格に審査を行い、安全対策
の進ちょく状況等も精査し、国が責任を持って判断し、国民に説
明し理解を得ること

○再稼働に向けての国の対応について
は、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

環境省(原
子力規制
庁)
経済産業省

【中国電力の周辺地域における対応について】
○ 中国電力に対し、安全協定の立地自治体と同等の内容への必要
な見直しを迅速に行うよう指導するとともに、再稼働に向けての
一連の手続きに際し、立地自治体と同等に対応するよう指導する
こと。

○中国電力株式会社への指導等につい
ては、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省(原
子力規制
庁)

【新規制基準適合性審査について】
○ 宍道断層の活断層評価をはじめ、地震・津波について、最新の
知見を反映し、改めて確認を行うとともに、島根原子力発電所２
号機に係るフィルタベントや事故時における組織としての危機対
応力などの新規制基準の適合性確認審査を厳正に行うこと。ま
た、その結果について、鳥取県、米子市及び境港市並びに地域住
民へ丁寧かつ十分に説明を行うこと。

○現在島根原子力発電所２号機に係る
新規制基準の適合性確認審査が行われ
ており、今後もその動向を注視しなが
ら、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省(本
省)
環境省(原
子力規制
庁)

【汚染水対策について】
○ 島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させるこ
と（事故時の地下水への対応、放射能汚染水の回収、処理、貯蔵
及び流出防止策等）。また、国においてもその内容を精査し、丁
寧かつ十分に説明するとともに、汚染水対策については法的にも
担保するように措置すること。

○汚染水対策については特に動きな
し。引き続き要望していく。

環境省(原
子力規制
庁)

【周辺地域の意見を反映する仕組みについて】
○ 原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声
が反映される法的な仕組みを検討し、整備すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

○原子力発電施設等の立地県又は隣接
県を対象に以下のとおりの予算となっ
ており、原子力環境センター（県モニ
タリング本部）の整備等の原子力防災
体制の整備（初期投資）が必要な本県
への予算の確保がなされるよう引き続
き要望していく。
＜原子力発電施設等緊急時安全対策交
付金〔内閣府〕＞
・H27年予算案 121. 7億円
＜放射線監視等交付金〔原子力規制委
員会〕＞
・H27年予算案 71. 7億円
○人件費等の国交付金対象外につい
て、国等が相応の負担を行う仕組みを
構築することについては、具体的な動
きなし。引き続き要望していく。

原子力発電所周
辺地域における
防災対策の強化
について
【危機管理局、
生活環境部、福
祉保健部、市長
会】

16

17

環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）
内閣府（防
災）

周辺地域の意見
に基づいた原子
力発電所の運用
について
【危機管理局】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

18 大規模災害等へ
の対応能力向上
のための大型輸
送ヘリコプター
の早期配備につ
いて
【危機管理局、
地域振興部】

防衛省 ○大規模災害等から県民の安全を確保するため、大型輸送ヘリコ
プター（ＣＨ－４７ＪＡ）及び部隊を早期に配備すること。
○配備に当たっては、設計や工事の予算要求、事業実施などの節
目節目に、丁寧かつ十分な地元への説明を実施すること。

○H27予算案に、格納庫の調査・設
計、誘導路工事の経費約６億円が盛り
込まれた。配備時期については、平成
29年度又は30年度と変更なく、引き続
き早期配備を要望していく。
○国は関連予算を概算要求する際に関
係自治体に対し説明を行った。また配
備に当たっての事前協議を鳥取、島根
両県に対し行い、住民説明会などを実
施した。
○今後も引き続き要望していく。

内閣官房
（拉致問
題）
外務省

○松本京子さんをはじめとする拉致被害者全員の帰国を、一刻も
早く実現すること。

○北朝鮮による拉致問題再調査の初回
報告が遅れていることに対して、政府
は北朝鮮に、速やかに報告することを
強く求めている。なお、家族会は報告
期限の設定を求めているが、政府は
「期限を切るよりも、調査を迅速に行
い、その結果を速やかに報告すること
を強く求めている」として報告期限の
設定に慎重な考えを示している。

内閣官房
（拉致問
題）

○北朝鮮による再調査の進捗に応じて生存者に関する情報等の共
有を図るなど、地元自治体との連携を密に行い、帰国後の生活再
建に当たっては、拉致被害者・御家族の実情に応じた支援ができ
るよう、国においても手厚い支援を行うこと。あわせて、給付金
の支給期間を延長すると　 ともに必要に応じて制度改正等も含め
柔軟に対応すること。

○拉致被害者等支援法が改正
（H27.1.1施行）され、新たな拉致被
害者等の帰国に備えた支援策の拡充が
図られた。
（H27年度予算に計上されたもの）
・拉致被害者等給付金及び滞在援助金
・老齢給付金
・拉致被害者の子供の国民年金の追納
支援
・帰国前国民年金相当額の特別給付金
　　等
○拉致問題の解決に向けて、より一層
積極的な要望活動等を行う。

20 社会福祉法人に
対する指導監督
権限の強化につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○社会福祉法人に対する所轄庁の指導監督について、早急に抜本
的な制度改革を行うこと。
１　財務会計面での実質的な監査を行うための具体的な監査基準
を整備すること。また、そのために必要となる専門人材の確保等
の体制整備について十分な財政措置を行うこと。
２　所轄庁の指導監査権限に一定の強制力を付与するため、社会
福祉法の改正により、監査での隠蔽、妨害に対する罰則を整備す
ること。
３　改善命令等の行政処分の要件を明確にするとともに、具体的
な発動基準についてのガイドラインを策定すること。

○現在国の社会保障審議会福祉部会に
おいて、社会福祉法人の監督のあり方
を含む制度全体の見直しが議論されて
おり、その結果を盛り込んだ法改正が
予定されていることから、その内容を
踏まえ、引き続き要望が必要かどうか
判断する。

21 手話言語法（仮
称）の制定につ
いて
【福祉保健部】

内閣府（少
子化対策）
厚生労働省

手話言語法（仮称）を制定すること。これにより難い場合であっ
ても、少なくとも障がい者のコミュニケーションを保障する法律
を制定すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

○持続可能な介護保険制度に向け、地方に十分配慮しつつ、以下
について対策を講ずること。
１　低所得者対策に係る適切な財政措置
２　介護保険費用総額の縮減に向けた抜本的な見直し
３　お泊まりデイサービス問題など、制度運営上の課題への適切
な対応

【低所得者対策について】
○低所得者対策として別枠で公費を投
入し実施される介護保険1号保険料料
軽減強化について、H27.4～H29.3は第
一段階保険料基準額の50%減額からさ
らに5%追加減額（結果45%減額）する
負担軽減が実施される。
　国（1/2負担）は必要なH27予算を確
保（全国で200億円）
【介護保険費用総額の縮減について】
○介護報酬▲2.27％，地域区分係数▲
0.7％の閣議決定がなされた。（H27.4
実施）
【制度運営上の課題について】
○介護保険法施行規則改正により、来
年度より、届け出制が導入される。

○認知症の早期発見や診療体制充実のため、関係施策について十
分な対応をとると共に、認知症の早期発見や診療体制を充実させ
るため、基幹型認知症疾患医療センターを新規に認めること。

○平成26年9月19日付けで基幹型認知
症疾患医療センターの新規指定が認め
られた。

19

22

拉致問題の完全
解決について
【総務部、市長
会】

持続可能な介護
保険制度の構築
について
【福祉保健部】

厚生労働省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

23 認知症の行方不
明者対策につい
て
【福祉保健部】

厚生労働省 ○認知症高齢者の行方不明について、行方不明者に係る迅速な情
報の共有化など全国的な対応を講ずること。
○徘徊した認知症高齢者等を早期に発見するため、地域で守る環
境づくりや広域連携の取組に対する支援を行うこと。また、介護
給付のうち福祉用具貸与の対象機器に、捜索活動に効果的なGPS機
器を追加すること。

○都道府県圏域を越えた捜索活動に資
するために情報を共有化する特設サイ
トが厚生労働省のHPに開設された。
○現時点では予算措置がなされていな
いが、6月実施の調査で得られた市町
村の取組みや意見を参考としつつ、今
後の認知症高齢者等の行方不明対策に
係る各自治体の望ましい対応が整理さ
れ示された。
○新オレンジプランの中に、認知症の
人を含む高齢者にやさしい地域づくり
の推進が掲げられた。
○福祉用具貸与対象機器へのGPS機器
の追加については、具体的な動きな
し。

24 子ども・子育て
支援新制度など
の少子化対策の
充実について
【福祉保健部、
市長会、町村
会】

内閣府（少
子化対策）

○平成２７年４月１日に開始される子ども・子育て支援新制度の
円滑な制度の開始に向けて、次の点を要望する。
①量的拡充と質の改善が共に実現されるために必要となる総額を
確保すること。
②政省令等を早急に固め、県・市町村に周知するとともに、国に
おいても事業者や保護者等に向けて適切な広報及び情報提供を行
うこと。
③単価の早期確定を行うこと。さらに、消費増税満年度化前に生
じる財源不足により、県・市町村が負担することとなる部分につ
いては、交付税等による財源措置を適切に行うこと。
④保護者の経済的負担を軽減するため、国が定める保育料基準
額、放課後児童クラブの保護者負担割合を引き下げること。
○地域少子化対策強化交付金を継続的な事業として確立するとと
もに、交付額の拡大と柔軟な制度運用を行うこと。

【子ども・子育て支援新制度】
○消費税率引上げは先送りされたが、
消費税10％時の0.7兆円の範囲で実施
することが予定されていた質の改善は
全て実施できる財源が確保された。な
お、子育て支援策のさらなる充実のた
め１兆円超の範囲で実施される予定の
質の改善については、財源が確保され
ていない。
　保育料基準額については、１号認
定・どもの保護者負担額の一部のみの
引下げに留まった。
・国からの各種通知等は順次示されて
いるところである。
○放課後児童クラブの保護者負担割合
の引き下げについては、反映されてい
ない。引き続き要望していく。
【地域少子化対策強化交付金】
○地域少子化対策強化交付金について
は、H25補正と同額の30.1億円がH26補
正により措置された。
・都道府県交付額上限：4,000万から
5,000万円に引き上げ
・柔軟な制度運用：婚活イベントは引
き続き対象外、広報経費が大部分を占
める事業が対象となる。

25 持続可能な国民
健康保険制度の
構築について
【福祉保健部、
市長会】

厚生労働省 ○国保の都道府県単位化の検討の前提として、財政上の構造問題
の解決策を示した上で、持続可能な制度となるよう制度設計を明
らかにすること。

○毎年約3,400億円の財政支援が示さ
れたが、現在の赤字補てんでしかな
く、今後増嵩する医療費への対応は反
映されていない。

26 薬剤師の確保に
ついて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○国は薬剤師の役割を拡大し需要を喚起してきた一方で、薬学部
６年制化や近年の新規免許取得者数の激減により薬剤師不足が深
刻となっており、この構造的な問題の解決を図ること。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

27 学校施設の耐震
化の促進及び防
災機能の向上に
ついて
【地域振興部、
教育委員会】

文部科学省 [私立・公立共通]
○学校設置者が整備計画どおりにすべての耐震化事業を実施でき
るよう、十分な予算を確保するとともに、耐震化補助事業の充
実・改善を図ること。
○学校施設の避難場所としての機能を高めるための補助制度を充
実させるとともに、現在、屋外防災施設の整備のみが対象となっ
ている高等学校について、対象工事の拡充を行うこと。
○非構造部材の耐震対策について、学校設置者による点検がス
ムーズに実施できるよう、明確な基準及び点検方法を示すこと。
[公立のみ]
○公立学校施設の耐震・防災対策に関する地方財政措置を継続す
るとともに、実情に沿った補助単価とすること。
○公立学校施設の耐震化事業について、国庫補助率の嵩上げ措置
を平成２８年度以降も延長すること。

○公立学校施設の耐震化（国費・全
国）については、次のとおり予算措置
された。
・H27当初　2,049億円
・H26当初　1,271億円
・H26補正　　408億円
○私立学校施設の耐震化予算措置はや
や改善されたが（前年当初予算比
519,266千円増）、制度改正がなされ
ておらず、引き続き要望が必要。
○非構造部材の基準及び点検方法につ
いては、H26年度中を目処にガイド
ブックを改定予定。
○高等学校における防災機能強化のた
めの補助制度の充実、耐震・防災対策
に係る地方財政措置の計測・補助単価
の引上げ、耐震化事業に係る国庫補助
率の嵩上げ措置の延長に関する具体的
な動きはなし。引き続き要望する。



- 19 -

番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

28 ２０２０年東京
オリンピック・
パラリンピック
開催に向けたス
ポーツ振興の取
組への支援につ
いて
【文化観光ス
ポーツ局】

内閣官房
（東京オリ
ンピック・
パラリン
ピック）
文部科学省

○スポーツ振興に意欲的に取り組んでいる地方に対し、キャンプ
地誘致等へ積極的に支援すること。
○本県のスポーツ施設を、パラリンピックナショナルトレーニン
グセンター競技別強化拠点へ位置づけること。

○ナショナルトレーニングセンター競
技別強化拠点施設活用事業として、
8.8億円が確保された。
○ナショナルトレーニングセンター
（中核拠点）では対応困難な競技につ
いて、既存の施設を利用した選手強化
事業を拡充することとされており（オ
リンピック競技２６拠点→２８拠点、
パラリンピック競技２拠点→１３拠
点）、今後、国から示される具体的方
針を踏まえ、必要な対応を取ってい
く。

文部科学省 ○ユネスコの正式プログラム化を積極的に推進すること。 ○H27.11月に開催予定のユネスコの次
期総会において、正式プログラム化が
決定されるよう検討作業が進められて
おり、国もその方針を支持、支援して
いる。

文部科学省
環境省

○ジオパーク活動を推進するため、国において一体的な推進体制
を整えること。
○学校教育や社会教育でのジオパーク活用を進めるとともに、各
地のジオパークと連携してジオパーク自体の普及啓発と国内加盟
地域の国内外へのＰＲを行うこと。

○H27.11月にジオパーク国会議員連盟
が発足し、その窓口が内閣府に設置さ
れるなど、横断的な取組が始まってい
る。
○H26.9月に、環境省が国立公園とジ
オパークの連携に関する啓発パンフを
作成し、関係機関への配布を行ってい
る。

○山陰海岸ジオパークの世界再認定審査受検に当たっては、人的
支援や案内機能の充実を国においても積極的に進めること。

○H26.8月に実施された世界再認定審
査においては、環境省の職員が現場に
立ち会うなど、支援をいただいた。

○山陰海岸ジオパークの魅力をさらに発信するための施設整備等
について、重点的な予算の確保など積極的に取り組むこと。

○ジオパークの拠点施設となる鳥取砂
丘ビジターセンターの整備について、
H27年度には基本設計を行うための経
費が盛り込まれた。

30 地域実態を踏ま
えた消費税率の
引き上げについ
て
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（経済再
生）

○今後予定されている消費増税の導入判断にあたっては、地方に
おける景気動向実態を良く点検・把握し、地方の意見を踏まえて
導入判断を行うこと。
○ 導入する際には、景気が冷え込まない対策、生活弱者対策な
ど、きめ細かい配慮を行うこと。

○安倍首相は11月、平成27年10月に予
定していた消費税率10％への引き上げ
を平成29年4月まで１年半延期し、衆
院解散・総選挙に踏み切る考えを表明
(12/14の選挙では、与党が信任され
た)。
○延期の理由を「今年4月の消費税率
引き上げに続き、2％上げることは個
人消費を再び押し下げ、デフレ脱却も
危うくなる」と説明。

31 国家戦略特区制
度の充実につい
て
【未来づくり推
進局、商工労働
部】

内閣府（国
家戦略特別
区域）

○国家戦略特別区域基本方針に定める追加提案募集を実施し、大
都市偏重とならないよう、地域産業育成の観点から鳥取県をはじ
めとする地方の提案の指定を積極的に行うこと。

○国家戦略特区、平成26年3月に全国6
地域が指定されたほか、新たな提案の
募集があった（募集期間：7/18～
8/29）。
○この提案募集について、県から4件
の提案を行い、また2月にも追加提案
し、計5件の提案をしたところ。
○1/27国家戦略特区諮問会議におい
て、安倍首相は、3月に地方創生特区
を指定する方針を示した。

32 地域人づくり事
業（緊急雇用創
出事業）の継続
実施について
【商工労働部】

厚生労働省 ○平成26年度が終期となっている地域人づくり事業（処遇改善プ
ロセス・雇用拡大プロセス）を、27年度以降も継続実施するこ
と。
○特に雇用のミスマッチ解消に重要な「処遇改善プロセス」につ
いてはより重点的に支援すること。

○緊急雇用創出事業については、昨今
の雇用情勢等諸事情の変化を踏まえ、
全都道府県を対象とした事業は平成２
６年度でいったん終了となったが、平
成２６年度補正予算において、地域住
民生活等緊急支援のための交付金[地
方創生先行型]1,700億円が計上され、
活用メニューに例示された「地域しご
と支援事業」が、地域における人材育
成・定着促進、地域への人材の呼び込
み等を内容とするもので、「地域人づ
くり事業」を引き継ぐものと位置付け
られた。

29 ジオパーク活動
の取組への支援
について
【生活環境部】

環境省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

環境省
外務省

○大陸からの大気汚染の影響を軽減するため、中国等関係国への
大気汚染の発生抑制に対して支援を行うとともに、抜本的な対策
を取るよう要請すること。

環境省
国土交通省

○大気汚染物質に関する実態解明調査・研究を推進することと共
に、PM2.5等の健康影響に関する知見を収集し、防護措置とともに
国民に分かりやすく情報提供すること。

環境省 ○PM2.5の大気汚染物質が子どもの健康や成長に与える影響を把握
するなど、国民の健康維持のための有効な対策を講ずること。
○県が行う測定体制の整備に特化した補助制度を創設すること。

34 表層型メタンハ
イドレートの調
査研究について
【生活環境部】

経済産業省 ○鳥取県沖での調査において、音波を使った地質調査に加えて地
質サンプルの取得等も実施し、埋蔵量の詳細な把握を加速するこ
と。
○調査に当たっては、採取による環境への影響評価手法の研究等
の促進のために十分な予算を確保すること。また調査研究の機能
や開発技術等を地方にも分担させるとともに地方の人材等の活用
を図ること。
○本格的な採掘、実用化、商業化へと至るロードマップを策定
し、その着実な進捗を図ること。

○次のとおり予算措置された。
＜メタンハイドレート開発促進事業＞
・H27：140.3億円（H26：127.3億円、
H26補正：20.0億円）〕
（事業内容）資源量把握に向けた広域
調査や地質サンプルの調査海域が拡大
されるほか、資源回収技術の調査等が
開始される。また、平成27年度調査で
は、鳥取県沖で地質サンプルの取得が
実施される見込み。

35 再生可能エネル
ギーのさらなる
導入促進につい
て
【生活環境部】

経済産業省 ○再生可能エネルギー発電事業者による事業への参入意欲が高ま
るよう、調達価格の設定に当たっては十分に配慮すること。
○洋上風力発電等の設置促進に向け、海域利用のルールや環境影
響評価手法等の環境整備を早期に実現するために十分な予算措置
をとること。
○電力システム改革の実施に当たっては、中山間地等における系
統連係などの諸問題を解決する方策を国として主体的に講じるこ
と。
○固定価格買取制度の対象にならない熱利用などについて、地域
内での導入が促進されるように現在の施策を十分点検し、予算措
置の拡充等を図ること。

○H27.1月の固定価格買取制度見直し
において、出力抑制で太陽光以外の再
生可能エネルギー（小水力、地熱、バ
イオマス）が配慮される見直しが行わ
れた。
○次のとおり予算措置された。
＜環境アセスメント調査早期実施実証
事業＞
・H27:20.0億円（H26:20.0億円）〕
（事業内容）
・再エネ導入の環境影響調査の前倒し
で手続きの迅速化
＜再生可能エネルギー余剰電力対策技
術高度化事業費＞
・H26補正：65.0億円
（事業内容）
・蓄電池技術の設置コストダウン技術
の高度化
＜再生可能エネルギー熱利用加速化支
援対策費補助金＞
・H27：80.0億円（H26：40.0億円、
H26補正：60億円）
（事業内容）
・熱利用設備導入に対する補助

○次のとおり予算措置された。
＜微小粒子状物質（PM2.5）及び光化
学オキシダントの総合的な対策の推進
【環境省】＞
・H27：599百万円（H26：598百万円）
（事業内容）
・発生源の把握・生成機構の解明
・シミュレーションモデルの高度化
・効果的な対策の検討・実施　等
＜アジア地域におけるコベネフィット
型環境汚染対策推進事業【環境省】＞
・H27：750百万円（H26：630百万円）
（事業内容）
・大気汚染に関する既存の地域的な取
組の活用
・中国をはじめとしたアジア地域にお
ける対策推進に向けた能力構築・体制
整備事業　等
◯国は、H26.11.28に注意喚起に係る
暫定的な指針に係る判断基準を改善
（第2次）
○環境省では、H26.4の日中韓三カ国
環境大臣会合において、改善に向けた
連携協力の強化が確認されるなど、一
定の進捗が見られるほか、外務省では
中国に対し日本政府の関心を伝え日中
協力を進めていく考えが見られてい
る。また、国土交通省においては、黄
砂等の越境飛来物質の研究を推進され
ているところ。

33 微小粒子状物質
等、広域大気汚
染に対する取組
の推進について
【生活環境部】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜最重点項目＞

内閣官房
（社会保
障・税一体
改革）
総務省
厚生労働省
国土交通省

○番号制度の導入に伴うシステム構築・改修等の必要経費につい
ては、国において負担すること。

○H26補正予算で番号制度に係る地方
公共団体の関係システム整備への支援
として、409.3億円の増額補正が決定
された。（整備するシステムにより国
庫補助2/3～10/10で、国庫裏の地方負
担分は普通交付税又は特別交付税措
置。）

内閣官房
（社会保
障・税一体
改革）
総務省

○番号制度導入に必要なため、国が整備する情報提供ネットワー
クシステム等の詳細情報を早期に示すこと。

○情報提供ネットワーク等の詳細情報
について、H27.2月までに提示するス
ケジュールが示された。

○住民からの苦情が多い地域においては、国の責任において騒音
測定器を設置し、実態の把握に当たること。

○反映されておらず、引き続き要望し
ていく。

○米軍機が低空飛行訓練を行う場合には、飛行高度や飛行区域な
どの日米合同委員会合意事項を遵守するよう、米軍に強く要請す
ること。
○ＭＶ２２オスプレイの、飛行ルートをはじめ訓練の具体的内容
や安全性を含む運用に関する情報を、訓練の都度、事前に説明を
すること。

○具体的な動きがないため、引き続き
要望していく。

36

37 米軍機の低空飛
行訓練について
【地域振興部、
町村会】

外務省
防衛省

番号制度導入に
係るシステム対
応と費用負担に
ついて
【総務部、市長
会】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 公的資金補償金

免除繰上償還に
よる高金利地方
債の借換制度の
実施について
【市長会】

総務省 ○平成24年度で終了した公的資金補償金免除繰上償還による高金
利地方債の借換制度について、借換えの対象を利率５％未満の地
方債に拡大のうえ再度実施すること。

○特段の動きなし。引き続き国の動向
を注視する。

2 直轄事業におけ
る地元企業への
優先発注につい
て
【県土整備部】

国土交通省
農林水産省
防衛省

○より一層、地元企業の受注機会の拡大及び県産品の優先使用に
対して配慮を行うこと。

○自民党は、国などが発注する1億円
以下の公共工事を地元業者が受注する
機会を増やすため、工事が行われる地
域の業者との契約「努力義務」として
課す「地元建設業者受注確保法案」を
今国会に提出する方針を固めた模様。

3 国土強靱化を推
進する防災・安
全交付金及び社
会資本整備総合
交付金の重点的
な配分等につい
て
【県土整備部】

国土交通省 ○防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金を、特に財政力
の弱い地方に重点的に配分すること。
○大型構造物等の改修を行う年度には、別枠で予算措置を行うこ
と。

○いずれも現時点での本県への配分額
は不明（配分は例年４月上旬頃の予
定）。
配分後、必要であれば継続して要望を
行う。
【社会資本整備総合交付金（国費：全
国）】
○インフラ老朽化対策の加速及び事前
防災対策の強化、並びに競争力強化を
図るための物流ネットワークを重点整
備するとして対前年伸び率は0.99と
なった。
【防災・安全交付金（国費：全国）】
○地方公共団体におけるインフラ老朽
化対策、防災・減災対策の集中支援を
行うとして対前年1.01の伸びとなっ
た。

4 海岸漂着物等処
理に係る財源措
置について
【県土整備部】

環境省 ○海岸の景観や環境の保全を図るため、平成27年度以降も海岸漂
着物等の処理に係る予算を確保し、都道府県に恒久的な財源措置
を行うこと。
○財源措置にあたっては、引き続き柔軟かつ機動的な執行が可能
な制度設計とすること。

○次のとおり予算措置された。
＜漂流・漂着・海底ごみに係る削減方
策総合検討事業（国費：全国）＞
・27予算案： 438百万円
　　　　（対前年比：5.21）
※H27予算案の438百万円には国が行う
調査費88百万円を含む。
※H26当初予算では84百万円に加え、
別途H24～H26の3年間で9,999百万円の
予算措置あり。
○上記のとおりH27年度の財源は措置
されたが、恒久的財源であるかは不
明。また、柔軟な制度設計について
は、国の動向について情報収集中。

5 鳥取空港のリ
モート化に伴う
財政支援につい
て【県土整備
部】

総務省
国土交通省

○国の飛行場援助業務のリモート化に伴い、空港維持運営費が増
となる地方空港管理者に対し、特別交付税の算定に反映するなど
国の財政支援措置を検討すること。

○国との協議の結果、直接的な財政支
援は困難であるものの、リモート化に
必要な新システムの開発や職員の研修
の実施等の技術的支援を受けることが
できることとなった。

6 中山間地におけ
る生活交通の確
保について
【地域振興部、
市長会】

国土交通省
総務省

○地方の実情に合わせたバス補助制度となるよう採択要件を緩和
すること。
○県・市町村が行う施策に対する特別交付税措置を維持するこ
と。

○バス補助制度の採択要件は反映され
ておらず引き続き要望していく。ま
た、特別交付税措置は従来と同じ見込
み。

7 耐震改修促進法
の施行に伴う補
助制度の拡充等
について
【生活環境部】

国土交通省 ○耐震改修を一層促進させるため、所有者負担の更なる軽減、地
方財政措置の拡充等の支援策を拡充すること。

○耐震改修促進法により耐震診断義務
付け対象となる建築物の耐震改修補助
について、適用期限に係る事業要件が
拡充された。
【現行】平成27年度末までに、耐震改
修工事に着手したもの
【拡充】平成27年度末までに、補強設
計に着手したもの

8 農林水産物等の
輸出促進につい
て
【農林水産部】

農林水産省 ○海外におけるジャパンブランドの確立を図るため輸出促進体制
構築や輸出環境整備を積極的に行うこと。

○「輸出に取り組む事業者向け対策事
業」の「産地間連携等による輸出振興
体制の構築を図る取組」が254百万円
（Ｈ26は240百万）に増額され、要望
は満たされた。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

9 ６次産業化の推
進に係る予算の
確保について
【農林水産部】

農林水産省 ○６次産業化サポートセンターの運営に係る予算を、十分に確保
すること。

○H27予算案では、同運営予算を含む6
次産業化ネットワーク活動推進交付金
は813百万円とほぼ前年同額（対前年
比98%）となっている。
○鳥取県への配分も、前年どおり十分
に確保されないことが見込まれるた
め、今後も引き続き十分な予算確保を
要望していく。

10 機構集積協力金
交付事業（地域
集積協力金）に
ついて
【農林水産部】

農林水産省 ○機構集積協力金交付事業の円滑な運用のため、交付対象基準の
明確化、対応可能な予算確保をすること。

○前年度対比115％（H26補正＋H27当
初）の290億の予算確保。交付基準に
ついて検討中と聞いており引き続き国
の動向を注視。

○平成２６年度の配分額が鳥取県の要望額を大幅に下回っている
農山漁村地域整備交付金について、補正予算等により増額するこ
と。

○次のとおり予算措置された。
＜農山漁村地域整備交付金＞
・H26経済対策補正予算：500億円

○農業農村整備事業予算について、ため池等の防災・減災対策な
どの整備要望が高まってきたため、所要額を確保すること。

○次のとおり予算措置された。
＜農業農村整備事業＞
・H26経済対策補正予算：158億円
・H27当初予算：2,753億円
　（対前年比102.4%）
○県予算の伸び率に比べて、国の伸び
率が低いので、今後も引き続き予算の
確保を要望していく。

12 日本型直接支払
の法制化に伴う
制度設計につい
て
【農林水産部】

農林水産省 ○日本型直接支払制度の法制化による市町村業務量の増大に相応
する推進事務費を十分に確保すること。
○本事業の運用に当たっては、事務の簡素化などを図り、地域が
取り組みやすい制度とすること。

○日本型直接支払制度の予算措置状況
・多面的機能支払推進事務費
　H27当初予算：30億円（対前年比
100.0%）
・中山間地域等直接支払推進事務費
　H27当初予算：5億円（対前年比
136.7%.）
・環境保全型農業直接支払推進事務費
　H27当初予算：1億円（対前年比
95.2%.）
○事業の運用に当たり、市町村や地元
農家が取り組みやすい制度となるよう
検討が進められている。

13 中山間地域の実
情に即した基盤
整備事業の創設
について
【農林水産部】

農林水産省 ○中山間地域での農地集積の加速化を図るため、地元負担の少な
い中山間地域の実情に即した基盤整備事業を創設すること。

○要望事項（簡易な基盤整備に対する
支援措置）については、特段の動きな
し。
○なお、中山間地域で受益面積10ha以
上あれば、中心経営体への農地集積率
に応じた支援措置（最大で農家負担ゼ
ロが可能）が受けられる農業競争力強
化基盤整備事業（中山間型：平成２６
年度創設）の活用を検討して行く。

14 魚介類における
農薬残留基準の
早急な設定につ
いて

農林水産省
厚生労働省

○使用頻度の高い農薬について、魚介類における残留基準値設定
を早急に進めること。

○特段の動きはないが、残留基準値の
設定に向けた所要の手続きは進められ
ている。引き続き国に要望していく。

15 家畜伝染病の発
生予防対策につ
いて【農林水産

農林水産省 ○家畜伝染病の発生予防・流行防止対策のため、ワクチン接種助
成を継続・拡充すること。

○前年と同じワクチンへの助成のみが
継続された。内容については、引き続
き国からの情報収集に努めたい。

16 木質バイオマス
発電所への燃料
供給に係る支援
制度の創設につ
いて

農林水産省 ○木質バイオマス発電燃料の供給体制が整うまでの間、搬出に必
要な経費の支援制度を創設すること。

○本県が要望した木質バイオマス発電
所稼働後の調達コスト支援制度は創設
されていない。

17 木材の需要拡大
の推進について
【農林水産部、
町村会】

農林水産省 ○住宅建設における木材の需要拡大を図るため、木材利用ポイン
ト事業を継続すること。
○ＣＬＴの活用推進による木材の新規需要拡大を図るため、関係
法令の改正等を早期に行うこと。

○木材利用ポイント事業については、
来年度は継続されないこととなった。
○ＣＬＴに関する建築基準の整備等の
促進のため、平成27年度予算におい
て、「新たな木材需要創出総合プロ
ジェクト」（17億円）が計上された。

18 造林公社に対す
る支援措置の拡
充について
【農林水産部】

農林水産省 ○県が行う造林公社への財政的支援に対する特別交付税措置の継
続、拡充を行うこと。
○森林所有者の異動の際の登記を造林公社が代行できるようにす
るとともに、経費の支援制度を創設すること。

○特別交付税措置については継続され
ることとなった。
○相続登記の国庫補助制度について
は、国予算に反映されていない。

19 沖合漁業漁船の
高船齢化対策に
ついて
【農林水産部】

農林水産省 ○担い手代船取得支援リースの再制度化、補助率引き上げを行う
こと。
○もうかる漁業創設支援事業の採択基準緩和、手続の合理化を図
ること。

○担い手代船取得支援リースの再制度
化については、特段の動きなし。
○もうかる漁業創設支援事業について
は、H27年度から用船料が固定化支援
になるなど制度変更がなされた。

11 農林水産業基盤
整備事業予算の
確保について
【農林水産部】

農林水産省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

20 日韓暫定水域及
び我が国排他的
経済水域におけ
る漁業秩序の確
立並びに新日韓
漁業協定関連基
金の拡大につい
て
【農林水産部】

農林水産省
外務省

○日韓の排他的経済水域の境界線の画定に全力を挙げること。
○境界線画定までの間の漁業秩序、資源管理方法を確立、漁場交
代利用、海底清掃について、国の責任において調整すること。
○影響を受けている漁業者に対し、基金拡大など、抜本的な漁業
経営救済対策を講じること。

○日韓政府間協議については特段の進
展なし。
○日韓関連基金は規模や支援メニュー
の拡大要望は反映されていない。
（H26補正　韓国・中国等外国漁船操
業対策事業（26億円：基金））

21 フロンティア漁
場整備事業の事
業費確保及び実
施地区の拡充に
ついて
【農林水産部】

農林水産省 ○フロンティア漁場整備事業について、十分な事業費の確保及び
実施地区の拡充を図ること。

○フロンティア漁場整備事業（本県関
連）の予算措置状況
・H27当初　　27億円
・H26当初　　30億円
・H26補正　　2.8億円
○新たなアカガレイ・ズワイガニ保護
育成礁の１１か所の追加整備を検討し
ており、平成28年度からの整備開始に
向け、平成27年度中に整備計画変更の
手続きが進められる予定となってい
る。

22 漁港内に堆積し
た土砂の浚渫に
対する国の支援
制度について
【県土整備部】

農林水産省 ○漁港内堆積土砂によるサンドリサイクルについて、支援制度を
創設すること。

○国の支援制度の創設は不明である。
引き続き国の動きを注視し要望が必要
かどうか判断する。

環境省（原
子力規制
庁）
国土交通省

【原子力防災対策の強化について】
○避難者の輸送手段確保や運転者の確保など、ＵＰＺ内の住民が
すみやかに避難できる仕組みを速やかに確保する仕組みを構築す
ること。

○車両や運転士の確保について、明確
な方針が示されていないため、引き続
き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省
内閣府（防
災）

【災害時要援護者の広域的な避難体制の整備】
○広域福祉避難所について、国において、速やかな人材派遣、機
材・物資調達の仕組みを構築するとともに、最終の避難先となる
社会福祉施設等を、速やかに確保する具体策を講じること。

○要配慮者搬送用車両の整備について
は、H27当初予算案に11億円が計上さ
れたことを受け、本県に配分されるよ
う引き続き要望していく。
○災害時要援護者の広域的な避難体制
の整備については、明確な方針が示さ
れていないため、引き続き要望してい
く。

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）

【被ばく医療体制の整備】
○国が責任をもって安定ヨウ素剤投与の手順や基準を示すこと。
○安定ヨウ素剤について、乳幼児用シロップ剤の早期製品化など
を製薬メーカーに働きかけること。

○明確な方針が示されていないため、
引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）
内閣府（防
災）

【スクリーニングの実施要領の作成等】
○ 福島での経験や先進事例等を踏まえ、科学的根拠に基づく、実
効性あるスクリーニングや簡易除染の実施要領を、早期に明示す
ること。

○具体的な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

【広域の放射性物質拡散に備えた体制整備等】
○プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地
域（ＰＰＡ）について、その具体的な範囲や防護措置の内容を示
すとともに、必要な財政措置を講じること。

○UPZ外の防護対策等について、明確
な方針が示されていないため、引き続
き要望していく。

○拡散シミュレーションについては、地形や被ばく線量等を考慮
した円滑な住民避難を確保する防災ツールとして有効に活用でき
る手法を開発し、これに基づく予測結果を提供すること。
○島根原子力発電所に係るＳＰＥＥＤＩ等の信頼性向上を図り具
体的な活用方法を明示するとともに、ＵＰＺ内においても、事態
の規模、時間的な推移等に応じて、予防的防護措置を講ずるため
の指標を明示すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

○自治体にもプラント情報(例えばERSS:緊急時対策支援システム)
が確認できる仕組みをつくること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

○ＵＰＺ外のモニタリング（航空機モニタリング、海上モニタリ
ング含む。）の実施方針を明示するとともに、災害時の具体的な
連絡調整の方法や実施体制を明示すること。
○県域を越える広域避難が必要になった場合に備え、輸送手段や
避難先の確保等に係る調整の具体的な仕組みを構築すること。

○UPZ外の防護対策等について、明確
な方針が示されていないため、引き続
き要望していく。

23 原子力発電所周
辺地域における
防災対策の強化
について
【危機管理局、
地域振興部、福
祉保健部、市長
会】

※次項に続く

環境省（原
子力規制
庁）
原子力規制
委員会
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

【原子力災害時の住民広報】
○住民への伝達手段として防災行政無線の個別受信機や防災ラジ
オ等の設置に向け、国交付金の柔軟な運用を図ること。また、原
子力発電所のプラント情報、事態の緊急性、周辺への影響に関す
る見通し、住民への指示事項等についてわかりやすく説明するた
めの住民向け広報マニュアルを明示すること。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

【専門性の高い防災関係職員の教育研修体制の確立】
○原子力発電所に係る安全対策及び原子力防災対策に従事する地
方公共団体職員の教育研修体制を確立し、受講の機会を提供する
こと。

○明確な方針が示されていないため、
引き続き要望していく。

24 周辺地域の意見
に基づいた原子
力発電所の運用
について
【危機管理局】

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）

【高経年化した島根原子力発電所１号機の安全対策について】
○島根原子力発電所１号機について、高経年化を考慮した安全対
策が確保されるよう厳正な審査、運用等を行うこと。

○国の動向を注視ししながら、厳格な
審査等が行われるよう、引き続き要望
していく。

25 津波対策に係る
財政支援につい
て
【危機管理局、

内閣府（防
災）

○津波対策推進事業費補助金について、太平洋側地域に加えて本
県を含む日本海側地域も財政支援の対象とすること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

26 航空自衛隊美保
基地等の大規模
災害支援拠点化
について
【危機管理局】

内閣府（防
災）
防衛省

〇一元的に支援物資を被災地に輸送・提供できる体制として、航
空自衛隊美保基地または近隣地域を大規模災害支援拠点として整
備すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

27 消防団に対する
財政措置の充実
について
【危機管理局】

総務省 ○消防団員の処遇改善を推進するため、消防団に係る財政措置の
充実を図ること。

○消防団員数の増への誘導策として、
消防団員の報酬に係る特別交付税措置
について、H26年度の3月交付分から消
防団員数が前年度より増加した市町村
を新たに対象とする等の拡充がなされ
た。財政措置は不足しているので、今
後も拡充について要望していく。

28 航空自衛隊美保
基地における次
期輸送機への機
種変更について
【地域振興部】

防衛省 ○美保基地配備予定のＣ－２の安全対策を確実に実施すること。
また、機体の不具合の原因等について、住民へ十分かつ丁寧に説
明すること。

○安全対策の実施上居については国か
ら情報提供がない。
○住民への住民への説明は実施されて
いない。
○引き続き要望していく。

29 インターネット
上における人権
侵害の防止につ
いて

総務省
法務省

○インターネット上での差別的書き込み等に適切に対応するた
め、実効性ある措置を早急に講じること。

○実効性のあるインターネット上の人
権侵害の防止措置について、プロバイ
ダの免責事項を示すなど、引き続き要
望する。

30 人権救済制度の
確立について
【総務部】

法務省 ○人権が侵害された場合における被害者の救済制度を、早急に確
立すること。

○国は人権救済制度について検討中で
ありり、実効性のある総合的な人権救
済制度の確立を、引き続き要望する。

○福祉事務所の人員配置基準について見直しを行うとともに、確
実な財政措置を講じること。
○生活保護基準について、地方の実態を十分考慮の上、級地区分
の見直しや夏季加算の創設等について検討を行うこと。

○福祉事務所の配置基準については特
段の動きなし。引き続き要望する。
○級地区分の見直し、夏期加算の創設
についても特段の動きなし。住宅扶助
と冬季加算については２７年度から適
正化（引き下げ）の動きがある。必要
に応じて引き続き要望する。

○セーフティネット支援対策等事業費補助金について、昨年度と
同様全額国庫補助の対象とすること。
○生活困窮者自立支援法の施行にあたっては、地方自治体の財政
負担が生じないよう、必要な国庫負担金が確実に受けられるよう
な仕組みを講じること。

○セーフティネット支援対策等事業費
補助金については、一部国の補助が法
定化された事業もあるが、いずれにし
ても地方負担が発生。必要に応じて引
き続き要望する。
○生活困窮者自立支援法関係経費につ
いては、国から国庫負担上限額が示さ
れたが、自治体によっては、不十分と
の意見もあるため、必要に応じ引き続
き要望する。

32 障害者総合支援
法の施行につい
て
【福祉保健部】

厚生労働省 ○障害者総合支援法の見直しについて、自治体や当事者団体等と
十分意見交換しながら、計画的・段階的な制度設計を行い、具体
的な工程表を示すこと。その際の財源措置を講ずること。

○障害者総合支援法の見直しについて
は、H27年4月に向け論点整理している
ところで実質的な動きなし。引き続き
要望する。

31 生活保護制度と
生活困窮者支援
施策の充実につ
いて
【福祉保健部、
市長会】

厚生労働省

23 原子力発電所周
辺地域における
防災対策の強化
について
【危機管理局、
地域振興部、福
祉保健部、市長
会】

※前項から続く

原子力規制
委員会
環境省（本
省）
環境省（原
子力規制
庁）
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

○重度障がい児者への手厚い支援が行えるよう、適切な報酬設定
を行うこと。

○H26予算案に良質な障害福祉サービ
ス等の確保として9,330億円が計上さ
れているが、報酬設定についてはH27
年2月中に確定する予定であり、その
内容を注視する。

○障害福祉サービス事業所等の施設整備について、必要な財源措
置を講ずること。

○H26予算案に障害児者への福祉サー
ビス提供体制の基盤整備として26億円
が計上されたが、十分とは言い難いた
め、引き続き要望する。

○報酬改定に伴うシステム改修経費は国において全額負担するこ
と。

○システム改修経費については、H25
補正予算の繰越分により補助される
（ただし、国負担は1/2）ことになっ
たが、H27予算案には反映されていな
いため、引き続き要望する。

○市町村の地域生活支援事業に必要な財源措置を講ずること。 ○地域生活支援事業については、H27
予算案で464億円（H26当初：462億
円）確保されたが、充分とは言い難い
ため、引き続き要望する。

34 障害福祉サービ
ス等利用計画作
成促進に係る施
策について
【市長会】

厚生労働省 ○円滑に障害福祉サービス等利用計画が作成されるよう、事業所
が計画作成に参入しやすくなる施策（計画作成報酬の増額、事業
所人件費の補助等）を実施すること。

○Ｈ27年度報酬改定において、計画相
談支援の強化を行うこととなってお
り、具体的な改定内容等を注視してい
く。

35 子どもの医療費
軽減制度の創設
について
【市長会】

厚生労働省 ○小児医療費について、財政状況により自治体間に格差が生じる
ことのないよう、全国一律の制度を国の制度として早急に創設す
ること。

○特段の動きなし。引き続き国の動向
を注視する。

36 不妊治療費の医
療保険適用につ
いて
【市長会】

厚生労働省 ○不妊に悩む夫婦が安心して治療を受けることができるように、
特定不妊治療を始めとする不妊治療の保険診療適用を拡大するこ
と。

○特段の動きなし。引き続き国の動向
を注視する。

37 児童自立支援施
設、自立援助
ホーム及び児童
相談所の体制の
強化について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○児童自立支援施設において、中卒後の年長児等対応が難しい児
童への支援を十分に行うことができるよう、職員配置基準が３：
１となるよう見直すこと。
○児童自立支援施設における就労支援の充実を図るため、就労場
所の開拓や実習先との調整等を行う専任職員の配置を明確に位置
づけること。
○自立援助ホームにおけるきめ細かな生活・就労支援を行うた
め、実態に即した人員体制の拡充を図ること。
○児童虐待件数の増加に対応するため、より一層の児童相談所職
員（児童福祉司）の増員配置に係る財源措置を行うこと。

○児童自立支援施設の職員配置基準に
ついては、H27当初予算において3:1に
引き上げられた。
○就労支援を行う専任職員の配置につ
いては、特に変更なし。引き続き要望
する。
○自立援助ホームについては、心理担
当職員を配置できることとなった。
○児童福祉司について、H26年度では
標準団体（人口170万人）当たり36名
が地方交付税措置されているが、H27
年度についても児童福祉司の増員が国
において検討されているため、引き続
き国の動きに注視する。

38 ＤＶ被害者支援
の充実とＤＶ加
害者更生プログ
ラムの作成につ
いて
【福祉保健部】

内閣府（男
女共同参
画）

○ＤＶ被害者支援について国が十分な財政措置も含めて対策を講
じるとともに、ＤＶ加害者更生に向けたプログラムを作成するこ
と。

○ＤＶ被害者支援については、単県で
実施している婦人相談所一時保護所に
おける同伴児童に対する学習支援が国
庫補助対象として検討されているた
め、引き続き国の動向を注視する。引
き続きＤＶ被害者支援の財政措置につ
いて要望する。
○ＤＶ加害者更生プログラムについて
は具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

39 がん対策の推進
について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○医療保険者など職域からのがん検診の実施状況等の報告を、制
度化すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

40 難病対策につい
て
【福祉保健部】

厚生労働省 ○新制度に基づき国が負担する費用について、その所要額を確保
し、地方の負担が増大しないようにすること。
○指定難病の指定を、公平・公正に行うとともに、可能なかぎり
速やかに行うこと。
○ポルフィリン症を一刻も早く指定難病とし、医療費助成の対象
とするとともに、治療方法の確立に向けたさらなる研究を推進さ
せること。

○医療費については、H26年5月の難病
の新法に国1/2負担が明記された。そ
の他の経費についても国が所要額を確
保するよう注視する。
○第２次分の対象疾患の指定をできる
限り速やかに行うよう要望する。
○ポルフィリン症については、第１次
分の対象疾患とはならなかった。引き
続き要望を行う。

41 脳脊髄液減少症
治療への医療保
険への早期適用
等について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○ブラッドパッチ治療を医療保険の対象とすること。 ○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

33 地域の実情に応
じた障害福祉
サービスの充実
について
【福祉保健部】

厚生労働省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

42 特定健康診査及
び後期高齢者健
康審査における
必須の健診項目
の追加について
【市長会】

厚生労働省 ○特定健康診査及び後期高齢者健康診査における心電図及び貧血
検査を、生活習慣病の二次予防及び介護予防の観点から必須の健
診項目にすること。

○特段の動きなし。引き続き国の動向
を注視する。

43 地方の裁量によ
る医療機関の増
床許可について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○喫緊の課題のために必要な病床は、基準病床数を超えていても
都道府県の裁量で増床できるようにすること。

○地方分権改革の提案募集において、
都道府県の裁量による増床についての
厚生労働省によるヒアリングが行われ
たが、要望に対応する具体的な動きな
し。引き続き要望する。

44 医療人材の確保
対策の推進につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○医師及び看護師の安定的確保に向けた取組を充実させること。
１　医師数の地域偏在の解消
２　産科、小児科、救急科、精神科、腎臓内科などのへの誘導
３　看護師の労働管理、処遇改善
４　訪問看護事業等における看護師の確保

【医師数の地域偏在の解消（要望1）
について】
○国は医師臨床研修の実施体制につい
て見直しを行ったが、現時点で地域偏
在の解消効果は薄い。
【その他（要望2,3,4）について】
○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

45 医業類似行為の
明確化について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○あん摩等の医療類似行為の範囲の明確化及び健康被害対策とし
ての民間療法の広告規制などの対応をすること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

46 岡山大学病院三
朝医療センター
の存続と新たな
発展について
【福祉保健部】

文部科学省 ○岡山大学病院三朝医療センターの存続及び同大学の地球物質科
学研究センターの温泉医療研究を支援すること。

○岡山大学が地球物質科学研究セン
ターに係る事業の予算を文部科学省へ
要求。その後の動向について情報収集
中。

47 特別医療費の助
成に伴う国庫負
担金の減額措置
の見直しについ
て
【福祉保健部、

厚生労働省 ○特別医療費助成による国保の国庫負担金の減額措置を見直すこ
と。

○国は今後の課題としてとらえてお
り、引き続き要望する。

48 少人数教育推進
のための教職員
定数の改善につ
いて

文部科学省 ○少人数指導のための加配教職員の充実や少人数学級の拡充のた
めの教職員定数の改善など必要な教職員体制の整備を行い、少人
数教育を推進すること。

○教職員定数の改善はなかったが、新
たな加配(全国＋900人)が措置され
た。

49 「総額裁量制」
の柔軟な運用に
ついて
【教育委員会】

文部科学省 ○地方自治体が必要としている次の職種について、義務教育費国
庫負担金の対象職員に加えること。
〔特別支援学校における看護師、介助職員、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、司書〕

○対象職員の範囲について変更なし。
引き続き、国に要望していく。

50 特別支援教育の
就学奨励に要す
る経費の財源措
置について
【教育委員会】

文部科学省 ○特別支援教育就学奨励費補助金について、必要な経費の２分の
１が配分されるよう予算を確保すること。

○具体的な動きなし。引き続き、国に
要望していく。

51 特別支援教育の
充実について
【教育委員会】

文部科学省 ○障害者就労支援コーディネーターや、発達障がい教育拠点に配
置する通級担当職員について、財政措置を行うこと。
○小・中学校における通級指導に係る更なる加配措置を行うこ
と。
○特別な支援を要する児童生徒が使用するＩＣＴ機器等の整備に
対して、財政措置を行うこと。
○高等学校において、支援員配置のための財源措置など発達障が
いのある生徒に対する支援を充実させること。
○医療的ケアを必要とする小中学校の児童生徒に対応するための
看護師等の配置に対し、財政措置を行うこと。

○新たな加配において、特別支援教員
の充実措置（全国＋100人）が措置さ
れた。
○その他については、具体的な動きな
し。引き続き、国に要望していく。

52 奨学金債権回収
に要する経費の
財源措置につい
て

文部科学省 ○国庫を財源とする奨学金の返還金について、県が回収に要する
経費に対して、国も相当の負担を行うこと。

○特段の動きなし。引き続き要望して
いく。

53 小中学校の統廃
合への財源措置
について
【教育委員会、
市長会】

文部科学省 ○小・中学校の統廃合を行う市町村に対する、学校施設の有効活
用やスクールバス購入・運行に係る経費への補助制度を拡充する
こと。
○統廃合に伴う施設等の新築・増築・改築等の財政支援の充実を
図ること。

○スクールバス購入費の補助単価が引
き上げられた。
○教職員定数において、統合前１年か
ら統合後２年の学校に対する新たな加
配（全国＋200人）が措置された。
○効率的に学校統廃合を進めるため
に、既存施設を活用した施設整備にも
対応出来るよう補助制度を創設。
・補助率：1/2
・上限額：なし（現状の大規模改造は
2億円）

54 私立中学校に対
する就学支援金
制度の創設につ
いて

文部科学省 ○私立中学生に対する就学支援金支給制度を創設すること。 ○予算措置、制度改正がなされておら
ず、引き続き要望していく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

55 三徳山の世界遺
産登録に向けた
支援について
【文化観光ス
ポーツ局】

文部科学省 ○世界遺産暫定リストを拡充し、三徳山の追加登録を行うこと。
○三徳山の世界遺産登録にむけた調査・研究に対し、財政支援を
行うこと。

○具体的な動きなし。引き続き要望を
行う。

56 「関西ワールド
マスターズゲー
ムズ2021」への
支援について
【文化観光ス
ポーツ局】

文部科学省 ○「関西ワールドマスターズゲームズ2021」を国家的プロジェク
トと位置づけ、新たな補助制度の創設も含め、準備段階から円滑
な大会運営に至る必要な財政支援を行うこと。
○本年９月に設立予定の組織委員会への参画と大会開催への積極
的な協力・支援を行うこと。
○開催に向けた積極的な広報活動を展開し、国内外における機運
の醸成に努めること。

○予算等への反映なし。引き続き要望
する。

57 ソフトパワーの
活用による地域
振興の取組支援
について
【文化観光ス
ポーツ局】

文部科学省 ○まんが・アニメを活用したイベントの実施情報発信、人材育成
等、コンテンツ産業の「クールジャパン」施策と連動して地域が
行うソフトパワーを活用した取組に対する支援を行うこと。

○次のとおり予算措置された。
＜文化芸術による地域活性化・国際発
信推進事業＞
・26.2億円（H26:25.2億円）
※H26年度までの「地域発・文化芸術
創造発信イニシアチブ事業」が事実上
継続。
○当該事業に申請中（申請額：58,704
千円）

58 地域の成長戦略
の実行における
支援について
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（経済再
生）

○官民一体の地方産業競争力協議会において策定した地域戦略を
着実に実行するため、財政面も含めた一層の支援を行うこと。

○地域の創意工夫による地域の課題解
決を後押しする地域再生戦略交付金
（H26補正70億円、H27当初50億円）等
が設けられた。

59 アジアを中心と
した地方の中小
企業の海外展開
支援について
【商工労働部】

内閣官房
（経済再
生）
経済産業省

○アジアを中心とした新興国市場へ、意欲のある地方自治体及び
地域の中小企業が円滑に参入することができるよう、政府間レベ
ルでのプラットフォーム作りに取り組むこと。
○海外市場における需要獲得のため地方自治体が具体的なプロ
ジェクトとして実施する、企業の海外展開に向けた取組を支援す
ること。

○ＪＥＴＲＯのネットワークや機能を
強化し、関係機関との連携により中小
企業等の海外展開を支援する経費が下
記のとおり措置された。
＜独立行政法人日本貿易振興機構交付
金＞
 ・H27当初案　237.8億円
 ・H26当初　　 218.6億円
○中小企業等の海外展開に関して、Ｊ
ＥＴＲＯ及び中小企業基盤整備機構に
よる支援、海外現地の官民支援機関連
携支援体制整備による支援経費が下記
のとおり措置された。
＜中小企業・小規模事業者海外展開戦
略支援事業＞
 ・H27当初案   　25.0億円
 ・H26補正　　　　14.9億円
 ・H26当初　　　　22.8億円

60 地域ものづくり
産業等の競争力
強化について
【商工労働部】

内閣官房
（経済再
生）
経済産業省

○新ものづくり補助金（中小企業・小規模事業者ものづくり・商
業・サービス革新事業）を継続するとともに、小規模事業者等も
活用しやすくするなど制度を拡充、改善すること。
○本事業の制度設計及び運用について地方の意見を反映できる仕
組みとすること。

○事業内容を継続するものづくり・商
業・サービス革新事業（新ものづくり
補助金）が、H26年度補正予算で計上
された。
・H26補正　1,020.4億円

61 シルバー人材セ
ンター事業への
支援について
【市長会】

厚生労働省 ○シルバー人材センター事業に係る国庫補助金について、事業実
施に支障をきた
さないよう所要の予算を確保すること。

○特段の動きなし。引き続き国の動向
を注視する。

62 スポーツツーリ
ズムに関する支
援について
【文化観光ス
ポーツ局】

国土交通省
文部科学省

○スポーツツーリズムの基盤整備・普及、スポーツを取り入れた
着地型旅行商品の開発及び海外プロモーションに対する財政支援
を行うこと。

63 観光地魅力アッ
プと地域ブラン
ド力強化につい
て
【文化観光ス

国土交通省
観光庁

○地域が有する観光資源を生かした魅力を図るための観光エリア
の景観整備等に対して支援すること。
○観光客の受入体制の整備に向けた支援を行うこと。
○広域エリア一体となった観光地域づくりを図るための地域ブラ
ンドイメージの確立に向けた支援を行うこと。

64 広域観光の推進
について
【文化観光ス
ポーツ局】

国土交通省 ○広域観光の振興策の強化を図ること。
・広域マーケティング調査の実施に対する専門アドバイザー派遣
等の支援
・広域エリアを取り上げたプロモーションの実施

○次のとおり予算措置された（観光
庁：3事業合せて80億円）。
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャ
パン事業）
・国際会議等（MICE）の誘致・開催の
促進
・日本政府観光局（JNTO）運営費交付
金
○訪日旅行促進事業（ビジット・ジャ
パン事業）に申請中（申請額：26,900
千円）であり、他府県と連携し、海外
プロモーション等について、市場・
テーマごとに調整を進めているが、現
段階では採択状況は不明。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

65 インバウンドの
推進について
【文化観光ス
ポーツ局】

国土交通省 ○東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた、外国人観光
客の地方への来訪を促す取組を強化すること。

○次のとおり予算措置された（観光
庁：3事業合せて80億円）。
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャ
パン事業）
・国際会議等（MICE）の誘致・開催の
促進
・日本政府観光局（JNTO）運営費交付
金
○国において、オリンピック・パラリ
ンピック東京大会に向けた戦略的訪日
プロモーションを展開する。

66 義務者不存在の
廃止鉱山の鉱害
防止事業の責務
について
【生活環境部】

経済産業省 ○義務者不存在の廃止鉱山の鉱害防止事業について、全て国の責
任と負担において実施すること。

○全国金属工業振興対策協議会（関係
知事で構成）でも毎年同様の要望を
行っているが、具体的な動きはなし。

67 水道事業の耐震
性向上のための
支援拡大と震災
対策補助制度の
新設について
【生活環境部】

厚生労働省 ○老朽管更新に対する補助基準の緩和及び補助率の引き上げを行
うこと。
○応急給水用機材の整備、水道管補修材料の備蓄に対する新たな
補助制度の創設を行うこと。

○H27から耐震化事業を対象とした交
付金が新設されたが、補助対象事業、
補助基準及び補助率は既存補助金から
変更はない。
○現時点で、要望内容に対する補助制
度の新設及び改正についての情報はな
い。

68 簡易水道統合後
の旧簡易水道施
設についての国
庫補助金の期間
延長及び統合後
の事業の運営経
費の不足分に対
する財政支援に
ついて
【市長会】

厚生労働省
総務省

○地理的条件や統合規模を勘案し、簡易水道統合整備に対する国
庫補助について、平成３５年度まで期間延長すること。
○簡易水道統合後の運営経費の不足分や旧簡易水道施設に係る建
設改良に要する経費について、地方公営企業繰出し基準の対象と
なるよう基準を改正すること。

○国庫補助金の期間延長、財政支援に
ついて国の動きなし。（H26.6.30開催
の中四国のブロック懇談会で、厚生労
働省から「国庫補助金の期間延長の予
定なし。」とのコメントあり。）

69 廃棄物焼却施設
改良事業等への
地方公共団体の
財政負担の軽減
について
【生活環境部、
市長会】

環境省 ○循環型社会形成推進交付金について、二酸化炭素の削減率によ
る優遇補助率の採択要件を、現行の設備内容を勘案するなど要件
を緩和すること。

○国は、廃棄物処理施設設備導入に係
る補助要綱（エネルギー特別会計含
む)の改正を検討しており、その内容
を注視する。

70 使用済家電製品
の再資源化の推
進について
【生活環境部、
市長会】

環境省 ○使用済小型家電の回収量を確保するため、初期投資費用及びラ
ンニングコストも含めた財政支援等を行うとともに、事業者や地
域の実情を踏まえて円滑に再資源化事業計画を認定すること。
○不法投棄等の誘因をなくすため、家電リサイクル法におけるリ
サイクル料金について、製品購入時に支払う「前払い制」を導入
すること。
○国内における家電製品等の再商品化を推進し、廃家電の海外流
出を防止するため、国として水際対策の徹底を図ること。

○初期投資費用及びランニングコスト
も含めた財政支援措置は不明。また、
事業計画認定は国の対応を注視する。
○国の家電リサイクル法の制度見直し
に当たり中央環境審議会が、
・リサイクル料金の｢前払い制」は今
後も検討
・水際対策の徹底を図るため、国機関
と自治体の情報共有等の連携強化、国
の適切な輸出確認を見具申(26.10.31)
したところであり、今後の国の具体的
な措置を注視する。

71 ＰＣＢ廃棄物の
処理推進につい
て
【生活環境部】

環境省 ○地方公共団体が処理責任者不明のＰＣＢ廃棄物の処理を余儀な
くされた場合、国として処理費用を財政支援するなど確実な処理
が実施される枠組みを整備すること。

○国は、まず中小企業者等のＰＣＢ破
棄物の早期処理を進めるほか、処理困
難事例へ対応は引き続き検討するとし
ており、今後の国の対応を注視する。

72 次世代自動車の
充電インフラ整
備促進について
【生活環境部】

経済産業省 ○充電インフラ整備目標を実現させるため、補助制度を継続実施
すること。
○課金システムの導入に必要な、追加のハード整備に対する財政
支援を実施すること。

○次のとおり予算措置された。
＜次世代自動車充電インフラ整備促進
事業＞
・H26補正：300億円
【事業内容】
新設の充電ステーション整備に加え、
・道の駅を重点的に整備すること、
・既存施設への課金システム導入に対
して補助するメニューが追加された。
（具体的な補助スキームは、今後公表
予定。）

73 地域情報通信基
盤整備に対する
支援の拡充につ
いて
【総務部】

総務省 ○地方公共団体が整備する光ファイバー等の地域情報通信基盤の
整備に対する支援を拡充するとともに、更新に対しても新たな支
援措置を講じること。

○地域情通信基盤整備支援に対する具
体的な動きはなし。引き続き要望をし
ていく。
○地域情報通信基盤に対する維持、更
新費用の支援に対する具体的な動きは
なし。引き続き要望をしていく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年7月9,28日実施分】

＜重点項目＞

74 朝鮮半島出身の
旧民間徴用者の
遺骨収集につい
て
【生活環境部】

経済産業省
厚生労働省

○朝鮮半島出身の旧民間徴用者の遺骨を発掘し、遺族に返還する
こと。

○H25.10.8の外務省への聞取で「遺骨
の早期返還については前向きに努力し
ているところ。」とのコメントあり。
その後、現在に至るまで状況に変化な
し。

75 食品表示の適正
化について
【生活環境部】

内閣府（消
費者及び食
品安全）

○都道府県知事に新たに付与される景品表示法の権限を円滑に執
行するため、人員確保や調査業務等に要する経費に対して必要な
財源措置を講ずるとともに、措置命令を行う場合の基準を明確に
すること。
○景品表示法の優良誤認表示に係る食品表示に係る「ガイドライ
ン」について、具体的事例を増やして充実するなど、引き続き判
断基準の明確化に努めること。
○食品表示法における食品表示基準を策定するにあたっては、消
費者にわかりやすく、誤解を与えないために必要と認められる事
項に限ったものとし、また、事業者に対して過剰な規制とならな
いようにすること。

○景品表示法に係る財源措置について
は、要望内容の反映なし。措置命令の
基準については、改正法の施行前の１
１月に消費者庁が作成したガイドライ
ンを各自治体に配布。
○優良誤認表示の判断基準は、策定困
難であり個別判断で対応とするも、具
体的事例は今後充実させる方向。
○食品表示基準については、H27.6月
までに消費者庁が策定。

76 警察の人的基盤
の整備について
【警察本部】

国家公安委
員会
総務省

○下記対策を講じるための警察官を増員すること。
・ストーカー、ＤＶ等人身安全関連事案対策
・特殊詐欺（振り込め詐欺等）対策
・原子力災害対策
・高速道路等における交通安全対策

○H27年度予算政府案に1,020人の増員
が盛り込まれた。
（内訳）
・人身安全関連事案対策の強化(680
人)
・特殊詐欺対策の強化(225人)
・我が国を取り巻く国際情勢の変化に
対応するための事態対処能力の強化
(115人)
○本県については、人身安全関連事案
対策の強化のための人員として、5人
の増員が認められた。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 「危険ドラッ

グ」の撲滅につ
いて
【厚生労働省】

内閣府（少
子化対策）
厚生労働省

○危険ドラッグは健康被害だけでなく、交通事故や事件など社会
へ多大な害悪をもたらしているが、指定薬物の化学構造の一部を
変えることで法の規制の網を逃れる行為が横行し、取り締まる側
と製造・販売する側で「いたちごっこ」が続いている。
  各自治体では独自の条例を設けるなど規制強化に乗り出してい
るが、本来、こうした規制は全国一律で実施することが基本であ
り、国において危険ドラッグの根絶に向けた次の抜本的な対策を
要望する。
①抜本的な規制強化への取組
②「危険ドラッグ」の危険性の啓発強化
③検査体制の構築・強化
④水際対策の強化
⑤依存症対策の強化

○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律
（旧：薬事法）が改正され、検査命令
及び販売等停止命令の対象物品の拡
大、指定薬物等である疑いがある物品
に係る広域的な規制の導入など、規制
の強化が図られた。（H26.12.17施
行）
○関税法の改正により指定薬物の輸入
を禁止する方向で調整されている。
○国（厚生労働省関係）の危険ドラッ
グ対策予算としては、分析・鑑定機器
の整備等、分析体制の強化や民間分析
機関への分析委託などの経費を計上。
・H26補正 4億円

2 米価下落等に伴
う稲作農家の収
入減少対策につ
いて
【農林水産部】

農林水産省 ○国が主導して過剰米を主食用米市場から隔離するとともに、米
の消費量の拡大を強力に推進するなど、国の責務として米の需給
調整を行うことにより、米価の安定を図ること。
○収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の支払を平成２６年度内
に前倒しすること。
○米の生産コスト削減を図るための技術開発、普及を一層推進す
ること。
○水田フル活用における飼料用米作付の取組が、継続的かつ安定
したものとなるよう、水田活用の直接支払交付金等による現行の
支援水準を維持すること。

○米価の安定やコスト削減の技術開発
等については、引き続き要望してい
く。
○ナラシ対策の支払の前倒しは行われ
なかった。
○飼料用米の作付推進については、支
援水準の維持が図られた。
＜経営所得安定対策等＞
・H27当初　6,733億円
・H26当初　6,723億円

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年10月16日実施分】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
【地方交付税関係】
○安定的な財政運営が可能となるよう、歳出特別枠、別枠加算を
堅持し、交付税総額を確保すること。
◯地方創生・人口減少の克服のための地方施策を拡充・強化する
必要があることから、「地方創生・人口減少対策費（仮称）」と
して地方財政計画に計上すること。
○地域が自主努力により取り組む行革や産業育成等の施策を最大
限支援する仕組みとすること。
◯国の主導による地方公務員給与の削減のための地方交付税総額
の圧縮を再び繰り返さないこと。
○法人住民税の一部を原資化して平成２７年度から措置される交
付税の配分にあたっては、財政力の弱い自治体に、より一層配慮
した仕組みとすること。
◯引上げ分の地方消費税について、引き続き、基準財政収入額へ
100%算入するとともに、社会保障制度の機能強化や機能維持等に
係る地方負担については、その全額を基準財政需要額に算入する
こと。

【地方交付税関係】
◯所得税(32%⇒33.1%)、法人税(34%⇒
33.1%)等、地方交付税の法定率が見直
された。
◯新たに地方創生に取り組むために必
要な経費(1兆円)が地方財政計画の歳
出に計上された。
◯「歳出特別枠(1.2兆円)」は縮小
(0.85兆円)されたが、地方創生や公共
施設の老朽化対策のための経費への振
替(0.35兆円)を含めると実質的に前年
度と同水準が確保された。また、「別
枠加算(0.61兆円)」 は地方税収の増
により縮小された(0.23兆円)。
◯地方の一般財源総額については、水
準超除きで＋0,7兆円(59.4兆円⇒60.2
兆円)と前年度を上回る額が確保され
た。また、臨時財政対策債を含めた実
質的な交付税総額は▲1.2兆円(22.5兆
円⇒21.3兆円)であった。

【税制関係】
○法人実効税率の引下げの検討等を行う場合には、大企業につい
ての外形標準課税の拡大等の代替措置により必要な地方税財源を
確保すること。
◯森林吸収源対策及び地球温暖化対策における地方の役割の重要
性を踏まえた安定的な地方税財源確保の仕組みを構築すること。

【税制関係】
○法人実効税率引下げに伴う代替財源
の確保
・大企業に係る外形標準課税の拡大
（2年間で現行の１／４から１／２に
段階的に拡大）
・欠損金繰越控除の見直し、受取配当
等益金不算入の見直し、租特の見直し
等による課税ベースの拡大
○森林吸収源対策及び地方の地球温暖
化対策に関する財源の確保
・新たな仕組みの導入に関し、森林整
備等に係る受益と負担の関係に配意し
つつ、ＣＯＰ21 に向けた2020年以降
の温室効果ガス削減目標の設定までに
具体的な姿について結論を得る。

2 高速道路ネット
ワークの早期整
備について
【県土整備部】

国土交通省 ○高速道路ネットワークの県内全線の早期完成に向けて、残る事
業中区間の整備促進とともに、ミッシングリンク解消に向けた調
査・検討を進めること。
・「鳥取西道路」全線の平成29年度一体的供用
・「北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び全線自動車専
用道路としての早期事業再開に向けた計画段階評価の促進
・『山陰近畿自動車道の「山陰道～鳥取市福部町」』の計画段階
評価に向けた調査促進
・「米子市～境港」の道路のあり方の検討促進
・「鳥取自動車道」における付加追越車線の早期供用
・「米子自動車道」及び「米子道路」の４車線化並びに「米子道
路」の付加追越車線の早期供用
・地域高規格道路の整備促進

【道路整備事業予算の決定額】
○道路整備事業予算の決定額は、
16,602億円（H26当初16,579億円）
で、前年度より微増である（対前年伸
率1.00）。
【山陰道などの全国ミッシングリンク
の整備】
○平成27年度予算においては「全国
ミッシングリンクの整備」としての整
理が行われていないため、正確な要求
額や対前年度伸率は把握できないが、
「全国ミッシングリンクの整備」に相
当すると想定される「道路ネットワー
クによる地域・拠点の連携とインフラ
を賢く使う取組の推進」及び「効率的
な物流ネットワークの強化」について
は、総額として対前年度伸率1.01倍と
なる7,142億円が計上されていること
から、「全国ミッシングリンクの整
備」の予算は今年度並みの水準を確保
されることが期待される。
【岩美道路などの地域高規格道路の整
備】
○地域高規格道路（補助事業）につい
ては対前年1.00倍となる485億円が計
上されている。岩美道路等の整備を推
進するため、予算の重点配分を引き続
き国に働きかけていく。

3 北東アジアゲー
トウエイ「境
港」の重点整備
について
【県土整備部】

国土交通省 ○竹内南地区複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業
〔直轄事業〕の事業化を実現すること。
○中野地区国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施
により早期完成すること。

○港湾整備事業（国費・全国）は、
2,314億円（H26当初2,312億円）の予
算措置がされた（対前年伸率1.00）。
○箇所付は予算成立後に判明。新規箇
所（竹内南地区）は予算成立前の事業
評価時に判明するため、引き続き注視
する。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

1 地方税財政の充
実、強化につい
て
【総務部、農林
水産部】

総務省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

4 総合的な土砂災
害対策の推進に
ついて
【県土整備部】

国土交通省 ○砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業等の着実な事業実施に対する
支援を行うこと。
○住民自らが適切な行動をとることができるようにするためのソ
フト施策や中山間地域等における住宅改築等の支援を推進こと。
○市町村の避難勧告等につながる「土砂災害警戒情報」を補足す
る「土砂災害危険度情報」の効果的な伝達方法の構築やこれらの
防災気象情報の基本データとなる解析雨量等の精度向上など、住
民の早期避難に資するソフト対策の推進を図ること。

○治水事業について、次のとおり予算
措置された（国費：全国）。
・26当初　：7,548億円
・27予算案：7,555億円
　　（対前年比：1.00）
○土砂災害防止法に基づく基礎調査へ
の防災・安全交付金による支援につい
ては、次のとおり。
・都道府県による確実な実施を支援す
るため、平成２７年度予算より社会資
本総合整備（防災・安全交付金）に優
先配分枠を設置。
・予算編成時においては、70億円を優
先的に確保。
○砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及
び確実なソフト対策の推進並びに特別
警戒区域にある住宅の防災機能を高め
る改築等についての新たな支援策は予
算措置はされたが、制度等の具体的内
容は不明であるため、今後も国の動向
を注視する。

国土交通省 ○大橋川改修事業にあたっては、下流域の中海湖岸堤の整備の促
進を図り、以後の整備について順次前倒して着手すること。

○治水事業について、次のとおり予算
措置された（国費：全国）。
・26当初　：7,548億円
・27予算案：7,555億円
　　（対前年比：1.00）

○中海の水質改善に向けて、国レベルで実施されている流動や堤
防開削に係る影響の調査等により、汚濁機構等の解明を図るこ
と。

○平成26年12月に、「日本の汽水湖～
汽水湖の水環境の現状と保全～」を公
表した（環境省）。
・人為的な要素に伴う塩分変化とし
て、中海の森山堤防開削・西部承水路
堤防撤去後、本庄水域の塩分成層形成
と暖候期の底層貧酸素化について調査
結果を掲載

○浅場造成、植生帯の復元に加え、中海の海藻回収による湖底環
境の改善など、新たな対策の検討も含め、具体的な水質浄化対策
を積極的に推進すること。

○現時点で浅場造成、植生帯の復元以
外の新たな対策の検討に関する情報な
し（国交省）。
○その他、次のとおり予算措置された
（環境省）。
＜湖沼水環境新規基準対策検討事業＞
・H27：36,977千円（H26：38,923千
円）
（事業内容）
・湖沼底層溶存酸素・透明度改善モデ
ル事業（13,990千円）として、地方公
共団体にモデル事業を委託実施。
・水質予測計算
・水質・水環境保全対策、制度の検討

6 日本海国土軸を
形成する整備新
幹線など高速鉄
道網の整備につ
いて

国土交通省 ○山陰新幹線をはじめとする整備新幹線の整備が遅れている地方
に対する在来線を含めた総合的な高速鉄道網の整備の方向性を示
すこと。

○平成25年度から継続して「幹線鉄道
の高速化・利便性向上に向けた全国調
査」の実施が予定されているが、調査
内容が公開されていないため詳細不
明。

国土交通省
防衛省

○ターミナルビルの利用者や空港エプロンのスポット運用が過密
状態にあることから、次のとおり米子鬼太郎空港の機能強化を図
ること。
・エプロン機能の拡大
・民間事業者が空港施設を拡充する際の補助制度の創設

○反映されておらず、引き続き要望し
ていく。

国土交通省 ○新たな路線誘致等を進めるため、次のとおり米子鬼太郎空港の
着陸料軽減等の措置を講じること。
・現行の着陸料軽減措置の継続
・着陸料軽減措置の強化、拡大
・停留料、保安料、航行援助施設利用料の免除又は軽減

○現行の着陸料軽減措置のみ継続。他
は引き続き要望していく。

5 斐伊川水系中海
の護岸整備及び
水質保全対策の
推進について
【生活環境部、
県土整備部】 国土交通省

環境省

7 地方空港の活性
化について
【地域振興部】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

8 環太平洋経済連
携協定(ＴＰＰ)
交渉及び日豪Ｅ
ＰＡについて
【未来づくり推
進局、農林水産
部】

農林水産省 ○ＴＰＰ交渉にあたっては、国民への情報開示を行うとともに、
慎重に検討、判断すること。
○ＴＰＰ等の検討に際し、国内農林水産業への影響を鑑み、競争
力強化などに向けた抜本的支援を行うこと。

○ＴＰＰについては、交渉参加12カ国
の聞で、3月の大筋台意に向けた機運
が高まっており、日米協議も大詰めの
交渉中。
○国に対してはこれまで、「協定締結
に向けた判断についての国民的議論」
と「国内農林水産業への影響に鑑みた
抜本的対策の構築」について、度々求
めているが、報道情報だけが先行する
中、固からの情報開示や説明は不十分
と思われる。
○国産農畜産物の安定供給や輸出促進
等のための施設整備するため、経済対
策で176億円が措置され、当初予算で
も昨年並みの予算が概算決定された。
＜強い農業づくり交付金＞
・H27当初　231億円
・H26補正　176億円
○日本型直接支払制度は昨年並みの予
算が概算決定された。
＜多面的機能支払交付金＞
・H27当初予算：483億円（対前年比
100.0%）
＜中山間地域等直接支払交付金＞
・H27当初予算：290億円（対前年比
101.8%）
＜環境保全型農業直接支払交付金＞
・H27当初予算：26億円（対前年比
98.6%）

9 農林水産業の競
争力強化に向け
た農政改革につ
いて
【農林水産部】

農林水産省 ○農業改革については、農業者や農業団体、地域住民などの現場
の意見を踏まえ、慎重に検討すること。

○現在、法改正について協議が進めら
れているが、引き続き、国に対して地
域の農協の実状をよく見ながら最終的
な改革案の議論を進めるよう求めてい
く。

10 農地制度のあり
方の見直しにつ
いて
【農林水産部】

農林水産省 ○農地の総量確保の仕組みを充実するため、市町村が主体的に設
定した目標の積み上げを基本とし、それぞれが責任をもって目標
達成のための施策に取り組むよう制度を見直すこと。
○農地転用許可等について、迅速な事務処理化等のため、大臣許
可・協議を廃止し、市町村に権限を移譲するよう制度を見直すこ
と。

○農地の総量確保の目標については国
と地方の協議の場の設定等、実状を反
映させる仕組みを構築すること。ま
た、農地転用許可は一定の条件は付さ
れたものの地方自治体に権限を移譲さ
れることが閣議決定された。

11 米価下落に伴う
稲作農家の収入
減対策について
【農林水産部】

農林水産省 ○国が主導して過剰米を主食用米市場から隔離するとともに、米
の消費量の拡大を強力に推進するなど、国の責務として米の需給
調整を行うことにより、米価の安定を図ること。
○収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の発動に当たって、十分
な予算を確保するとともに、支払の一部を年度内に前倒しするこ
と。
○米の生産コスト削減を図るための技術開発、普及を一層推進す
ること。
○水田フル活用における飼料用米作付の取組が、継続的かつ安定
したものとなるよう、水田活用の直接支払交付金等による現行の
支援水準を維持すること。

○ナラシ対策の増額に加え、米価変動
補塡交付金廃止に伴うナラシ対策移行
の円滑化対策（２６年産限りで、ナラ
シ対策未加入者に対して国補填額の１
／２を交付）及び安定販売に向けた産
地の自主的な取組を支援策が新設され
た。
○米価下落対策として、平成２６年度
補正予算において稲作農家のコスト低
減の取組を支援する「稲作農家の体質
強化緊急対策」が創設された。
＜経営所得安定対策等＞
・H27当初　6,733億円
・H26当初　6,723億円
＜稲作農家の体質強化緊急対策事業＞
・H26補正　200億円

12 林業・木材産業
の成長産業化や
地方創生に向け
た予算の確保に
ついて
【農林水産部】

農林水産省 ○今年度限りとされている森林整備加速化・林業再生基金に代わ
る新たな自由度の高い交付金制度を創設するなどの十分な財政措
置を講ずること。

○平成26年度補正予算において、「森
林整備加速化・林業再生対策」（546
億円）が計上され、平成27年度まで実
施可能となった。

13 太平洋クロマグ
ロ資源管理の取
組について
【農林水産部】

農林水産省 ○クロマグロの成魚（30kg以上）の管理、日本海の産卵期の漁獲
管理については、地域の漁業実態や大中型まき網業界の自主規制
措置に配慮し、漁業者の意見を聞いた上で検討すること。
○クロマグロの資源管理について、地域経済への影響を十分配慮
すること。

○現在までは特段の動きなし。
○漁獲が開始される６月頃までに大中
型まき網業界との管理措置に関する協
議が実施される見込み。

14 有害赤潮プラン
クトン対策につ
いて

農林水産省 ○日本海で発生した有害赤潮プランクトンが山陰沿岸域に漂着
し、大きな漁業被害を与えることから、関係国と連携した防除対
策により、発生防止を図ること。

○具体的な動きなし。
○引き続き要望する。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

15 ６次産業化の推
進について
【農林水産部】

農林水産省 ○６次産業化を強力に推進するため、６次産業化サポートセン
ターの運営に係る予算を十分に確保すること。（６次産業化ネッ
トワーク活動推進交付金）
○大規模な６次産業化の取組を推進するため、６次産業化のハー
ド事業にかかる補助金額の上限を設けないこと。（６次産業化
ネットワーク活動整備交付金）

【6次産業化ネットワーク活動推進交
付金】
○H27予算案では、813百万円とほぼ前
年同額（対前年比98%）となってい
る。
鳥取県への配分も、前年どおり十分に
確保されないことが見込まれるため、
今後も引き続き十分な予算確保を要望
していく。
【6次産業化ネットワーク活動整備交
付金】
○H27予算案では、補助上限額が設定
されるうえ、補助率も低下することが
示された。
・補助上限額：1億円（H26：上限無
し）
・補助率：3/10（H26：1/2）
○引き続き上限額撤廃とともに、補助
率を従来どおり１／２に引き上げるよ
う要望していく。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

○原子力発電所の安全確保は絶対的なものではなく、万が一の事
故に対する防災対策の強化が重要であり、国の責任で強化に取り
組むこと。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

○緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制初期投資
として、原子力環境センター（県モニタリング本部）等を平成２
７年度までに確実に整備できるよう、国において必要な財源を措
置すること。

内閣府（原
子力防災）

○原子力災害時における屋内退避施設の確保のため、医療・社会
福祉施設の放射線防護対策事業について、引き続き国交付金によ
る予算措置を行うこと。また、要援護者搬送用車両について整備
できるよう、予算措置を行うこと。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

○原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費等の国交付
金対象外についても、国が財源措置すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省

○要援護者の避難のための特別な移動手段、避難に当たって入院
患者等に付き添う看護師など医療従事者の確保等について、国が
関与して方針を示すとともに、体制を整備すること。

○要配慮者搬送用車両の整備について
は、H27当初予算案に11億円が計上さ
れたことを受け、本県に配分されるよ
う引き続き要望していく。
○災害時要援護者の広域的な避難体制
の整備については、明確な方針が示さ
れていないため、引き続き要望してい
く。

16 原子力発電所周
辺地域における
防災対策の強化
について
【総務部、危機
管理局、生活環
境部、福祉保健
部】

○原子力発電施設等の立地県又は隣接
県を対象に以下のとおりの予算となっ
ており、原子力環境センター（県モニ
タリング本部）の整備等の原子力防災
体制の整備（初期投資）が必要な本県
への予算の確保がなされるよう引き続
き要望していく。
＜原子力発電施設等緊急時安全対策交
付金〔内閣府〕＞
・H27年予算案 121. 7億円
＜放射線監視等交付金〔原子力規制委
員会〕＞
・H27年予算案 71. 7億円
○人件費等の国交付金対象外につい
て、国等が相応の負担を行う仕組みを
構築することについては、具体的な動
きなし。引き続き要望していく。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

原子力規制
委員会
内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

【原子力行政における情報の透明化等について】
○福島第一原発事故に関する徹底した情報公開、原子力発電所の
状況や放射性物質の影響等に関する緊密な情報共有など、情報の
透明化を徹底し、地方自治体との連携を深めること。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【再稼働に向けての国の対応について】
○再稼働の判断に当たっては、立地県のみならず周辺地域の意見
を聴き、意見を踏まえて行うこと。また、新規制基準や新たな知
見により厳格に審査を行い、安全対策の進ちょく状況等も精査
し、国が責任を持って判断し、国民に説明し理解を得ること。

○再稼働に向けての国の対応について
は明確な方針が示されていないため、
引き続き要望していく。

経済産業省 【中国電力の周辺地域における対応について】
○中国電力に対し、安全協定の立地自治体と同等の内容への必要
な見直しを迅速に行うよう指導するとともに、再稼働に向けての
一連の手続きに際し、立地自治体と同等に対応するよう指導する
こと。

○中国電力株式会社への指導等につい
ては、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）

【新規制基準適合性審査について】
○地震・津波について、最新の知見を反映し改めて確認を行うと
ともに、島根原発２号機に係るフィルタベントや事故時における
組織としての危機対応力などの新規制基準の適合性確認審査を厳
正に行うこと。また、その結果について、鳥取県、米子市及び境
港市並びに地域住民へ丁寧かつ充分に説明を行うこと。

○現在島根原子力発電所２号機に係る
新規制基準の適合性確認審査が行われ
ており、今後もその動向を注視しなが
ら、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【汚染水対策について】
○島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させるこ
と（事故時の地下水への対応、放射能汚染水の回収、処理、貯蔵
及び流出防止策等）。また、国においてもその内容を精査し、丁
寧かつ十分に説明するとともに、汚染水対策については法的にも
担保するように措置すること。

○汚染水対策については特に動きな
し。引き続き要望していく。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【周辺地域の意見を反映する仕組みについて】
○原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声
が確実に反映される法的な仕組みを検討し、整備すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

○北朝鮮による拉致問題再調査の初回
報告が遅れていることに対して、政府
は北朝鮮に、速やかに報告することを
強く求めている。なお、家族会は報告
期限の設定を求めているが、政府は
「期限を切るよりも、調査を迅速に行
い、その結果を速やかに報告すること
を強く求めている」として報告期限の
設定に慎重な考えを示している。
○拉致被害者等支援法が改正
（H27.1.1施行）され、新たな拉致被
害者等の帰国に備えた支援策の拡充が
図られた。
（H27年度予算に計上されたもの）
・拉致被害者等給付金及び滞在援助金
・老齢給付金
・拉致被害者の子供の国民年金の追納
支援
・帰国前国民年金相当額の特別給付金
　　等
○拉致問題の解決に向けて、より一層
積極的な要望活動等を行う。

19 社会福祉法人に
対する指導監督
権限の強化につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○社会福祉法人に対する所轄庁の指導監督について、財務会計面
での具体的な監査基準を整備するなど、早急に抜本的な制度改革
を行うこと。

○現在国の社会保障審議会福祉部会に
おいて、社会福祉法人の監督のあり方
を含む制度全体の見直しが議論されて
おり、その結果を盛り込んだ法改正が
予定されていることから、その内容を
踏まえ、引き続き要望が必要かどうか
判断する。

20 手話言語法（仮
称）の制定につ
いて
【福祉保健部】

内閣府（少
子化対策）
厚生労働省

○手話言語法（仮称）を制定すること。
これにより難い場合であっても、少なくとも障がい者のコミュニ
ケーションを保障する法律を制定すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

拉致問題の完全
解決について
【総務部】

内閣官房
（拉致問
題）
外務省

○政府として毅然として交渉し、松本京子さんをはじめとする拉
致被害者全員の帰国を、一刻も早く実現すること。

17 周辺地域の意見
に基づいた原子
力発電所の運用
について
【危機管理局】

18
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

○介護保険費用総額の縮減に向けた抜本的な見直しを行うこと。 ○低所得者対策として別枠で公費を投
入し実施される介護保険1号保険料料
軽減強化について、H27.4～H29.3は第
一段階保険料基準額の50%減額からさ
らに5%追加減額（結果45%減額）する
負担軽減が実施される。国（1/2負
担）は必要なH27予算を確保（全国で
200億円）
○介護報酬▲2.27%，地域区分係数▲
0.7%の閣議決定がなされた。（H27.4
実施）

○居宅ケアマネージャーが小規模多機能型居宅介護のケアプラン
を担当できるようにすること。

○具体的な動きなし。引き続き国の動
きを注視していく。

22 介護人材確保対
策について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○介護職員の処遇改善やイメージアップ対策など、人材対策の全
国的な展開を図るとともに、修学資金貸付制度などの各県の対策
への支援を行うこと

○介護職員の処遇改善加算が継続され
ることとなった。
○地域医療介護総合確保基金（人材対
策部分H27予算額：全国９０億円）が
来年度整えられ、介護従事者の確保に
関する事業も対象となる。ただし、介
護福祉士修学資金貸付制度は、基金の
対象に含まれなかったため、対象事業
とするよう引き続き要望する。

23 サービス付き高
齢者向け住宅入
居者に係る住所
地特例制度の遡
及適用について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例に関し、適用範囲を
過去の入居者まで拡大すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

内閣府（少
子化対策）
文部科学省
厚生労働省

【子ども・子育て支援新制度】
○幼児教育、保育、子育て支援の量的拡充と質の改善が実現され
るために必要となる総額を確保すること。

○消費税率引上げは先送りされたが、
消費税10％時の0.7兆円の範囲で実施
することが予定されていた質の改善は
全て実施できる財源が確保された。な
お、子育て支援策のさらなる充実のた
め１兆円超の範囲で実施される予定の
質の改善については、財源が確保され
ていない。

○認定こども園に係る公定価格の単価の必要な見直しを早急に行
い提示するとともに、早期の確定を行うこと。

○認定こども園に係る公定価格につい
ては一定の見直しが行われた。最終的
な単価の提示及び確定は今後示され
る。

【地域少子化対策強化交付金】
○出会いから妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援を実施で
きるよう地域少子化対策強化交付金を恒久的な事業として確立す
るとともに、交付額の拡大と柔軟な制度運用を行うこと。

○H25補正と同額の30.1億円がH26補正
により措置された。
・都道府県交付額上限：4,000万から
5,000万円に引き上げ
・柔軟な制度運用：婚活イベントは引
き続き対象外、広報経費が大部分を占
める事業が対象となる。

25 ワクチンの定期
接種化について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○ワクチンで予防できる病気にかからないようにするために、速
やかにおたふくかぜ及びＢ型肝炎の予防ワクチンを予防接種法の
対象として、定期接種とすること。

○国の専門部会において、定期接種化
の議論がなされており、引き続き国の
動向を注視していく。

26 エボラ出血熱対
策に必要な財政
的支援について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○保健所、医療機関等がエボラ出血熱の資機材、装備品等を整備
するのに必要な経費を支援すること。

○個人防護具については、補正対応さ
れたが、その他の資機材、装備品等に
ついては対応なし。今年の1月29日に
は関西広域連合としても再度要望した
ところ。

27 軽度外傷性脳損
傷に係る周知及
び適切な認定に
ついて

厚生労働省 ○軽度外傷性脳損傷について広く周知を図るとともに、早期に診
断基準を確立し、適切に認定できるよう取組を進めること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

28 薬剤師の確保に
ついて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○国は薬剤師の役割を拡大し需要を喚起してきた一方で、薬学部
６年制化や近年の新規免許取得者数の激減により薬剤師不足が深
刻となっており、この構造的な問題の解決を図ること。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

29 持続可能な国民
健康保険制度の
構築
【福祉保健部】

厚生労働省 ○現在、国が法案の提出を目指している市町村国民健康保険の都
道府県化において、国は国保の財政上の構造問題の解決策を示し
た上で、持続可能な医療保険制度となるよう検討すること。

○毎年約3,400億円の財政支援が示さ
れたが、現在の赤字補てんでしかな
く、今後増嵩する医療費への対応は反
映されていない。

21 持続可能な介護
保険制度の構築
について
【福祉保健部】

厚生労働省

24 子ども・子育て
支援新制度など
の少子化対策の
充実について
【福祉保健部】

内閣府（少
子化対策）
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

30 学校施設の耐震
化の促進及び防
災機能の向上に
ついて
【教育委員会、
地域振興部】

文部科学省 [私立・公立共通]
○学校設置者が整備計画どおりにすべての耐震化事業を実施でき
るよう、十分な予算を確保するとともに、耐震化補助事業の充
実・改善を図ること。
○学校施設の避難場所としての機能を高めるための補助制度を充
実させるとともに、現在、屋外防災施設の整備のみが対象となっ
ている高等学校について、対象工事の拡充を行うこと。
○非構造部材の耐震対策について、学校設置者による点検がス
ムーズに実施できるよう、明確な基準及び点検方法を示すこと。
[公立のみ]
○公立学校施設の耐震・防災対策に関する地方財政措置を継続す
るとともに、実情に沿った補助単価とすること。
○公立学校施設の耐震化事業について、国庫補助率の嵩上げ措置
を平成２８年度以降も延長すること。

○公立学校施設の耐震化（国費・全
国）については、次のとおり予算措置
された。
・H27当初　2,049億円
・H26当初　1,271億円
・H26補正　　408億円
○私立学校施設の耐震化予算措置はや
や改善されたが（前年当初予算比
519,266千円増）、制度改正がなされ
ておらず、引き続き要望が必要。
○非構造部材の基準及び点検方法につ
いては、H26年度中を目処にガイド
ブックを改定予定。
○高等学校における防災機能強化のた
めの補助制度の充実、耐震・防災対策
に係る地方財政措置の計測・補助単価
の引上げ、耐震化事業に係る国庫補助
率の嵩上げ措置の延長に関する具体的
な動きはなし。引き続き要望する。

31 ２０２０年東京
オリンピック・
パラリンピック
開催に向けたス
ポーツ振興の取
組への支援につ
いて
【文化観光ス
ポーツ局】

文部科学省
内閣官房
（東京オリ
ンピック・
パラリン
ピック）

○スポーツ振興に意欲的に取り組んでいる地方に対して、キャン
プ地誘致等への積極的な支援を行うこと。
○本県のスポーツ施設をパラリンピックナショナルトレーニング
センター競技別強化拠点に位置づけること。

○ナショナルトレーニングセンター競
技別強化拠点施設活用事業として、
8.8億円が確保された。
○ナショナルトレーニングセンター
（中核拠点）では対応困難な競技につ
いて、既存の施設を利用した選手強化
事業を拡充することとされており（オ
リンピック競技２６拠点→２８拠点、
パラリンピック競技２拠点→１３拠
点）、今後、国から示される具体的方
針を踏まえ、必要な対応を取ってい
く。

32 小規模基本法及
び改正小規模支
援法に係る商工
会、商工会議所
向け予算の地方
交付税措置につ
いて

総務省
経済産業省

○小規模基本法及び改正小規模支援法に対する附帯決議のとお
り、商工会及び商工会議所が小規模事業者の支援ニーズに的確か
つ十分に応えられる支援人材の体制が確保できるよう、都道府県
による商工会、商工会議所向け予算について、地方交付税の増額
措置を行うこと。

○都道府県に対する商工会、商工会議
所向け予算については、経済産業省か
ら総務省へ人件費、事業費ともに増額
の要望が提出されているが、地方交付
税に係る措置の結果については現時点
では不明。（H27年8月頃に前年度との
比較が可能となる）

33 正規雇用への転
換促進のための
地方中小企業の
社会保険料負担
の軽減について
【商工労働部】

厚生労働省 ○非正規から正規雇用への転換を促進する企業の取組を積極的に
支援すること。
○特に経済基盤の脆弱な地方中小企業の正規雇用転換を推進する
ため、当該取組を進める地方中小企業について、社会保険料負担
軽減を行うこと。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

文部科学省 ○ユネスコの正式プログラム化を積極的に推進すること。 ○H27.11月に開催予定のユネスコの次
期総会において、正式プログラム化が
決定されるよう検討作業が進められて
おり、国もその方針を支持、支援して
いる。

○国内におけるジオパーク活動を推進するため、国において一体
的な推進体制を整えること。

○H27.11月にジオパーク国会議員連盟
が発足し、その窓口が内閣府に設置さ
れるなど、横断的な取組が始まってい
る。

○学校教育や社会教育でのジオパーク活用を進めるとともに、各
地のジオパークと連携してジオパーク自体の普及啓発と国内加盟
地域の国内外へのＰＲを行うこと。

○H26.9月に、環境省が国立公園とジ
オパークの連携に関する啓発パンフを
作成し、関係機関への配布を行ってい
る。

環境省 ○山陰海岸ジオパークの魅力をさらに発信するための施設整備等
について、重点的な予算の確保など積極的に取り組むこと。

○ジオパークの拠点施設となる鳥取砂
丘ビジターセンターの整備について、
H27年度には基本設計を行うための経
費が盛り込まれた。

○メタンハイドレート調査・開発を進めるに当たっては、採取に
よる環境への影響評価手法の研究等開発が想定される周辺環境の
影響を十分に調査し、そのために必要な予算を確保すること。

○メタンハイドレートに関する調査研究の機能や開発技術等を地
方にも分担させるとともに地方の人材等の活用を図ること。その
ために必要な予算措置等を実施すること。

○調査・研究による埋蔵量把握や技術開発を経て、本格的な採
掘、実用化、商業化へと至るロードマップを策定し、その着実な
進捗を図ること。

34 ジオパーク活動
の取組への支援
について
【生活環境部】

文部科学省
環境省

35 表層型メタンハ
イドレートの調
査研究について
【生活環境部】

経済産業省 ○次のとおり予算措置された。
＜メタンハイドレート開発促進事業＞
・H27：140.3億円（H26：127.3億円、
H26補正：20.0億円）〕
（事業内容）資源量把握に向けた広域
調査や地質サンプルの調査海域が拡大
されるほか、資源回収技術の調査等が
開始される。また、平成27年度調査で
は、鳥取県沖で地質サンプルの取得が
実施される見込み。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成26年11月20日実施分】

○接続保留など系統接続に係る諸課題の早期解決に向けて、系統
運用のルールの見直しや系統増強の方策とその費用負担のあり方
などについて、電力会社と共同して新たな対策の検討を行い速や
かに実施すること。

○次のとおり予算措置された。
＜再生可能エネルギー熱利用加速化支
援対策費補助金＞
・H27:80.0億円（H26:40.0億円、H26
補正：60.0億円）〕
（事業内容）
・熱利用設備導入に対する補助

○再生可能エネルギーの参入意欲が高まるよう、電源別の特性に
合わせて固定価格買取制度の調達価格や期間の設定に当たっては
十分に配慮すること。

○H27.1月の固定価格買取制度見直し
において、出力抑制で太陽光以外の再
生可能エネルギー（小水力、地熱、バ
イオマス）が配慮される見直しが行わ
れた。

○将来的な接続容量不足の解消に向けて、蓄電池導入のための支
援策創設やR-水素の実用化のための技術的検討を推進すること。

○次のとおり予算措置された。
＜再生可能エネルギーの接続保留への
緊急対応＞
・H26補正：744.0億円・
（事業内容）
・遠隔での出力制御技術の確立
・発電事業者の蓄電池設置支援
・電力会社の大規模蓄電池設置実証の
支援
＜再生可能エネルギー余剰電力対策技
術高度化事業費＞
・H26補正：65.0億円
（事業内容）
・蓄電池技術の設置コストダウン技術
の高度化
＜水素社会関連予算＞
・H27：119.0億円、H26補正：318.0億
円
（事業内容）
・家庭用燃料電池導入支援
・水素供給設備整備事業費補助金
・水素利用技術宇研究開発事業
・未利用エネルギー由来水素サプライ
チェーン構築実証事業
・水素エネルギー貯蔵・輸送等技術開
発
○蓄電池設備設置支援やコスト低減に
対しての取組が盛り込まれた。R-水素
の技術については、水素を利用した技
術検討に取組まれつつある。

37 番号制度導入に
係るシステム対
応と費用負担に
ついて
【総務部】

内閣官房
（社会保
障・税一体
改革）
総務省

○番号制度の導入に伴い発生する関連システムの構築・改修及び
維持管理等を含めた必要な経費については、原則、国が負担する
こと。
　特に、国が設定した補助金の上限額と、地方公共団体の見積額
に乖離が生じているものについては、不足額に係る必要な財政措
置を講ずることとし、補助金の交付についてもシステムの整備期
間に配慮して、柔軟な取扱いとすること。
○番号制度導入に必要な団体内統合宛名システムの新規整備や各
種システムの改修に地方公共団体が取り組むためには、国が整備
を進める情報提供ネットワークシステム、インターフェイスシス
テム及び中間サーバーに係る仕様の早期確定と情報連携プラット
フォームに係る中間サーバー利用のための詳細情報が必要不可欠
であることから、これらの情報提供を早期に行うこと。

○H26補正予算で番号制度に係る地方
公共団体の関係システム整備への支援
として、409.3億円の増額補正が決定
された。（整備するシステムにより国
庫補助2/3～10/10で、国庫裏の地方負
担分は普通交付税又は特別交付税措
置。）
○情報提供ネットワーク等の詳細情報
について、H27.2月までに提示するス
ケジュールが示された。

38 警察の人的基盤
の整備について
【県警本部】

国家公安委
員会
総務省

○下記対策を講じるための警察官を増員すること。
・ストーカー、ＤＶ等人身安全関連事案対策
・特殊詐欺（振り込め詐欺等）対策
・原子力災害対策
・高速道路等における交通安全対策

○H27年度予算政府案に1,020人の増員
が盛り込まれた。
（内訳）
・人身安全関連事案対策の強化(680
人)
・特殊詐欺対策の強化(225人)
・我が国を取り巻く国際情勢の変化に
対応するための事態対処能力の強化
(115人)
○本県については、人身安全関連事案
対策の強化のための人員として、5人
の増員が認められた。

36 再生可能エネル
ギーのさらなる
導入促進につい
て
【生活環境部】

経済産業省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等
1 地方創生のため

の対策の着実な
実施について
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（地方創
生）

○地方から東京圏等への人口流出に歯止めをかけ、地方への新た
な人の流れをつくるため、企業・大学・政府機関等の地方分散対
策について、国策として強力に推進すること。
○出生率を向上させるためには、経済的な負担の軽減が最も必要
であり、子育てに対する経済的負担の軽減や大学までの教育費の
負担軽減など、抜本的な少子化対策を国策として強力に推進する
こと。
○新たな交付金制度の制度設計にあたっては、地方が総合戦略に
定める政策目標の達成結果によって交付金の返還を求めらること
なく、地方が大胆にチャレンジできる制度設計とすること。
○これまで提案している国家戦略特区について、早期に対策を講
じることができるよう、地方創生特区として採択するなど即応性
の高い柔軟な対応を検討すること。

【地方分散対策】
○国の「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」においては、政府関係機関の地
方移転について、平成29年度以降に具
体化を図っていく旨が明記されてお
り、本県の実情を踏まえて具体の機関
の検討を行いながら国に対して働きか
けていきたい。
【特区、規制緩和】
○県から国家戦略特区提案を5件行っ
ているところであるが、一部は国家戦
略特区の指定によらず一定の規制緩和
がなされた（中山間地域等直接支払制
度、農地転用、免税店、地域限定通訳
案内士）。その他、3月にも指定され
る地方創生特区の動向を注視してい

2 地方創生を実現
するための地方
分権改革の推進
について
【未来づくり推
進局】

内閣官房
（地方創
生）

○提案募集方式による地方からの意欲と知恵がある提案を真摯に
受け止め、さらなる地方の意欲を引き出すことにつながるよう、
原則実現する方向で取り組むこと。
○本県からの提案及び本県が参加する関西広域連合や中国地方知
事会からの提案のうち、地方分権改革有識者会議の当面の方針に
おいて、「更に論点の整理等を行い可能な限り提案の実現に向け
努力する」に分類されたものについて、提案の実現に向け真摯に
取り組むこと。
○地方創生を強力に進める観点から、地方分権改革の取組を一層
推進する必要があり、これまで地方が強く求めてきた農地制度の
見直しやハローワークの地方移管の取組を推進すること。

【地方分権改革の推進】
○地方から熱意ある多様な提案が数多
く提出され、そのうちの６割について
国は何らかの対応を行うとする対応方
針を閣議決定した。法律改正が必要な
事項については第５次一括法案が通常
国会に提出される。
○地方分権改革の最大の懸案事項で
あった農地制度について転用許可権限
が都道府県等に移譲されることとな
り、これまでの分権改革の取組の中で
も特筆すべき改革が実現した。
○一定の前進を見たものの、国の対応
の中には平成２７年中に検討を行うと
するものなども含まれており、適切に
フォローアップすることが必要。ま
た、ハローワークの移管は依然実現さ
れておらず、特区等の成果検証を速や
かに行いつつ、引き続き移管を求めて
いく。

3 地方税財政の充
実・強化につい
て
【総務部】

総務省 ◯消費税引き上げの延期により生じる財源不足に責任を持って対
応するとともに、地方創生にも資する喫緊の諸課題への適切な対
策について、時期を逃さず確実に講じること。
◯まち・ひと・しごと創生総合戦略において地方創生の取組に必
要な経費を地方財政計画の歳出に計上することが明記されたが、
交付税総額が削減されることのないよう、歳出特別枠や地域の元
気創造事業費との一本化等による交付税総額の圧縮は行わず、歳
出特別枠、別枠加算を堅持し、交付税総額の確保を最優先とする
こと。
◯地方においては、今後さらに人口減少対策や地域経済活性化の
ための地方施策を拡充・強化する必要があることから、地方創生
に必要な財源を中長期的に確保すること。
◯８％引き上げ分の地方消費税について、基準財政収入額への１
００％算入を引き続き実施するとともに、社会保障制度の機能強
化や機能維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政
需要額に算入すること。
○法人住民税の一部を原資化して平成２７年度から措置される交
付税の配分にあたっては、制度創設の趣旨に則り、財政力の弱い
自治体に、より一層配慮した仕組みとすること。

◯所得税(32%⇒33.1%)、法人税(34%⇒
33.1%)等、地方交付税の法定率が見直
された。
◯新たに地方創生に取り組むために必
要な経費(1兆円)が地方財政計画の歳
出に計上された。
◯「歳出特別枠(1.2兆円)」は縮小
(0.85兆円)されたが、地方創生や公共
施設の老朽化対策のための経費への振
替(0.35兆円)を含めると実質的に前年
度と同水準が確保された。また、「別
枠加算(0.61兆円)」 は地方税収の増
により縮小された(0.23兆円)。
◯地方の一般財源総額については、水
準超除きで＋0,7兆円(59.4兆円⇒60.2
兆円)と前年度を上回る額が確保され
た。また、臨時財政対策債を含めた実
質的な交付税総額は▲1.2兆円(22.5兆
円⇒21.3兆円)であった。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

4 高速道路ネット
ワークの早期整
備について
【県土整備部】

国土交通省 ○高速道路ネットワークの県内全線の早期完成に向けて、残る事
業中区間の整備促進とともに、ミッシングリンクの解消に向けた
調査・検討を進めること。
・「鳥取西道路」全線の平成２９年度一体的供用
・「北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び全線自動車専
用道路としての早期事業再開に向けた計画段階評価の促進
・『山陰近畿自動車道の「山陰道～鳥取市福部町」』の計画段階
評価に向けた調査促進
・「米子市～境港」の道路のあり方の検討促進
・「鳥取自動車道」における付加追越車線の早期供用
・「米子自動車道」及び「米子道路」の４車線化並びに「米子自
動車道」の付加追越車線設置及び「米子道路」の付加追越車線の
早期供用
・地域高規格道路の整備促進

【道路整備事業予算の決定額】
○道路整備事業予算の決定額は、
16,602億円（H26当初16,579億円）
で、前年度より微増である（対前年伸
率1.00）。
【山陰道などの全国ミッシングリンク
の整備】
○平成27年度予算においては「全国
ミッシングリンクの整備」としての整
理が行われていないため、正確な要求
額や対前年度伸率は把握できないが、
「全国ミッシングリンクの整備」に相
当すると想定される「道路ネットワー
クによる地域・拠点の連携とインフラ
を賢く使う取組の推進」及び「効率的
な物流ネットワークの強化」について
は、総額として対前年度伸率1.01倍と
なる7,142億円が計上されていること
から、「全国ミッシングリンクの整
備」の予算は今年度並みの水準を確保
されることが期待される。
【岩美道路などの地域高規格道路の整
備】
○地域高規格道路（補助事業）につい
ては対前年1.00倍となる485億円が計
上されている。岩美道路等の整備を推
進するため、予算の重点配分を引き続
き国に働きかけていく。

5 北東アジアゲー
トウエイ「境
港」の重点整備
について
【県土整備部】

国土交通省 ○竹内南地区複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業
〔直轄事業〕の事業化を実現すること。
○中野地区国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施
により早期完成すること。

○港湾整備事業（国費・全国）は、
2,314億円（H26当初2,312億円）の予
算措置がされた（対前年伸率1.00）。
○箇所付は予算成立後に判明。新規箇
所（竹内南地区）は予算成立前の事業
評価時に判明するため、引き続き注視
する。

6 外航クルーズ船
寄港および国際
航空路線の拡充
等に伴うＣＩＱ
体制の充実につ
いて
【地域振興部,県
土整備部】

財務省
法務省
厚生労働省
農林水産省

○地方における外航クルーズ船や国際チャーター便の就航につい
て、円滑な受入れを行うため、人員や審査機器の確保等、ＣＩＱ
体制の充実を図ること。

○地方入国管理局の増員（＋166人）
等が図られたことを受け、本県に重点
配置されるよう引き続き要望する。
○米子空港については、平成26年度補
正予算案において、外国人旅行者の受
入れ体制を充実するため、米子鬼太郎
空港の入国審査ブース増設（4ブース
→6ブース）が盛り込まれた。

7 国土強靱化を推
進する防災・安
全交付金及び社
会資本整備総合
交付金の重点的
な配分等につい
て
【県土整備部】

国土交通省 ○事前防災・減災対策等を確保する安全対策や地域活性化等につ
いて地域の実情に即して確実に取り組むことができるよう、防
災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金を、特に財政力の弱
い地方に重点的に配分すること。

【社会資本整備総合交付金（国費：全
国）】
○インフラ老朽化対策の加速及び事前
防災対策の強化、並びに競争力強化を
図るための物流ネットワークを重点整
備するとして対前年伸び率は0.99と
なった。
【防災・安全交付金（国費：全国）】
○地方公共団体におけるインフラ老朽
化対策、防災・減災対策の集中支援を
行うとして対前年1.01の伸びとなっ
た。

8 日本海国土軸を
形成する整備新
幹線など高速鉄
道網の整備につ
いて

国土交通省 ○山陰新幹線をはじめとする整備新幹線の整備が遅れている地方
に対する在来線を含めた総合的な高速鉄道網の整備の方向性を示
すこと。

○H25年度から継続して「幹線鉄道の
高速化・利便性向上に向けた全国調
査」の実施が予定されているが、調査
内容が公開されていないため詳細不
明。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

9 地方航空路線の
維持・拡充につ
いて
【地域振興部】

国土交通省 ○交流人口の拡大や地方経済を発展させる真の地方創生を実現す
るためには、複数都市を結ぶ地方航空路線のネットワークの拡充
が不可欠であることから、地方空港のミニハブ機能を維持・拡充
するため、国として積極的な施策を講じること。
＜路線の維持・拡充に向けた取組＞
　地方空港における国際・国内路線の拡大につなげるため、路線
の新設、増便等に対する支援を拡充すること。
・羽田空港発着枠について地方路線に優先的に割り当てるととも
に、既存路線の維持・拡充について、航空会社に対し国として強
く指導すること。
・国内定期便の新設・増便等に対する着陸料の免除又は軽減率の
拡大を図ること。
・地方航空路線の国内・国際定期便に係る空港内停留料、保安
料、航行援助施設利用料の免除又は軽減措置を新設すること。
・訪日外客数２，０００万人達成に向け、国際定期便・国際
チャーター便に対する着陸料の免除等を行うこと。
＜施設の機能強化に向けた取組＞
　ターミナルビルの利用者や空港エプロンのスポット運用が過密
状態にある米子鬼太郎空港について、空港利用の安全性や円滑運
用を確保するための機能強化を図ること。
・エプロン機能の拡大を図ること。
・民間事業者が空港施設を拡充する際の補助制度を創設するこ
と。

○現行の着陸料軽減措置のみ継続。他
は引き続き要望していく。

10 環太平洋経済連
携協定（ＴＰ
Ｐ）交渉につい
て
【未来づくり推
進局,農林水産
部】

農林水産省 ○ＴＰＰ交渉に当たっては、国民への情報開示を行うとともに、
慎重に検討、判断すること。
○ＴＰＰ等の検討に際し、国内農林水産業への影響を鑑み、競争
力強化などに向けた抜本的支援を行うこと。

○ＴＰＰについては、交渉参加12カ国
の聞で、3月の大筋台意に向けた機運
が高まっており、日米協議も大詰めの
交渉中。
○国に対してはこれまで、「協定締結
に向けた判断についての国民的議論」
と「国内農林水産業への影響に鑑みた
抜本的対策の構築」について、度々求
めているが、報道情報だけが先行する
中、固からの情報開示や説明は不十分
と思われる。
○国産農畜産物の安定供給や輸出促進
等のための施設整備するため、経済対
策で176億円が措置され、当初予算で
も昨年並みの予算が概算決定された。
＜強い農業づくり交付金＞
・H27当初　231億円
・H26補正　176億円
○日本型直接支払制度は昨年並みの予
算が概算決定された。
＜多面的機能支払交付金＞
・H27当初予算：483億円（対前年比
100.0%）
＜中山間地域等直接支払交付金＞
・H27当初予算：290億円（対前年比
101.8%）
＜環境保全型農業直接支払交付金＞
・H27当初予算：26億円（対前年比
98.6%）

11 中山間地域等直
接支払交付金の
返還要件緩和に
ついて
【農林水産部】

農林水産省 ○中山間地域等直接支払交付金について、農業振興及び地域振興
に資する場合の農地転用に伴う補助金返還は、協定農用地面積全
体の遡及返還とすることなく、地元が取り組みやすい制度となる
よう要件緩和を図ること。

○来年度から始まる第４期対策（H27
～31年度）から、交付金返還規定が緩
和されることとなった。
①地域再生法に基づく地域農林水産業
振興施設への転用の場合は、交付金の
返還を全額免除。
②林・水産業施設（「地域農林水産業
振興施設」以外）への転用の場合は、
転用部分のみ遡及返還。

12 ため池整備にお
ける補助事業の
要件緩和につい
て
【農林水産部】

農林水産省 ○近年のゲリラ豪雨や大規模地震を受けて、ため池の整備要望が
高まってきており、昨年１２月２７日に閣議決定された「地方へ
の好循環拡大に向けた緊急経済対策」で、ため池整備予算の確保
を図るとともに、次のとおり制度の要件緩和を行うなど、地域の
実情に応じた事業実施ができるようにすること。

○農村地域防災減災事業は、次のとお
り予算措置された。
・H26経済対策補正予算：37億円
・H27当初予算:280億円
　（対前年比102.4%）
○浚渫について、今後国と県とで制度
の具体的な運用について協議していく
こととなった。



- 43 -

番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

○再生産が可能な米価水準に戻すため、下落の原因となった過剰
米を緊急に市場から隔離し、需給の均衡を図ること。
○米の需給調整は、平成３０年産以降も国の責務として国レベル
で取り組み、確実な需給調整を行うことで米価の安定化を図るこ
と。また、従来から需給調整に協力してきた地域に不利益が生じ
ないよう、地方の意見を尊重した方法で行うこと。

○米価の安定に向けて、国レベルで積
極的に取り組まれるよう、今後も要望
していく。

○稲作農家が実施する生産コスト低減の取組について、一層の推
進を図ること。

○米価下落対策として、平成２６年度
補正予算において稲作農家のコスト低
減の取組を支援する「稲作農家の体質
強化緊急対策」が創設された。
＜稲作農家の体質強化緊急対策事業＞
・H26補正　200億円

○水田フル活用の推進に当たって、飼料用米等への作付転換の取
組が、継続的かつ安定したものとなるよう、水田活用の直接支払
交付金等による現行の支援水準を維持すること。

○飼料用米の作付推進については、支
援水準の維持が図られた。

14 太平洋クロマグ
ロ資源管理の取
組について
【農林水産部】

農林水産省 ○このたびＷＣＰＦＣ本委員会への勧告が決定した成魚（３０ｋ
ｇ以上）の管理や国が検討する方針を示している日本海の産卵期
の漁獲管理については、次のとおり取り組むこと。
 １　大中型まき網業界がこれまで取り組んできた自主規制措置を
尊重するとともに、境港地域の漁業実態を踏まえ、漁業者の意見
を聞いた上で検討すること。
 ２　本県境港で水揚されるクロマグロは成魚が主体であり、水産
業のみならず、流通業、観光業など多くの業界が関わっているこ
とから、地域経済全体への影響を十分配慮すること

○現在までは特段の動きなし。
○漁獲が開始される６月頃までに大中
型まき網業界との管理措置に関する協
議が実施される見込み。

15 原子力発電所の
再稼働について
【危機管理局】

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

○国は、再稼働の判断に当たっては、安全を第一義として地域の
実情に応じた意見集約あるいは安全判断を行うこと。
※川内原子力発電所の再稼働の地元同意については、立地自治体
のみであったが、UPZ(緊急時防護措置準備区域）に含まれる地域
の意見も立地自治体と同様に反映されることが必要。

○再稼働に向けての国の対応について
は、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）

【新規制基準適合性審査について】
○宍道断層の活断層評価をはじめ、地震・津波について、最新の
知見を反映し、改めて確認を行うとともに、島根原子力発電所２
号機に係るフィルタベントや事故時における組織としての危機対
応力などの新規制基準の適合性確認審査を厳正に行うこと。ま
た、その結果について、鳥取県、米子市及び境港市並びに地域住
民へ丁寧かつ充分に説明を行うこと。

○現在島根原子力発電所２号機に係る
新規制基準の適合性確認審査が行われ
ており、今後もその動向を注視しなが
ら、引き続き要望していく。

原子力規制
委員会
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【汚染水対策について】
○島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させるこ
と（事故時の地下水への対応、放射能汚染水の回収、処理、貯蔵
及び流出防止策等）。また、国においてもその内容を精査し、丁
寧かつ十分に説明するとともに、汚染水対策については法的にも
担保するように措置すること。

○汚染水対策については特に動きな
し。引き続き要望していく。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【中国電力の周辺地域における対応について】
○中国電力に対し、安全協定の立地自治体と同等の内容への必要
な見直しを迅速に行うよう指導するとともに、再稼働に向けての
一連の手続きに際し、立地自治体と同等に対応するよう指導する

○中国電力株式会社への指導等につい
ては、明確な方針が示されていないた
め、引き続き要望していく。

環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

【周辺地域の意見を反映する仕組みについて】
○原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声
が確実に反映される法的な仕組みを検討し、整備すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

原子力規制
委員会
内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

【原子力行政における情報の透明化等について】
○福島第一原発事故に関する徹底した情報公開、原子力発電所の
状況や放射性物質の影響等に関する緊密な情報共有など、国の原
子力行政の基本として情報の透明化を徹底し、地方自治体との連
携を深めること。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

13 米価の安定に向
けた確実な需給
調整の実施につ
いて
【農林水産部】

農林水産省

16 周辺地域の意見
に基づいた原子
力発電所の運用
について
【危機管理局】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

【原子力防災対策の強化について】
○原子力発電所の安全確保は絶対的なものではなく、万が一の事
故に対する防災対策の強化が重要であり、国の責任で強化に取り
組むこと。

○特に動きなし。引き続き要望してい
く。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）

○緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制初期投資
として、原子力環境センター（県モニタリング本部）等を平成２
７年度までに確実に整備できるよう、国において必要な財源を措
置すること。

○原子力発電施設等の立地県又は隣接
県を対象に以下のとおりの予算となっ
ており、原子力環境センター（県モニ
タリング本部）の整備等の原子力防災
体制の整備（初期投資）が必要な本県
への予算の確保がなされるよう引き続
き要望していく。
＜原子力発電施設等緊急時安全対策交
付金〔内閣府〕＞
・H27年予算案 121. 7億円
＜放射線監視等交付金〔原子力規制委
員会〕＞
・H27年予算案 71. 7億円

内閣府（原
子力防災）

○原子力災害時における屋内退避施設の確保のため、医療・社会
福祉施設の放射線防護対策事業について、地域の実情に応じて柔
軟に対応し、引き続き国交付金による予算措置を行うこと。ま
た、要援護者搬送用車両及び広域福祉避難所で必要な資機材につ
いて整備できるよう、予算措置を行うこと。

○放射線防護対策事業については、
H26国臨時経済対策予算に90億円が計
上されたが、本県への配分はなかっ
た。十分な予算措置がなされるよう、
引き続き要望していく。
○要配慮者搬送用車両の整備について
は、H27国当初予算案に11億円が計上
されたことを受け、本県に配分される
よう引き続き要望していく。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）
経済産業省

○原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費等の国交付
金対象外についても、国や電力会社が相応の負担を行う仕組み
を、早急に構築すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望し
ていく。

内閣府（原
子力防災）
環境省（原
子力規制
庁）
厚生労働省

○要援護者の避難のための特別な移動手段、避難に当たって入院
患者等に付き添う看護師など医療従事者の確保等について、国が
関与して方針を示すとともに、体制を整備すること。

○要配慮者搬送用車両の整備について
は、H27国当初予算案に11億円が計上
されたことを受け、本県に配分される
よう引き続き要望していく。
○災害時要援護者の広域的な避難体制
の整備については、明確な方針が示さ
れていないため、引き続き要望してい
く。
○北朝鮮による拉致問題再調査の初回
報告が遅れていることに対して、政府
は北朝鮮に、速やかに報告することを
強く求めている。なお、家族会は報告
期限の設定を求めているが、政府は
「期限を切るよりも、調査を迅速に行
い、その結果を速やかに報告すること
を強く求めている」として報告期限の
設定に慎重な考えを示している。
○拉致被害者等支援法が改正
（H27.1.1施行）され、新たな拉致被
害者等の帰国に備えた支援策の拡充が
図られた。
（H27年度予算に計上されたもの）
・拉致被害者等給付金及び滞在援助金
・老齢給付金
・拉致被害者の子供の国民年金の追納
支援
・帰国前国民年金相当額の特別給付金
　　等
○拉致問題の解決に向けて、より一層
積極的な要望活動等を行う。

17 原子力発電所周
辺地域における
防災対策の強化
について
【危機管理局、
生活環境部、福
祉保健部】

18 拉致問題の完全
解決について
【総務部】

内閣官房
（拉致問
題）
外務省

○松本京子さんをはじめとする拉致被害者全員の帰国を一刻も早
く実現するため、以下の対応を図ること。
・北朝鮮に対して、迅速な調査の実施と速やかな報告を強く求め
ること。
・国際社会と連携して北朝鮮への圧力を強めること。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

19 ヘイトスピーチ
に対する法規制
について
【総務部】

法務省 ○人種や国籍などによる偏見や差別意識を助長し増幅させるヘイ
トスピーチに対し、法規制を行うこと。

○国においては、ヘイトスピーチに対
しては、まず民法の不法行為や刑事罰
を適用するなど、現行法の適用で対応
する方針。なお、自治体とも連携して
ヘイトスピーチに対する啓発に力を入
れていくとのこと。
＜人権擁護関係経費＞
・平成27年度予算案（法務省）3,353
百万円
※ヘイトスピーチに限定せず、外国人
の人権問題として啓発
○今後もヘイトスピーチを禁止する法
律を整備するよう国に要望する。

20 生活保護制度と
生活困窮者支援
施策の充実につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省 ○生活困窮者自立支援法の施行にあたっては、対象者が多く見込
まれない小規模な福祉事務所設置自治体においても持続可能で実
効ある運営ができるよう、対応実績に関わらず、体制整備・維持
に必要な国庫負担金が確実に受けられるような仕組みを講ずるこ
と。
○生活保護適正化事業、自立支援プログラム策定実施推進事業、
安心生活創造事業、地域生活定着促進事業等を推進するため、
セーフティネット支援対策等事業費補助金は、これまでどおり国
の全額負担のもと、着実な事業継続が図られるよう十分な財政措
置を講じること。
○住宅扶助基準の見直しにあたっては、地域により公営住宅の充
足率、民間住宅の普及率が大きく異なることを考慮し、見直しに
よって退去が必要となったり、入居が困難とならないよう十分注
意すること。
○冬季加算については、灯油価格の推移等を十分考慮し、地域の
実情や消費実態に応じた基準とすること。

○生活困窮者自立支援法関係経費につ
いては、国から国庫負担上限額が示さ
れたが、自治体によっては、不十分と
の意見もあるため、必要に応じ引き続
き要望する。
○セーフティネット支援対策等事業費
補助金については、一部国の補助が法
定化された事業もあるが、いずれにし
ても地方負担が発生。必要に応じて引
き続き要望する。
○住宅扶助と冬季加算については２７
年度から適正化（引き下げ）の動きが
ある。必要に応じて引き続き要望す
る。

21 手話言語法(仮
称)の制定につい
て

内閣府（少
子化対策）
厚生労働省

○手話言語法（仮称）を制定すること。
　これにより難い場合であっても、少なくとも障がい者のコミュ
ニケーションを保障する法律を制定すること。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。

22 地域の実情に応
じた障害福祉
サービスの充実
について
【福祉保健部】

厚生労働省 ○障害福祉サービスの報酬改定等に伴う障害者自立支援給付支払
システムの改修に要する経費を国において全額負担すること。
○市町村が地域生活支援事業に対して積極的に取り組めるよう、
必要な財源措置を講ずること。
○障がい児へのサービスが円滑に提供できるよう、児童発達支援
管理責任者の資格要件について、サービス管理責任者と同様に、
研修受講に係る猶予規定を設けること。

○自立支援給付支払システムの改修に
ついては、H25補正予算の繰越分によ
り補助される（ただし、国負担は
1/2）ことになったが、H27予算案には
反映されていないため、引き続き要望
する。
○地域生活支援事業については、H27
予算案で464億円（H26当初：462億
円）確保されたが、充分とは言い難い
ため、引き続き要望する。
○児童発達支援管理責任者の資格要件
については、国において研修受講に係
る猶予規定を設ける方向で検討中であ
り、引き続きその動向を注視する。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

○社会保障制度の喫緊の諸課題について、時期を逃さず適切に対
策を講じること。
【子ども・子育て支援新制度等の少子化対策】
①子ども・子育て支援新制度の目的である幼児教育、保育、子育
て支援の量的拡充と質の改善が共に実現されるために必要となる
総額を確保すること。
②認定こども園に係る公定価格の単価の見直しを早急に行い、そ
の結果を速やかに明示するとともに、早期確定を行うこと。
③各施設並びに県及び市町村における新制度への移行準備のた
め、国から迅速に情報提供すること。
④地域少子化対策強化交付金を恒久的な事業として確立するとと
もに交付額を拡大し、地域の実情にあった効果的な横展開を可能
とするため、限定的な事業範囲の見直しを行うなど事業要件の緩
和を図ること。

【子ども・子育て支援新制度等】
○消費税率引上げは先送りされたが、
消費税10％時の0.7兆円の範囲で実施
することが予定されていた質の改善は
全て実施できる財源が確保された。な
お、子育て支援策のさらなる充実のた
め１兆円超の範囲で実施される予定の
質の改善については、財源が確保され
ていない。
　認定こども園に係る公定価格につい
ては一定の見直しが行われた。最終的
な単価の提示及び確定は今後示され
る。
　国からの各種通知等は順次示されて
いるところである。
○地域少子化対策強化交付金について
は、H25補正と同額の30.1億円がH26補
正により措置された。
　都道府県交付額上限：4,000万から
5,000万円に引き上げ
　柔軟な制度運用：婚活イベントは引
き続き対象外、広報経費が大部分を占
める事業が対象となる。

【国民健康保険制度】
①国民健康保険の構造問題を解決するための基盤強化策として、
このたび国が示したものは、現在の赤字解消の視点しかなく、今
後も増大しつづける医療費への対応にはなっていないため、次の
とおり取り組むこと。
・地方への責任転嫁とならないよう、今後の医療費の増嵩に応じ
た国負担金の負担率を引上げること。
・国は、国民の保険料負担の平準化などから医療保険制度の一元
化を目指すべきであり、そのための具体的な道筋を示すこと。
②市町村の特別医療費助成による国民健康保険療養給付費等に係
る国庫負担金の減額措置を廃止すること。

【国民健康保険制度】
①毎年約3,400億円の財政支援が示さ
れたが、現在の赤字補てんでしかな
く、今後増嵩する医療費への対応は反
映されていない。
②国は今後の課題としてとらえてお
り、引き続き要望する。

【介護保険制度】
①平成２７年度から設置が予定されている地域医療介護総合確保
基金（介護側）について、介護人材の確保に要する経費など、喫
緊の課題に対する予算確保を確実に行うこと。
②平成２７年度から実施が予定されている低所得高齢者の介護保
険料の公費減免（公費投入による保険料軽減）について、減免制
度の適切な運用ができるよう、必要な国庫財源を確保すること。
③介護保険制度が適切に運用できるよう適切な介護報酬を設定す
るとともに、今後深刻化する介護人材の確保に向け、介護職員の
処遇改善に関する加算等を継続すること。

【介護保険制度】
①地域医療介護総合確保基金（人材対
策部分H27予算額：全国90億円）が来
年度整えられ、介護従事者の確保に関
する事業も対象となる。ただし、介護
福祉士修学資金貸付制度は、基金の対
象に含まれなかったため、対象事業と
するよう引き続き要望する。
②低所得者対策として別枠で公費を投
入し実施される介護保険1号保険料料
軽減強化について、H27.4～H29.3は第
一段階保険料基準額の50%減額からさ
らに5%追加減額（結果45%減額）する
負担軽減が実施される。国（1/2負
担）は必要なH27予算を確保。（全国
で200億円）
③介護報酬について、介護報酬▲
2.27%，地域区分係数▲0.7%の閣議決
定がなされた。処遇改善については、
介護職員処遇改善加算が継続されると
ともに、拡充(+12,000円／月)となっ
た。

24 小学校１年生３
５人学級の堅持
と少人数学級の
拡充について
【教育委員会】

文部科学省 ○学校生活や人間関係への円滑な適応、基本的な生活習慣の確
立、基礎学力の定着を図るため、次のとおり少人数学級を推進す
ること。
①小学校１年生の３５人学級を堅持すること。
②さらなる少人数学級の拡充のため、教職員定数の改善など必要
な教職員体制の整備を行うこと。

○小学校１年生の３５人数学級は継続
されることとなった。
○教職員定数の改善はなかったが、児
童生徒数減や統廃合に伴う自然減を除
き、新たな加配(全国＋900人)が措置
された。

厚生労働省23 持続可能な社会
保障制度の構築
について
【福祉保健部】
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

25 学校施設の耐震
化の促進及び防
災機能の向上に
ついて
【教育委員会,地
域振興部】

文部科学省 ○学校設置者が整備計画どおりにすべての耐震化事業を実施する
ことができるよう、十分な予算を確保するとともに、実情に沿っ
た補助単価とするなど耐震化補助事業の充実・改善を図ること。
○学校施設の避難場所としての機能を高めるための補助制度を充
実させるとともに、現在、屋外防災施設の整備のみが対象となっ
ている高等学校について、対象工事の拡充を行うこと。
○非構造部材の耐震対策について、学校設置者による点検がス
ムーズに実施できるよう、明確な基準及び点検方法を示すこと。
○公立学校施設の耐震・防災対策に関する地方財政措置を継続す
るとともに、実情に沿った補助単価とすること。
○公立学校施設の耐震化事業について、国庫補助率の嵩上げ措置
を平成２８年度以降も延長すること。

○公立学校施設の耐震化（国費・全
国）については、次のとおり予算措置
された。
・H27当初　2,049億円
・H26当初　1,271億円
・H26補正　　408億円
○私立学校施設の耐震化予算措置はや
や改善されたが（前年当初予算比
519,266千円増）、制度改正がなされ
ておらず、引き続き要望が必要。
○非構造部材の基準及び点検方法につ
いては、H26年度中を目処にガイド
ブックを改定予定。
○高等学校における防災機能強化のた
めの補助制度の充実、耐震・防災対策
に係る地方財政措置の計測・補助単価
の引上げ、耐震化事業に係る国庫補助
率の嵩上げ措置の延長に関する具体的
な動きはなし。引き続き要望する。

26 企業の地方分散
を促すための諸
制度の再構築に
ついて
【商工労働部】

内閣官房
（地方創
生）
経済産業省

○大都市圏に集中する企業の地方分散を促すため、税制を始めと
する諸制度の再構築を積極的に進めること。
①地方への企業の本社機能の移転に加え、研究開発機能、グロー
バル人材研修機能、グローバルロジスティック機能、マザー工場
など、地方の拠点化を促進するような企業の地方分散に対する大
胆な支援制度を設けること。
②海外生産を行う企業がその生産を国内回帰させる場合に、国内
回帰企業及び当該生産を受託する企業が行う設備投資に対する支
援措置を設けること。

○H27年度税制改正において、企業の
地方分散促進税制が措置されたもの
の、本県が要望する内容には至ってい
ない。現在具体的な動きはなく、引き
続き要望する。

27 小規模基本法及
び改正小規模支
援法に係る商工
会、商工会議所
向け予算の地方
交付税措置につ
いて

総務省
経済産業省

○小規模基本法及び改正小規模支援法に対する附帯決議のとお
り、商工会及び商工会議所が小規模事業者の支援ニーズに的確か
つ十分に応えられる支援人材の体制が確保できるよう、都道府県
による商工会、商工会議所向け予算について、地方交付税の増額
措置を行うこと。

○都道府県に対する商工会、商工会議
所向け予算については、経済産業省か
ら総務省へ人件費、事業費ともに増額
の要望が提出されているが、地方交付
税に係る措置の結果については現時点
では不明。（H27年8月頃に前年度との
比較が可能となる）

28 緊急雇用創出事
業臨時特例基金
の存続・拡充に
ついて
【商工労働部】

厚生労働省 ○緊急雇用創出事業臨時特例基金は、地方の雇用拡大、処遇改善
にとって非常に有効であり、当該基金を1,000億円規模として拡充
の上、平成27年度以降も基金方式により存続させること。
○緊急雇用創出事業臨時特例基金の拡充にあたっては、特に、有
効求人倍率の低い地域に重点的に配分すること。

○緊急雇用創出事業（地域人づくり事
業）は、昨今の雇用情勢等諸事情の変
化を踏まえ、全都道府県を対象とした
事業は本年度末で終了するが、地域に
必要な人材育成やUIJターンを含めた
人材確保、地域の魅力あるしごと作り
のための処遇改善の取組のうち地方再
生の趣旨に合致するものは、H26年度
補正予算案に盛り込まれた「地域住民
生活等緊急支援のための交付金（地方
創生先行型）で実施可能であり、積極
的に活用する。
○H27年度予算案においては、人口減
少等に伴う雇用課題に対応するための
厚生労働省の施策が「地域しごと創生
プラン」として平成27年度予算案に盛
り込まれ、既存施策の対象となる自治
体の範囲を大幅に広げられる予定。

29 正規雇用への転
換促進のための
地方中小企業の
社会保険料負担
の軽減について
【商工労働部】

厚生労働省 ○非正規から正規雇用への転換を促進する企業の取組を積極的に
支援すること。
○特に経済基盤の脆弱な地方中小企業の正規雇用転換を推進する
ため、当該取組を進める地方中小企業について、社会保険料負担
軽減を行うこと。

○具体的な動きなし。引き続き要望す
る。
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

31 地域の文化芸術
の振興の取組支
援について
【文化観光ス
ポーツ局、福祉
保健部】

文部科学省 ○東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラム
は、日本各地の伝統文化や芸術活動のすばらしさを国内外の方々
に知っていただく絶好の機会であるとともに、外国からの来訪客
を地域に引き込むための誘客素材となり得ることから、地方が行
う取組を文化プログラムに位置づけるとともに、積極的に支援す
ること。
・ 地域が取り組む国際的芸術祭の開催、アーティストインレジデ
ンスの活用、文化芸術を活用した外国人観光客の誘致活動、これ
らを広域的に実施する取組に対して積極的な支援を行うこと。
・障がい者の芸術文化振興は、障がい者の自立と社会参加の促進
に寄与するとともに、共生社会モデルの創発に繋がるものであ
り、全国的な取組となるよう積極的な支援を行うこと
・まんが・アニメをテーマとしたイベントの実施や国内外へのま
んが・アニメを活用した情報発信、関連分野の人材育成のほか、
コンテンツ産業の振興などクールジャパン施策に連動して地域が
行うソフトパワーを活用した取組に対して支援を行うこと。

○次のとおり予算措置された。
＜文化芸術による地域活性化・国際発
信推進事業＞
・26.2億円（H26:25.2億円）
※H26年度までの「地域発・文化芸術
創造発信イニシアチブ事業」が事実上
継続。
○当該事業に申請中（申請額：71,745
千円）。

内閣官房
（地方創
生）
文部科学省

○ユネスコの正式プログラム化を積極的に推進すること。 ○H27.11月に開催予定のユネスコの次
期総会において、正式プログラム化が
決定されるよう検討作業が進められて
おり、国もその方針を支持、支援して
いる。

内閣官房
（地方創
生）
文部科学省
環境省

○国内におけるジオパーク活動を推進するため、国において一体
的な推進体制を整えること。
○学校教育や社会活動でのジオパーク活用を進めるとともに、各
地のジオパークと連携してジオパーク自体の普及啓発と国内加盟
地域の国内外へのＰＲを行うこと。

○H27.11月にジオパーク国会議員連盟
が発足し、その窓口が内閣府に設置さ
れるなど、横断的な取組が始まってい
る。
○H26.9月に、環境省が国立公園とジ
オパークの連携に関する啓発パンフを
作成し、関係機関への配布を行ってい
る。

内閣官房
（地方創
生）
環境省

○山陰海岸ジオパークの魅力をさらに発信するための施設整備等
について、重点的な予算の確保など積極的に取組みこと。

○ジオパークの拠点施設となる鳥取砂
丘ビジターセンターの整備について、
H27年度には基本設計を行うための経
費が盛り込まれた。

○固定価格買取制度の見直しにあたっては、再生可能エネルギー
の出力抑制を中心とした対策だけでなく、バイオマス、地熱、小
水力など出力の安定した再生可能エネルギーの導入が促進するよ
うに各種の制度の見直しを早急に検討すること。

○H27.1月の固定価格買取制度見直し
において、出力抑制で太陽光以外の再
生可能エネルギー（小水力、地熱、バ
イオマス）が配慮される見直しが行わ
れた。

○今後も再生可能エネルギーの導入を促進するために、電源別の
特性に合わせて固定価格買取制度の調達価格や期間の設定に当
たっては十分に配慮すること。また太陽光発電の導入に関して
も、住宅用を含め、意欲ある事業者が不安にならないよう情報提
供に努めるなど配慮すること。
○接続容量の拡大や局所的な接続量の不足を解消するために、地
域間連携や地域内連携線の強化が推進されるように、電力会社と
共同して新たな対策を速やかに実施すること。

○次のとおり予算措置された。
＜再生可能エネルギー熱利用加速化支
援対策費補助金＞
・H27：80.0億円（H26：40.0億円、
H26補正：60.0億円）
（事業内容）
・熱利用設備導入に対する補助
＜再生可能エネルギー余剰電力対策技
術高度化事業費＞
・H26補正：65.0億円
（事業内容）
・蓄電池技術の設置コストダウン技術
の高度化
＜次世代エネルギー技術実証事業費補
助＞金
・H26補正：30.0億円
（事業内容）
・次世代スマートグリット構築の基盤
技術開発

○発電事業者への蓄電池設置支援にあたっては、発電事業者の負
担増による事業意欲の減退がないように配慮するとともに、地方
創生に寄与するように努めること。

○次のとおり予算措置された。
＜再生可能エネルギーの接続保留への
緊急対応＞
・H26補正：744.0億円
（事業内容）
・遠隔での出力制御技術の確立
・発電事業者の蓄電池設置支援
・電力会社の大規模蓄電池設置実証の
支援

32 ジオパーク活動
の取組への支援
について
【生活環境部】

33 再生可能エネル
ギーのさらなる
導入促進につい
て
【生活環境部】

経済産業省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年1月8,9,15日、2月10日実施分】

34 表層型メタンハ
イドレートの調
査研究について
【生活環境部】

経済産業省 ○メタンハイドレートに関する調査研究の機能や開発技術等を地
方にも分担させるとともに、地方の人材等の活用や地方での技術
者など人材育成の取組みにも配慮すること。また、そのために必
要な財源措置等を実施すること。
○メタンハイドレート調査・開発を進めるに当たっては、採取に
よる環境への影響評価手法の研究等開発が想定される周辺環境の
影響を調査し、そのために十分な予算を確保すること。
○調査・研究による埋蔵量把握や技術開発を経て、本格的な採
掘、実用化、商業化に向かうロードマップを策定し、その着実な
進捗を図ること。

○次のとおり予算措置された。
＜メタンハイドレート開発促進事業＞
・H27：140.3億円（H26：127.3億円、
H26補正：20.0億円）〕
（事業内容）資源量把握に向けた広域
調査や地質サンプルの調査海域が拡大
されるほか、資源回収技術の調査等が
開始される。また、平成27年度調査で
は、鳥取県沖で地質サンプルの取得が
実施される見込み。

○充電インフラ整備目標を実現させるため、補助制度を継続実施
するとともに、観光拠点でもある「道の駅」への整備支援を重点
的に実施すること。
○課金システムの導入に必要な、追加のハード整備に対する財政
支援を実施すること。

○次世代自動車充電インフラ整備促進
事業〔H26補正：300億円〕について、
新設の充電ステーション整備に加え、
・道の駅を重点的に整備すること、
・既存施設への課金システム導入に対
して補助するメニュー
が追加された。（具体的な補助スキー
ムは、今後公表予定。）

○中国自動車道等の高速道路への充電インフラについて、早急な
る整備を西日本道路株式会社へ要請すること。

○1月上旬に経産省からNEXCO西日本へ
要請し、1月末で計画予定箇所に設置
完了。

○水素インフラ整備について、四大都市圏中心の整備に限らず、
本県など地方も含め全国的に整備を促進すること。

○具体的な動きなし

36 番号制度導入に
係るシステム対
応と費用負担に
ついて
【総務部】

内閣官房
（社会保
障・税一体
改革）
総務省

○番号制度の導入に伴い発生する関連システムの構築等に必要な
経費については、国庫補助金適用事業の拡大などにより原則国が
負担し、地方公共団体に新たな経費負担が生じないようにするこ
と。
○地方公共団体が番号制度導入に必要な団体内統合宛名システム
の新規整備等に円滑に取り組めるよう、国が整備を進める情報提
供ネットワークシステム及び中間サーバーに係る仕様の早期確定
をすること。

○H26補正予算で番号制度に係る地方
公共団体の関係システム整備への支援
として、409.3億円の増額補正が決定
された。（整備するシステムにより国
庫補助2/3～10/10で、国庫裏の地方負
担分は普通交付税又は特別交付税措
置。）
○情報提供ネットワーク等の詳細情報
について、H27.2月までに提示するス
ケジュールが示された。

37 地域情報通信基
盤整備に対する
支援の拡充につ
いて
【総務部】

総務省 ○地方公共団体における光ファイバ等の地域情報通信基盤（ケー
ブルテレビの伝送路を含む）整備に対する支援措置を拡充するこ
と。
○地方公共団体が整備した地域情報通信基盤を維持するため、伝
送路及びネットワーク機器の更新が必要となってきているが、特
に事業採算性の乏しい地域においては、更新のための費用負担が
多大なものとなるため、負担軽減のための新たな支援措置を講じ
ること。

○地域情通信基盤整備支援に対する具
体的な動きはなし。引き続き要望をし
ていく。
○地域情報通信基盤に対する維持、更
新費用の支援に対する具体的な動きは
なし。引き続き要望をしていく。

35 次世代自動車の
充電インフラ整
備促進について
【生活環境部】

経済産業省
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番号 要望項目 要望先府省 要　望　内　容 国予算への反映状況等

1

放射性物質を含
む不法投棄物の
適正処理に係る
法整備について
【生活環境部】

原子力規制
庁

○平成25年に発見された発生場所等が不明な放射性投棄物は、国
が責任をもって、積極的な指導・助言を行うとともに、処理のた
めのルールづくりを行い、速やかに安全・安心な処理ができるよ
う対応すること。
○特に健康被害のおそれのある天然由来の放射性物質の不法投棄
物など、その管理や処理方法等、早急に関係法令の整備を図ると
ともに、その対応等を行うための財政支援を講じること。

○2月9日の原子力規制庁への要望にお
いて、処理のルールづくりなど、関係
機関と話し合い検討したい旨のコメン
トがあったことから、引き続き動向を
注視する。

2

ポルフィリン症
の難病指定につ
いて
【福祉保健部】

厚生労働省

○日光暴露等により症状が悪化し、日常生活が大きく制限される
ポルフィリン症患者の療養生活を支援するため、２次指定におい
て指定難病とし、医療費助成の対象とすること。
  あわせて、治療法の確立に向けたさらなる研究を推進させるこ
と。

○第1次実施分指定難病（平成26年10
月告示）とはならなかったが、第2次
実施（平成２７年夏）分の対象疾患と
するよう2月9日に再度要望を行ったと
ころ。
○引き続き動向を注視する。

国の施策等に関する提案・要望項目（結果調べ）
【平成27年2月9日実施分】
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